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内容

項番 枝番 機能名称 機能要件 実装してもしなくても良い機能 実装しない機能 1.0版の機能分類 承諾 否認 要検討 未回答 承諾 否認 要検討 未回答

1. 法人基本情報管理

1.1. 基本情報登録・修正

1.1.1. 1 法人基本情報管理

以下の法人基本情報を登録できること。

＜法人基本情報＞
・代表者住所
・整理番号（税務署の管理番号）
・eLTAX利用者ID
・主要法人フラグ（市町村が任意に定める法人）
・支店ごとの開廃年月日
・予定・中間区分（予定／中間）
・整理番号（庁内処理用に届出処理に付番）
・被合併法人情報（法人名、所在地及び合併年月日）
・管轄税務署の名称

法人名は登記事項の法人名称を、法人名カナはフリガナを表
す。以降の要件について同じ。
整理番号（庁内処理用に届出処理に付番する番号）は、自
動・手動付番などの付番形態を問わない。

（通常版）
【②現在の対応状況の集計結果】別紙1(通常版)より
5社中2社が未対応の項目
・市町村内の主たる事務所→うち1社【製品名：A】は、電話番号及び郵便番号のみ
・異動事由→うち1社【製品名：A】は、申請届出（電子）／申請届出（紙）／職権のみ
・合併解散年月日
・異動区分→うち1社【製品名：A】は、事務所廃止／破産／事務所等なしのみ
・合併法人情報→うち1社【製品名：D】は、最低限宛名番号でのリンク
・収益事業開始年月日及び廃止年月日
・減免区分
・納付書送付区分（要／不要）

5社中1社が未対応の項目
・本支店区分
・市町村内事務所→電話番号及び郵便番号のみ
・届出年月日
・廃止年月日、解散年月日、清算結了年月日
・前後区分（前／後／その他）
・施設区分
・連結親法人所在地
・連結離脱年月日
・翌期中間申告の要否（マスタにはない）
・還付口座情報

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【③2025年までの実装】
△【製品名：E】
還付口座情報について、他のシステムで管理しているため、対応方法などを慎重に定める必要があるため
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（限定機能版（仮称））
【②現在の対応状況の集計結果】】別紙1(限定機能版（仮称）)より
5社中4社が未対応の項目（1個）
・課税区分

報告 （通常版）（限定機能版（仮称））
以下の項目は他システム（収納管理又は宛名管理）で管理することを仕様書本編で許容する記載としているた
め、変更なしとします。
・還付口座情報

その他の項目は、一定規模の団体では必要性が認められるものであり、対応不可の事業者は存在しないため変
更なしとします。

検討 （通常版）（限定機能版（仮称））
（疑義事項No.3及びGithub No.214）
ベンダーより以下意見を受領しております。

『申告期限延長月数（0月／1月／2月／3月以上）と区分が記載されておりますが、「3月以上」だった場合、
申告期限等はどのように管理する想定でしょうか。
3月以上に関しては、「3月/4月…」の管理でも問題ないという認識でよいでしょうか。』

上記を踏まえて、2.0版に向けて以下のとおり修正したく考えております。

旧：「・申告期限延長月数（0月／1月／2月／3月以上）」

新：「・3月以上の延長申告月数についても入力ができ、延長後の申告期限が計算がされるこ
と。」

承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 修正案で問題ありませ
ん

承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 10 0 0 0 7 0 0 3

#

5社中3社が未対応の項目（6個）
・前後区分（前／後／その他）
・施設区分（事業所／寮等）
・産業分類コード（大分類及び中分類）
・連結親法人名、連結親法人所在地、連結親子区分（親法人／子法人）、連結開始年月日及び連結離脱年月日　→　うち1社【製品名：H】は、連結開始年月日及び連結
離脱年月日、うち1社【製品名：F】は、連結離脱年月日のみ。
・翌期中間申告の要否
・収益事業開始年月日及び廃止年月日
5社中2社が未対応の項目（6個）
・本支店区分及び本店所在地（所在地、郵便番号及び電話番号）→うち1社【製品名：H】は、本支店区分のみ
・市町村内の主たる事務所（名称、所在地、電話番号及び郵便番号）→うち1社【製品名：H】は、郵便番号のみ
・異動区分（設立／設置／異動／事務所廃止／解散／破産／合併解散／清算結了／事務所等なし／登記のみ／除却／復活　等）
・組織区分（株式会社、有限会社　等）
・合併法人情報（法人名及び所在地）
・減免区分
5社中1社が未対応の項目（9個）
・法人名（漢字・カナ・ひらがな・英数字）及び法人名カナ→法人名カナのみ
・異動事由（申請届出（電子）／申請届出（紙）／申告／職権／その他）
・設立年月日、設置年月日、廃止年月日、解散年月日、合併解散年月日及び清算結了年月日　等　→合併解散年月日のみ
・書類送付先
・決算期（半年決算法人の管理を含む）又は事業年度
・申告書送付区分（要／不要）
・納付書送付区分（要／不要）
・還付口座情報
・eLTAX納税者ID
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【③2025年までの実装】
△【製品名：H】
以下の項目について過剰と判断している。
・施設区分（事業所／寮等）
仮に施設区分が事業所だった場合に確定申告書で均等割のみを登録したときにチェックするのであれば必要と思われるが、特に要件には記載されておらず、法人台帳で
確認するための管理項目であれば特に必要性を感じない。要望等もいただいたことがない。

0 0 0 10 0 0 0 10

# 1.1.1. 2

以下の法人基本情報を登録できること。

＜法人基本情報＞
・代表者住所
・整理番号（税務署の管理番号）
・eLTAX利用者ID
・主要法人フラグ（市町村が任意に定める法人）
・支店ごとの開廃年月日
・予定・中間区分（予定／中間）
・整理番号（庁内処理用に届出処理に付番）
・被合併法人情報（法人名、所在地及び合併年月日）
・管轄税務署の名称

実装してもしなくても
良い

整理番号（庁内処理用に届出処理に付番する番号）は、自
動・手動付番などの付番形態を問わない。

法人税の整理番号は、今後重要性が下がるものの、現在も税務署とのやり取りで利用している地方団体があるため、「実装してもしなくても良
い機能」とする。
法人の代表者住所については、eLTAXで使用する法人設立・設置届及び異動届には記載欄があることから管理項目としている地方団体があるた
め、実装してもしなくても良い機能とする。
利用者IDについては、納税者との連絡や問い合わせ対応に使用するため法人基本情報として管理する運用も想定されることから、実装してもし
なくても良い機能とした。

0 0 0 10 0 0 0 10

# 1.1.2. 1

法人基本情報を新規作成する際、法人管理番号が自動付番されること。 法人基本情報を新規作成する際、法人管理番号を自動付番か手動付番か
選択できること。手動付番としたときも、キー情報としての整合性は保
たれること。

実装すべき 原則として自動付番されるものの、統合的な宛名管理を行う場合などで任意の番号を付番する運用を行う地方団体が一部あるため、手動付番を
実装してもしなくても良い機能とした。

0 0 0 10 0 0 0 10

# 1.1.2. 2

法人基本情報を新規作成する際、法人管理番号を自動付番か手動付番か選択できること。手動付番としたとき
も、キー情報としての整合性は保たれること。

実装してもしなくても
良い

原則として自動付番されるものの、統合的な宛名管理を行う場合などで任意の番号を付番する運用を行う地方団体が一部あるため、手動付番を
実装してもしなくても良い機能とした。

0 0 0 10 0 0 0 10

# 1.1.3.

法人基本情報の登録時に、以下で重複チェックができること。重複している場合は、該当法人を表示して注意
喚起を行い、処理継続もできること。

＜重複チェック条件＞
・法人番号
・組織区分＋法人名＋設立年月日

実装すべき 重複登録を防ぐ仕組みとして、以下のパターンがある。

①登録前に検索して、目視で重複登録を防ぐ。
②登録時の更新処理で重複チェックを行う。

②については、当該市町村外への転出後の再転入があった場合などにも、法人番号によリ法人の特定が可能であり、重複チェックのキー情報と
して法人番号を活用する機能として定義している。
ただし、法人番号を持たない法人や、未記入の法人もいるため、組織区分、法人名及び設立年月日で重複チェックを行う仕組みも必須とした。

（限定機能版（仮称））
【②現在の対応状況の集計結果】
5社中4社が未対応の要件
＜重複チェック条件＞
・組織区分＋法人名＋設立年月日

うち1社は組織区分＋法人名、うち1社は法人名の条件を用いていると回答。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【③2025年までの実装】
△【製品名：H】
設立届より先に申告書が来た場合など、法人基本情報登録時に設立年月日を使用して、重複チェックできない場合があると考えます。
そのため、基本は「組織区分＋法人名」だけの重複チェックで問題ないと考えます。

報告 （変更なし）
前提として未登録法人の場合は、申告書のみをもって法人基本情報に新規登録するのではなく、登記等の調査
あるいは法人への届出提出の勧奨を通じて法人基本情報に登録する運用を想定した機能になります。したがっ
て、本機能は実装すべき機能として想定いたします。

承諾 承諾 1 0 0 9 1 0 0 9

# 1.1.4.

法人番号の登録時に、チェックデジットをもとに確認ができること。誤りがある場合は、エラーとすること。 実装すべき 各種届出に記載された法人番号又は国税庁法人番号公表サイトで確認した法人番号を手入力で基幹システムに入力する場合に、誤記入や誤入力
を防ぐ仕組みとして、法人番号の先頭に付番されたチェックデジットの計算を行える機能を定義している。

0 0 0 10 0 0 0 10

# 1.1.5.

登録した法人の法人管理番号を別の番号に変更できること。キー情報としての整合性は保たれること。 登録した法人の法人管理番号を別の番号に変更できること。キー情報と
しての整合性は保たれること。

実装してもしなくても
良い

原則として自動付番されるものの、統合的な宛名管理を行う場合などで法人管理番号を変更する地方団体が一部いるため、手動付番を実装して
もしなくても良い機能とした。

0 0 0 10 0 0 0 10

# 1.1.6.

検索結果画面から、法人の新規登録又は異動登録ができること。 検索結果画面から、法人の新規登録又は異動登録ができること。 実装してもしなくても
良い

重複登録を防ぐ仕組みとして、以下のパターンがある。

①登録前に検索して、目視で重複登録を防ぐ。
②登録時の更新処理で重複チェックを行う。

①について、検索画面で検索してから、登録・異動処理にメニューを経由して戻る場合と、メニューを経由せずに戻る場合がある。画面遷移に
ついては定義しないため、詳細な記述を行わないが、検索画面から登録や異動処理ができることが業務効率上は望ましく、また②の段階で重複
と分かるよりも早いタイミングで重複確認ができることから、実装してもしなくても良い機能として定義した。

0 0 0 10 0 0 0 10

# 1.1.7.

法人区分は、法人税法第２条の分類に基づいて管理できること。（普通法人、協同組合、人格なき社団等、公
共法人及び公益法人等）
また、公共法人、公益法人等は地方税法第296条第1項に掲げられるものとそれ以外に区別できること。
法人課税信託の引受けを行う個人についても区別して管理ができること。

実装すべき 法人税法の分類に基づいて管理することで、予定申告の義務などを含め、管理が容易になるため、実装すべき機能として定義した。
また、非課税となる法人、均等割のみ課税の対象となる法人を管理するため、公共法人及び公益法人等は地方税法第296条第１項に掲げる法人と
それ以外に区別できることとし、法人税割のみ課税となる法人課税信託の引き受けを行う個人についても区分して管理できることとしている。

（通常版）
【②現在の対応状況の集計結果】
5社中3社が未対応の要件
うち2社が、法人区分の分類として法人税法第２条の分類に基づいていない。
うち2社が「法人課税信託の引受けを行う個人についても区別して管理ができること。」に未対応である。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【③2025年までの実装】

△【製品名：E】

②現在の対応状況：「記載されているほど細分化されていない。法人税割のみ課税となる法人課税信託の引き受けを行う個人についても取り扱っていない。」

③2025年までの実装：「項目としては管理しており、項目に設定する中身の変更による影響が大きいと思われるため」

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（限定機能版（仮称））
【②現在の対応状況の集計結果】
5社中2社が下記の要件に未対応
「法人課税信託の引受けを行う個人についても区別して管理ができること。」

検討 （通常版）（限定機能版（仮称））
事業者による実現性評価を踏まえて、本要件は実装してもしなくても良い機能へ緩和したく考えております。
（受託者＝個人ではないケースもあり得るため、引受を行う個人→受託者、に変更しました）

【実装してもしなくても良い機能として分離】
・法人課税信託の受託者についても区別して管理できること。
※通常版、限定機能版（仮称）、共通で緩和。

承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 修正案で問題ありませ
ん

承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 要検討 承諾 法人税法の分類に基づ
いて分類管理できるこ
とは、実装すべき機能
であり、緩和すべきで
ないと考えます。
法人課税信託の受託者
についても、実装すべ
きと考えます。ケース
が少ないとはいえ、法
令に定めがある以上、
システムで正常に管理
すべきデータであり、
イレギュラーな処理を
行うことはヒューマン
エラーを誘発しかね
ず、職員に無用な負担
を強いることとなると
思います。

承諾 承諾 承諾 8 0 1 1 7 0 0 3 （通常版）
I市様コメント
「法人税法の分類に基づいて分類管
理できることは、実装すべき機能で
あり、緩和すべきでないと考えま
す。
法人課税信託の受託者についても、
実装すべきと考えます。ケースが少
ないとはいえ、法令に定めがある以
上、システムで正常に管理すべき
データであり、イレギュラーな処理
を行うことはヒューマンエラーを誘
発しかねず、職員に無用な負担を強
いることとなると思います。」

WT構成員の皆様に、法人課税信託に係る機能が無い場合
の代替運用も含めて確認し、機能分類の妥当性を確認さ
せていただきます。

# 1.1.8. 1

法人区分とは別に、課税区分にて課税の種別を把握できること。
減免区分を登録できること。
課税区分は、「課税／非課税／均等割課税／法人税割課税」とする。

課税区分に「課税免除」を登録できること。
課税免除の法人は、申告書送付対象、未申告管理の対象とならないこ
と。

実装すべき 課税区分の登録業務には、大きく以下のパターンがあるが、そのいずれであっても業務上は対応が可能と判断して、判定方式は限定していな
い。

①1.1.7.の法人区分をもとに非課税などを自動判定
②法人区分とは別に、課税区分を手動で設定

減免は条例規定事項であり、全国的に見るとその対象は公益法人等、清算中の普通法人など様々である。そのため、減免管理を法人区分から判
断することは困難であるため、減免区分を職員による手入力とした。
地方団体によっては、非課税を登録して、登記上のみ本店の管理を行う場合もあり、これらの運用対応を可能としている。

また、条例で課税免除を実施する地方団体があることから、課税免除についても実装してもしなくても良い機能として定義している。課税免除
の法人であっても課税状況調においては納税義務者としてカウントされることから、非課税と分けて管理している。また、何らかの理由により
課税情報を登録する場合がある可能性を考慮して、申告登録時にはアラートに留めることとした。

（通常版）
【②現在の対応状況の集計結果】
5社中2社が未対応の要件
課税区分「法人税割課税」
5社中1社が未対応の要件
「減免区分を登録できること。」
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【③2025年までの実装】
課税区分「法人税割課税」について
○【製品名：C】
現在カスタマイズで管理している自治体がある。標準機能として実装を予定している。
△【製品名：E】
法人税割のみ対象となる判定が現在はなく、計算処理など影響が大きいと思われるため
「減免区分を登録できること。」について
▲【製品名：D】
過去にお客様より要望をいただいたことがあり、今後お客様へのニーズ調査を行うことで検討したいと考えている。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（限定機能版（仮称））
【②現在の対応状況の集計結果】
5社中5社が未対応の要件
法人区分とは別に、課税区分にて課税の種別を把握できること。
課税区分は、「課税／非課税／均等割課税／法人税割課税」とする。
5社中3社が未対応の要件
減免区分を登録できること。
うち1社は、減免区分を法人台帳でなく課税台帳に有しているが、一部減免に対応できていない（法人税割および均等割の全額減免のみに対応している）。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【③2025年までの実装】
全社、2025年までの実装は対応可能と回答。

検討 （通常版）
課税区分「法人税割課税」について
機能要件1.1.7.とも関連して、事業者による実現性評価を踏まえ、実装してもしなくても良い機能へ変更いた
します。

「減免区分を登録できること。」について
5社中1社が未対応ではあるが、2025年までの実装を前向きに検討している状況のため、実装すべき機能といた
します。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（限定機能版（仮称））
課税区分「法人税割課税」について
機能要件1.1.7.とも関連して、事業者による実現性評価を踏まえ、実装してもしなくても良い機能へ変更いた
します。

【実装してもしなくても良い機能として分離】
・法人税割課税に対応できること。
※通常版、限定機能版（仮称）、共通で緩和。

承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 修正案で問題ありませ
ん

承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 要検討 承諾 法人課税信託の受託者
について、正常に管理
できるシステムとすべ
きと考えます。
減免については、事務
局案を承諾します。

承諾 承諾 承諾 9 0 1 0 7 0 0 3 （通常版）
I市様コメント
「法人課税信託の受託者について、
正常に管理できるシステムとすべき
と考えます。
減免については、事務局案を承諾し
ます。」

（1.1.8.に同じ）

# 1.1.8. 2

課税区分に「課税免除」を登録できること。
課税免除の法人は、申告書送付対象、未申告管理の対象とならないこと。

実装してもしなくても
良い

承諾 1 0 0 9 0 0 0 10

# 1.1.9.

税理士情報はマスタ管理を行い、マスタ情報と連動して関与税理士情報が登録できること。
税理士は、名称及び所在地での検索による登録もできること。

実装すべき 税務システム等標準化検討会の議論においては、必ずしも税理士情報をマスタ管理する必要はなく、また、ある税理士情報がマスタ登録されて
いない場合に当該税理士情報を法人住民税システムに登録できないなど柔軟性を欠くとの意見もあったが、現状パッケージシステムの多くがマ
スタ管理をしており、当該機能を利用する団体も多いことを踏まえ、データ移行の円滑化の観点からマスタ管理とした。

（通常版）
【②現在の対応状況の集計結果】
5社中4社が未対応の要件
「税理士情報はマスタ管理を行い、マスタ情報と連動して関与税理士情報が登録できること。」

5社中1社が未対応の要件
所在地（住所）検索機能

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（限定機能版（仮称））
【②現在の対応状況の集計結果】
5社中2社が未対応の要件
「税理士情報はマスタ管理を行い、マスタ情報と連動して関与税理士情報が登録できること。」

5社中1社が未対応の要件
所在地（住所）検索機能
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【③2025年までの実装】
✕【製品名：H】
現状、左記の機能がなくても弊社ユーザーでは問題なく運用いただいており、必須機能とするには過剰かと思われる。
また、改修規模が大きい。

検討 （通常版）（限定機能版（仮称））
多くの事業者は、税理士マスタを持っている、というより、宛名管理システムに税理士情報を保有して、それ
にリンクさせる管理方法とのことでした。いずれの方式も問題ないと考えますので、事業者による実現性評価
を踏まえて、以下の機能要件に改案したく考えております。

【修正案】（通常版、限定機能版（仮称）共通）

旧：「税理士情報はマスタ管理を行い、マスタ情報と連動して関与税理士情報が登録できること。税理士は、
名称及び所在地での検索による登録もできること。」

新：「関与税理士の情報を一意に管理して登録できること。なお、法人住民税システムでマスタ管理する他、
宛名管理システムとして管理した税理士情報を関連付けして表示することでも問題ない。」

承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 左記の機能は当市では
特段利用しないため

承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 8 0 0 2 6 0 0 4

# 1.1.10.

申告書等の送付先として、本店、関与税理士又はその他を選択できること。
本店を選択した場合は法人所在地が、関与税理士を選択した場合は税理士住所が送付先に登録されること。
その他を選択した場合、任意の住所を入力できること。

実装すべき 送付先の多くは本店所在地であり、法人の所在地をそのまま送付先に適用又は複写できることが業務効率上は望ましいとして本機能を定義し
た。
税理士宛に関与法人の書類をまとめて送付する運用を行う地方団体がいることを考慮して、マスタ管理とした上で、送付先に税理士を設定でき
ることとした。
その他、清算中には代表清算人に送付する、事務所名では郵送物が届かないため別で指定する住所に送付するなどの運用対応として、その他区
分を設けて、任意の住所を登録できることとしている。
なお、送付先が適用される外部帳票については、更正決定通知書等は必ず法人の所在地が出力される仕様、いずれの外部帳票も法人基本情報に
登録した送付先が必ず出力される仕様など、現状のパッケージシステムによる実装状況に差があることが確認できたが、税務システム等標準化
検討会では、この実装の差がカスタマイズの要因になるという意見は見られなかったことから、送付先の出力制御に関する詳細な仕様は定義せ
ず、パッケージシステムの実装に委ねることとしている。

0 0 0 10 0 0 0 10

# 1.1.11.

事業年度開始の日時点の法人区分、組織区分、資本金から電子申告義務のある特定法人を識別し、その旨を法
人基本情報の照会画面で確認できること。なお、資本金については事業年度開始の日時点の他、確定申告情報
に基づく「前事業年度の資本金の額」による判定を可能とする。

事業年度開始の日時点の法人区分、組織区分、資本金から電子申告義務
のある特定法人を識別し、その旨を法人基本情報の照会画面で確認でき
ること。なお、資本金については事業年度開始の日時点の他、確定申告
情報に基づく「前事業年度の資本金の額」による判定を可能とする。

実装してもしなくても
良い

特定法人の識別ができれば、問合せ対応のほか、申告書発送時や申告登録時にその旨を確認することが可能になり、電子申告義務化法人に紙を
送付したり、紙で申告を受け付けることなどを防止できる。
ただし、業務上は必須であるとは言えず、関連する機能も同様に実装してもしなくても良い機能としている。

0 0 0 10 0 0 0 10

# 1.1.12.

法人基本情報にメモ機能を有すること。メモが登録されている場合、画面上でその旨を確認できること。
メモは、法人基本情報ごとに複数管理ができ、メモごとに300文字以上の任意文字列の入力、メモタイトル、入
力年月日及び入力者が登録できること。
過去に登録したメモの修正、削除もできること。

実装すべき 管理項目のみでは足りない情報を記録するためにメモ機能を定義している。 0 0 0 10 0 0 0 10

# 1.1.13. 法人基本情報修正

法人基本情報画面は最新情報が初期表示され、異動入力は最新基本情報のみを修正できること。
法人基本情報の情報を履歴（届出年月日・異動年月日・処理年月日を含む）を含めて照会できること。

実装すべき 税務システム等標準化検討会においても、履歴修正の必要性がある一方で、履歴を修正できることにより過去の経緯が不明になってしまうとい
う懸念もあることから、基本的に履歴の修正は行わない前提で仕様書を作成している。

0 0 0 10 0 0 0 10

# 1.1.14.

最新の法人基本情報の訂正処理が行えること。訂正処理では、履歴を作成しないこと。 実装すべき 軽微な入力ミスなどへの対応として、最新の法人基本情報については訂正処理を可能としている。通常の異動処理では履歴が作成されるが、訂
正では、履歴を作成せず、軽微な入力ミスなどで履歴が積みあがらないようにしている。

（通常版）
【②現在の対応状況の集計結果】
5社中2社が未対応の要件
うち1社は削除→登録が必要
うち1社現在は履歴無しでは更新できない。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【③2025年までの実装】
△【製品名：E】
法人基本情報は、宛名管理システムのデータにも基本的に上書きを行うため影響範囲が大きい。

報告 （通常版）
現時点で2社が未対応であるものの、うち1社は2025年までの実装について対応可能と回答しており、一定の実
現性が担保されると考えられることから、本要件は実装すべき要件といたします。

承諾 承諾 1 0 0 9 1 0 0 9

# 1.1.15.

法人基本情報を削除できること。法人基本情報を削除する際に、申告及び課税情報が登録されている場合はエ
ラーメッセージを表示し、削除不可とすること。

実装すべき 法人基本情報が不要である場合、登録誤りなどの対応として法人基本情報の削除機能を定義するが、誤って削除することを防ぐため、現に利用
されている法人基本情報は削除できないこととした。

0 0 0 10 0 0 0 10

# 1.1.16. 連結法人管理

連結法人の連結開始日及び離脱日が管理（設定・保持・修正）できること。また、連結法人の法人基本情報が
法人住民税システムに登録されている場合は、連結法人の法人基本情報の登録及び修正時に、関連する連結親
法人又は連結子法人を検索して、当該法人の法人基本情報を管理（設定・保持・修正）できること。連結法人
の法人基本情報が法人住民税システムに登録されていない場合には、連結法人の法人基本情報の登録及び修正
時に、関連する連結親法人又は連結子法人の法人名、所在地及び連結開始日又は連結加入日を登録できるこ
と。

実装すべき 連結親法人の法人基本情報から連結子法人の法人基本情報へ事業年度などが自動反映できない場合にも検索及び参照を容易にするため、連結親
法人の法人基本情報の登録がある場合には、連結子法人の法人基本情報と紐づけて管理する機能を定義している。
連結法人については、連結親又は子法人が市町村内に必ずしもいるとは限らないため、法人基本情報の登録がない場合にも連結親子法人名や所
在地を独立して管理できる機能が必要との意見があり定義している。
なお、連結開始年月日について、機能要件1.1.1.に定める連結親子区分が「親」の場合は「連結開始」年月日を、連結区分が「子」の場合で日
付が入れば「連結加入」年月日を指す。

（通常版）
【②現在の対応状況の集計結果】
5社中3社が未対応の要件
「連結親法人の法人基本情報の登録がある場合には、連結子法人の法人基本情報と紐づけて管理する機能]
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（限定機能版（仮称））
【②現在の対応状況の集計結果】
5社中3社が未対応の要件
「連結法人の法人基本情報が法人住民税システムに登録されていない場合には、連結法人の法人基本情報の登録及び修正時に、関連する連結親法人又は連結子法人の法
人名、所在地及び連結開始日又は連結加入日を登録できること。」

5社中1社が未対応の要件
「連結法人の連結開始日及び離脱日が管理（設定・保持・修正）できること。」
「また、連結法人の法人基本情報が法人住民税システムに登録されている場合は、連結法人の法人基本情報の登録及び修正時に、関連する連結親法人又は連結子法人を
検索して、当該法人の法人基本情報を管理（設定・保持・修正）できること。」

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【③2025年までの実装】
△【製品名：H】
連結親法人を検索し、親法人の基本情報から子法人の情報を確認するやり方でも問題なく運用が可能と考えます。
また親法人に紐づく子法人は複数あることが想定されるため、システムで管理するとなると改修規模が大きくなってしまう懸念がある。

検討 （通常版）（限定機能版（仮称））
本機能要件は、下記の機能を定義する意図で作成しております。

【機能の意図】
・法人基本情報に、「連結法人」として登録される場合、

【①子→親へ関連付け】
連結子法人の法人基本情報の修正画面から関連法人を検索する機能を有し、該当法人を親法人として登録でき
る機能。
該当法人がシステムに登録されていない場合には、連結親法人の法人名、所在地及び連結開始日又は連結加入
日を直接入力できる機能。

【②親→子へ関連付け】
連結親法人の法人基本情報の修正画面から関連法人を検索する機能を有し、該当法人を子法人として登録でき
る機能。
該当法人がシステムに登録されていない場合には、連結子法人の法人名、所在地及び連結開始日又は連結加入
日を直接入力できる機能。

事業者による実現性評価を踏まえて、上記の機能を分解して、以下のように定義を分けて、要件を明確化いた
します。

【修正方針】（通常版、限定機能版（仮称）、共通で修正）
①が実装すべき機能
②が実装してもしなくても良い機能

※「連結子法人」等は「通算子法人」と併記する予定です

承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 修正案で問題ありませ
ん

承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 9 0 0 1 7 0 0 3

# 1.1.17. 1 合併法人管理

合併情報の登録の際、合併法人の法人基本情報が法人住民税システムに登録されている場合には、被合併法人
の法人基本情報に合併法人の法人基本情報を紐づけて表示できること。
被合併法人は、合併日以降に開始する事業年度は申告登録できず、2.1.1から2.1.4までに定める申告書及び納
付書の作成及び2.1.21.に定めるプレ申告データ作成（eLTAX連携）の対象とならず、申告登録もできないこ
と。

合併法人の法人基本情報でも被合併法人の情報が照会できること。 実装すべき 合併により消滅する被合併法人について、合併法人が法人基本情報に登録されている場合には紐づけ管理を行うこととしている。予定申告書発
送時の引抜き作業など、業務運用上での様々な用途を想定して当該機能を定義した。
被合併法人は、合併日以降に開始する事業年度が存在しないため、申告登録を不可とし、申告書等の発送対象にもならないこととしている。

0 0 0 10 0 0 0 10

# 1.1.17. 2

合併法人の法人基本情報でも被合併法人の情報が照会できること。 実装してもしなくても
良い

- 0 0 0 10 0 0 0 10

# 1.1.18.

合併法人の法人基本情報に、被合併法人の支店登録内容を引き継いで、合併法人の事業所として一括登録する
機能を有すること。

合併法人の法人基本情報に、被合併法人の支店登録内容を引き継いで、
合併法人の事業所として一括登録する機能を有すること。

実装してもしなくても
良い

- 0 0 0 10 0 0 0 10

# 1.1.19. 1 事業年度異動

法人基本情報の異動登録に際して、以下の異動区分、組織区分、連結親子区分及び各種年月日の情報をもと
に、法人税法第14条の規定に基づくみなし事業年度が課税台帳に自動で反映されること。法人住民税システム
上計算されたみなし事業年度の修正登録もできること。また、みなし事業年度が自動で反映されない異動区分
でも、みなし事業年度を手入力で登録できること。

■株式会社等の解散（連結子法人を除く）
当該組織区分、連結親子区分の法人が、異動区分「解散」で、「解散年月日」を登録した場合
・事業年度開始の日～解散年月日までで事業年度を自動計算
・清算事業年度については、解散年月日の翌日～解散年月日の応当日（1年間）自動計算

■合併解散
異動区分「合併解散」で、「合併年月日」を登録した場合
・事業年度開始の日～合併年月日の前日で自動計算

■株式会社等以外の解散（連結子法人を除く）、株式会社等の破産
当該組織区分、連結親子区分の法人が異動区分「解散」で、「解散年月日」を登録した場合又は当該組織区分
の法人が異動区分「破産」で、「解散年月日（破産手続開始決定の日）」を登録した場合
・事業年度開始の日～解散年月日（又は破産手続開始決定の日）までで事業年度を自動計算
・清算事業年度については、解散年月日の翌日～その事業年度終了の日まで（定款上の事業年度末日）で自動
計算

実装すべき機能とされたもの以外の異動処理に係る法人税法第14条の規
定に基づくみなし事業年度が課税台帳に自動で反映されること。手入力
による事業年度の修正もできること。

実装すべき 法人税法第14条の規定に基づくみなし事業年度について、標準仕様書では、法人基本情報の情報を正として事業年度を確定すべきとの考え方に
基づき、比較的多く発生する異動処理を実装すべき機能としている。
一方で、全てのパターンを網羅することはシステムを複雑にすることから、その他の異動処理は実装してもしなくても良い機能とした。
例として、清算法人の事業継続、公益法人等又は人格のない社団等の収益事業開始、公益法人等が普通法人又は協同組合等になった場合又はそ
の逆、連結納税加入又は離脱、その他の異動処理等があるが、本機能は業務効率化に大きく寄与することから、実装してもしなくても良い機能
とすることで実装を妨げず、各社の創意工夫に委ねている。

（通常版）
【②現在の対応状況の集計結果】
5社中3社が未対応の要件
「法人基本情報の異動登録に際して、以下の異動区分、組織区分、連結親子区分及び各種年月日の情報をもとに、法人税法第14条の規定に基づくみなし事業年度が課税
台帳に自動で反映されること」

5社中1社が未対応の要件
異動区分「合併解散」「破産」
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【③2025年までの実装】

△【製品名：E】
合併解散日や、異動区分の破産など前提となる項目に修正が必要なため

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（限定機能版（仮称））
【②現在の対応状況の集計結果】
5社中3社が未対応の要件
「法人基本情報の異動登録に際して、以下の異動区分、組織区分、連結親子区分及び各種年月日の情報をもとに、法人税法第14条の規定に基づくみなし事業年度が課税
台帳に自動で反映されること。」

5社中1社が未対応の要件
「■株式会社等の解散（連結子法人を除く）
当該組織区分、連結親子区分の法人が、異動区分「解散」で、「解散年月日」を登録した場合（以下、略）
■合併解散
異動区分「合併解散」で、「合併年月日」を登録した場合（以下、略）
■株式会社等以外の解散（連結子法人を除く）、株式会社等の破産
当該組織区分、連結親子区分の法人が異動区分「解散」で、「解散年月日」を登録した場合又は当該組織区分の法人が異動区分「破産」で、「解散年月日（破産手続開
始決定の日）」を登録した場合（以下、略）

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【③2025年までの実装】△【製品名：H】
みなし事業年度の反映について、要望をいただいたことがない。
また、APPLICのやり取りにおいても対応が難しいと回答したベンダーが多数あったため、過剰と考えます。

検討 事業者による実現性評価を踏まえて、以下の機能要件に改案したく考えております。（機能要件を分離して、
それぞれ整理）

①異動入力に合わせて、事業年度を手動で設定できること。
　通常版：実装すべき（現行のまま）
　限定機能版（仮称）：実装すべき（現行のまま）

②以下の異動区分、組織区分、連結子区分及び各種年月日の情報をもとに、法人税法第14条の規定に基づくみ
なし事業年度が課税台帳に自動で反映されること。」
　通常版：実装すべき（現行のまま）
　限定機能版（仮称）：実装してもしなくても良い（緩和）

承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 当市の件数であれば、
みなし事業年度を手入
力で登録できれば問題
ないため

承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 7 0 0 3 5 0 0 5

# 1.1.19. 2

実装すべき機能とされたもの以外の異動処理に係る法人税法第14条の規定に基づくみなし事業年度が課税台帳
に自動で反映されること。手入力による事業年度の修正もできること。

実装してもしなくても
良い

一方で、全てのパターンを網羅することはシステムを複雑にすることから、その他の異動処理は実装してもしなくても良い機能とした。
例として、清算法人の事業継続、公益法人等又は人格のない社団等の収益事業開始、公益法人等が普通法人又は協同組合等になった場合又はそ
の逆、連結納税加入又は離脱、その他の異動処理等があるが、本機能は業務効率化に大きく寄与することから、実装してもしなくても良い機能
とすることで実装を妨げず、各社の創意工夫に委ねている。

0 0 0 10 0 0 0 10

# 1.1.20. eLTAX連携

eLTAXから電子申請・届出データを取り込み、法人基本情報及び宛名管理システムの異動及び更新ができるこ
と。

eLTAXから電子申請・届出データを取り込み、法人基本情報及び宛名管
理システムの異動及び更新ができること。

実装してもしなくても
良い

eLTAX電子申請・届出データの取り込みによる異及び更新機
能。

eLTAX電子申請・届出データの取込みについては、現状のパッケージシステムにおける実装例が少数であることや、宛名管理システムと連携する
場合には、更新項目によっては技術的ハードルが高いことを確認しており、実務における処理件数等も鑑み、実装してもしなくても良い機能と
して定義している。

0 0 0 10 0 0 0 10

# 1.1.21. 1 除却処理

法人基本情報の除却処理ができること。除却された法人については法人基本情報及び課税情報の照会のみ可能
とし、当該事業年度以降の申告書の発送及び課税の対象とならないこと。除却状態を解除する、復活処理もで
きること。
除却法人一覧が出力できること。

除却年月日については、未来日での登録ができ、当該登録日が到来した
法人を一括で除却できること。

実装すべき 法人の除却とは、法人基本情報及び課税情報の照会のみを可
能とし、法人基本情報の異動で「復活」処理をしなければ修
正等ができない状態とする。

地方団体では、事務処理の便宜上の理由から、所在不明法人等を「除却」する処理を行っている。これに該当する場合は、各種台帳情報の照会
のみを可能とし、課税対象から外すことにより業務の効率化を図っている。ただし、調査等で法人の所在が明らかになった場合には、除却の解
除（復活）を行うため、これらの運用に関して要件化を行う。
なお、地方団体の取扱いとして、除却を未来の日付で登録し、当該登録日の到来とともに除却する運用が存在することから、当該機能を実装し
てもしなくても良い機能として定義することとした。ただし、必ずしも当該登録日の到来とともにイベント管理して、職員が特に処理を行わな
い「自動」での除却までを求めるものではなく、自動で行うことでも、当該登録年月日（予定）が到来しておりかつ除却状態となっていない法
人を抽出して一括で処理できる画面を用意することでも差し支えない。

0 0 0 10 0 0 0 10

# 1.1.21. 2

除却年月日については、未来日での登録ができ、当該登録日が到来した法人を一括で除却できること。 実装してもしなくても
良い

0 0 0 10 0 0 0 10

2. 申告書受付

2.1. 申告案内・納付書作成

# 2.1.1. 1
申告書、納付書作成
（一括処理）

指定した決算年月の法人を対象に、申告書を一括で作成できること。

＜一括出力対象＞
・予定申告書（第20号の３様式）
・確定申告書（第20号様式）
・均等割申告書（第22号の３様式）

中間申告書（第20号様式）を一括作成の対象に含められること。
清算予納申告書（第21号様式）を一括作成の対象に含められること。

実装すべき 紙の申告書を効率的に発送するため、一括作成の機能を定義している。
また、地方税法上は予定申告を義務としており、中間申告は法人の意思によるところ、中間申告書を送付していない地方団体も多いため、中間
申告書の印刷機能は実装してもしなくても良い機能として定義している。
また、清算予納申告書についても、平成22年9月30日以前に解散した法人に限られ、現在は申告数が多くないことから実装してもしなくても良い
機能としている。
なお、申告期限で作成対象を抽出するシステムも存在していたが、特例延長法人について同じ決算年月の法人と送付時期が変わってしまうこと
から、決算年月で揃えることが望ましいとして定義している。

報告 （通常版）（限定機能版（仮称））
（Github No.182）
ベンダーより以下意見を受領しております。

『対象の抽出判定は決算期で行うが、出力条件としては作成年月日を指定できた方が市町村担当者が決算月を
逆算する手間が省けるため、
決算月のほか作成年月日での作成も許容していただけないでしょうか。』

上記を踏まえて、以下の記載を追加させていただきます。
「決算年月と関連付けされた作成年月日を保持する場合は、決算月の替わりに当該項目により指定
することを許容する。」

承諾 承諾 1 0 0 9 1 0 0 9

# 2.1.1. 2

中間申告書（第20号様式）を一括作成の対象に含められること。
清算予納申告書（第21号様式）を一括作成の対象に含められること。

実装してもしなくても
良い

地方税法上は予定申告を義務としており、中間申告は法人の意思によるところ、中間申告書を送付していない地方団体も多いため、中間申告書
の印刷機能は実装してもしなくても良い機能として定義している。
また、清算予納申告書についても、平成22年9月30日以前に解散した法人に限られ、現在は申告数が多くないことから実装してもしなくても良い
機能としている。

0 0 0 10 0 0 0 10

# 2.1.2. 1

指定した決算期の申告書に対応する納付書（第22号の４様式）を一括で作成できること。
確定申告について、申告期限の延長が登録されている法人には、申告書用と見込納付用の2部を同時に出力でき
ること。

＜一括出力対象＞
・予定申告書用
・確定申告書用
・見込納付用
・均等割申告書用

中間申告書用の納付書を一括作成の対象に含められること。
清算予納申告書用の納付書を一括作成の対象に含められること。

実装すべき 申告書の一括作成に合わせた納付書を一括作成する機能を定義している。
なお、特例延長法人については、通例として見込納付を行う法人が多いことから、納付書の発送を要する場合に納付書を２部（見込納付分及び
確定申告分）出力して送付する地方団体が多数である。
これについて、全国意見照会では２部出力を必須とせず、地方団体の運用に合わせられることが望ましいとの意見があったことから、税務シス
テム等標準化検討会などでその運用方法を確認したところ、現状のパッケージシステムでは以下のような実装状況であることが確認できた。こ
れらは、そのいずれであっても運用上の支障はないと考えられること、また、共通納税の普及により、相対的に納付書の発送事務が減少してい
くことが見込まれることから、いずれの仕様を実装することも可能であることとしている。

＜特例延長法人の納付書出力仕様のパターン＞
①同一法人に、２部連続して出力（出力部数の選択不可）
②同一法人に、２部連続して出力すること又は１部のみを出力することのいずれかを選択可能
③納付書一体型申告書及び見込納付分の納付書を出力

報告 （通常版）（限定機能版（仮称））
（Github No.182）
ベンダーより以下意見を受領しております。

『対象の抽出判定は決算期で行うが、出力条件としては作成年月日を指定できた方が市町村担当者が決算月を
逆算する手間が省けるため、
決算月のほか作成年月日での作成も許容していただけないでしょうか。』

上記を踏まえて、以下の記載を追加させていただきます。
「決算期と関連付けされた作成年月日を保持する場合は、決算月の替わりに当該項目により指定す
ることを許容する。」

承諾 承諾 1 0 0 9 1 0 0 9

# 2.1.2. 2
中間申告書用の納付書を一括作成の対象に含められること。
清算予納申告書用の納付書を一括作成の対象に含められること。

実装してもしなくても
良い

0 0 0 10 0 0 0 10

# 2.1.3. 1

指定した決算年月の法人を対象に、申告区分別に以下の条件で出力順を制御できること。
申告書と納付書は、同一の順序で印刷できること。

＜選択可能な出力順＞
・法人管理番号順
・単独／分割法人順（延長の場合は延長有無を組み合わせる）に法人管理番号順
・区内特別郵便の出力対応（郵便番号での出力）

社会福祉法人、更生保護法人及び学校法人を選択して一括作成ができる
こと。
税理士別での出力対応ができること。

実装すべき 地方税法施行令第７条の４ただし書の適用により、収益事業を行っている場合でも非課税となる社会福祉法人、更生保護法人、学校法人につい
て、同封物を変更する団体もあることから、実装してもしなくても良い機能として定義した。
また、税理士ごとの関与法人について、関与税理士にまとめて申告書等を送付する団体が一部いることから税理士別での出力を実装してもしな
くても良い機能とした。

報告 （通常版）（限定機能版（仮称））
（Github No.182）
ベンダーより以下意見を受領しております。

『対象の抽出判定は決算期で行うが、出力条件としては作成年月日を指定できた方が市町村担当者が決算月を
逆算する手間が省けるため、
決算月のほか作成年月日での作成も許容していただけないでしょうか。』

上記を踏まえて、以下の記載を追加させていただきます。
「決算年月と関連付けされた作成年月日を保持する場合は、決算月の替わりに当該項目により指定
することを許容する。」

承諾 承諾 1 0 0 9 1 0 0 9

# 2.1.3. 2

社会福祉法人、更生保護法人及び学校法人を選択して一括作成ができること。
税理士別での出力対応ができること。

実装してもしなくても
良い

税理士ごとの関与法人について、関与税理士にまとめて申告書等を送付する団体が一部いることから税理士別での出力を実装してもしなくても
良い機能とした。

0 0 0 10 0 0 0 10

# 2.1.4.

法人基本情報をもとに、法321条の８第19項の規定により申告納付を行う法人については、均等割申告書（第22
号の3様式）が出力されること。

実装すべき 均等割のみ課税となる法人には、法人基本情報をもとに均等割申告書を作成する機能を定義している。作成対象は、法人区分や課税区分をもと
に判断する。

0 0 0 10 0 0 0 10

# 2.1.5.
送付対象管理（一括処
理）

法人基本情報で、申告書送付区分が「不要」と登録されている法人は、申告書一括作成の対象外となること。
法人基本情報で、納付書送付区分が「不要」と登録されている法人は、納付書一括作成の対象外となること。

実装すべき 法人基本情報に登録する申告書及び納付書の送付区分のうち「不要」を設定した場合は、申告書等の一括作成の対象から外れることで、不必要
な紙を送付しないことが可能。

0 0 0 10 0 0 0 10

# 2.1.6.

予定申告書の一括作成（プレ申告データを含む）は、以下に該当する法人を自動的に対象とできること。対象
は普通法人のみとする。

・前事業年度の法人税法の規定によって計算した法人税額（使途秘匿金の支出がある場合の法人税額の加算
額、土地譲渡税額等及び特別控除取戻税額を除く。） ÷ 前事業年度の月数（端数切上） ×6 > 10万

実装すべき 予定申告書の作成対象（紙・電子）を定めたものであり、これがシステム上は「予定申告の義務のある法人」とみなしている。
なお、法人税別表１「差引所得に対する法人税額」など、地方税法上の予定申告義務を正確に把握するための法人税額又は連結法人税個別帰属
支払額は都道府県税通知などから把握するものであり、予定申告書の発送時期に間に合わない可能性があることから、第20号様式から判定でき
る中でもっとも近しい法人税額を使用することとした。

0 0 0 10 0 0 0 10

# 2.1.7. 1

翌期中間申告の要否が「要」となっている法人は、前年度の法人税額が2.1.6.に定める金額以下の場合でも予
定申告書・納付書の一括作成（プレ申告データを含む）の対象とできること。

＜予定申告書の出力判断＞
（１）2.1.6.に定める法人税額を超え、翌期中間申告の要否が「要」の場合、出力対象とする
（２）2.1.6.に定める法人税額以下で、翌期中間申告の要否が「要」の場合、出力対象とする
（３）2.1.6.に定める法人税額を超え、翌期中間申告の要否が「否」の場合、出力対象外とする
（４）2.1.6.に定める法人税額以下で、翌期中間申告の要否が「否」の場合、出力対象外とする

　翌期中間申告の要否が指定なしの場合、2.1.6.に定める法人税額を上回るか否かで出力対象を判断するこ
と。なお、この法人税額に基づく予定申告書の出力対象とする判断は、予定申告書の一括作成時に行う仕様の
ほか、確定申告の登録時に行う仕様も許容される。

翌期中間申告の要否が「要」となっている法人で、法人基本情報の予
定・中間区分が「中間」となっている法人は、前年度の法人税額が
2.1.6.に定める金額以下の場合でも中間申告書・納付書の一括作成の対
象とできること。

実装すべき 翌期中間申告の要否について、法人基本情報又は確定申告等の登録画面から登録することで、予定申告書の発送対象に個別に指定することを可
能とした。
また、法人基本情報だけでなく、確定申告入力の流れで登録できることで画面操作を減らし、業務効率化を可能としている。

（限定機能版（仮称））
【②現在の対応状況の集計結果】
5社中1社が未対応の要件
「＜予定申告書の出力判断＞
（２）2.1.6.に定める法人税額以下で、翌期中間申告の要否が「要」の場合、出力対象とする」

5社中1社が未対応の要件
「翌期中間申告の要否が指定なしの場合、2.1.6.に定める法人税額を上回るか否かで出力対象を判断すること。」

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【③2025年までの実装】
△【製品名：H】
「確定申告の登録時に行う仕様も許容される。」の記載について、申告登録時に金額を上回るかどうかを判定すると、画面上では「要」もしくは「否」で登録されるこ
とになる（指定なしの区分がそもそも不要となる）が、どういう仕様を想定し記載されているのか解釈に迷う。
確定申告の登録時に金額判定を行う仕様の場合、申告書登録時に金額を見て、要もしくは否のどちらかを予め入力する運用になるため、「指定なし」は不要（過剰）で
ある。

検討 （限定機能版（仮称））
事業者による実現性評価を踏まえ、以下の機能要件に改案したく考えております。

【修正案】

旧：「翌期中間申告の要否が指定なしの場合、2.1.6.に定める法人税額を上回るか否かで出力対象を判断する
こと。
なお、この法人税額に基づく予定申告書の出力対象とする判断は、予定申告書の一括作成時に行う仕様のほ
か、確定申告の登録時に行う仕様も許容される。」

新：「翌期中間申告の要否が指定なし（又は空欄で）登録されている場合、2.1.6.に定める法人税額を上回る
か否かで出力対象を判断すること。
　なお、この法人税額に基づく予定申告書の出力対象とする判断は、予定申告書の一括作成時に行う仕様のほ
か、確定申告又は事業年度開始日から６月経過日の前日までの間に提出のあった修正申告の登録時に行う仕様
も許容される。その場合は、「指定なし」の状況が発生しない仕様で問題ない。」

承諾 承諾 承諾 限定機能版のみの
修正という認識で
よろしいでしょう
か。

承諾 承諾 修正案で問題ありませ
ん

承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 7 0 0 3 7 0 0 3

# 2.1.7. 2

翌期中間申告の要否が「要」となっている法人で、法人基本情報の予定・中間区分が「中間」となっている法
人は、前年度の法人税額が2.1.6.に定める金額以下の場合でも中間申告書・納付書の一括作成の対象とできる
こと。

実装してもしなくても
良い

0 0 0 10 0 0 0 10

# 2.1.8.

法人基本情報に、翌期中間申告の要否が「要」となっている場合でも、前事業年度の確定申告書が未申告の場
合には、予定申告書又は中間申告書（プレ申告データを含む）の一括作成の対象外とできること。

法人基本情報に、翌期中間申告の要否が「要」となっている場合でも、
前事業年度の確定申告書が未申告の場合には、予定申告書又は中間申告
書（プレ申告データを含む）の一括作成の対象外とできること。

実装してもしなくても
良い

標準仕様書では、翌期中間申告の要否が申告情報として登録された場合、法人基本情報に反映される仕様としている。したがって、法人基本情
報における翌期中間申告の要否は、法人基本情報を直接修正するほか、最新の確定申告書の情報に基づき更新されていくため、仮に最新の確定
申告書が未提出の場合には、それまでに登録されていた翌期中間申告の要否の情報が残ることが想定される。
そのような場合には、前事業年度の確定申告書が未提出の法人に対して、それ以前の確定申告書等の情報に基づき予定申告書の発送がなされて
しまうことから、これを防止するため、本機能を定義している。
ただし、その対象法人が限られること、また未申告法人一覧等を活用して個別に法人基本情報を修正する運用も考えられることから、実装して
もしなくても良い機能として定義している。

0 0 0 10 0 0 0 10

# 2.1.9.

法人基本情報の予定・中間区分で、「中間」と登録されている法人は、予定申告書・納付書一括作成の対象外
となること。
また、リスト等で発送月別に抽出できること。

法人基本情報の予定・中間区分で、「中間」と登録されている法人は、
予定申告書・納付書一括作成の対象外となること。
また、リスト等で発送月別に抽出できること。

実装してもしなくても
良い

仮決算による中間申告書の提出は、法人の意思によることから、一括作成・個別発行ともに実装してもしなくても良い機能としている。
法人より中間申告書の送付を求められている場合には、法人基本情報の予定･中間区分で中間申告を選択することで、予定申告書の送付ではなく
中間申告書を送付する（排他関係）。

0 0 0 10 0 0 0 10

# 2.1.10. 1

申告書・納付書の一括作成時に、以下の法人を作成対象外とするかを一括設定できること。

・eLTAX利用法人（申告書は作成対象外。納付書は一括作成の対象としない／指定なしを選択可能）
・事務所等なしの法人（事務所等が無い状態となった翌事業年度以降の申告書・納付書は対象外とできるこ
と。）

申告書・納付書の一括作成時に、以下の法人は作成対象外とするかを一
括設定できること。

・電子申告義務のある特定法人（申告書は作成対象外。納付書は一括作
成の対象としない／指定なしを選択可能）

実装すべき 申告書の送付は各地方団体で行政サービスの一環として行われているものであり、法人基本情報には個別の設定機能を定義しているところであ
るが、地方団体及び納税者双方の業務効率化、ペーパーレス化の観点から、eLTAX利用法人には申告書・納付書の送付をしないといった運用を
行っている地方団体も多いことから、各地方団体の方針に合わせた一律の設定を可能としている。
また、「事務所等なし」の状態となる法人についても、一律に申告書等の作成対象外とできるようにしている。
電子申告義務のある特定法人については、そのほとんどが既に電子申告を利用しているという場合が多く、申告書作成時に当該法人の特定を行
う必要は必ずしもないが、資本金異動により新たに特定法人となった法人等は、納付書発送時点で電子申告の利用を開始していない場合も考え
られることから、eLTAX利用法人とは区分して作成する機能を実装してもしなくても良い機能として定義している。

（通常版）
【②現在の対応状況の集計結果】
5社中4社が未対応の要件
うち1社は、一括設定が未対応
うち2社は、eLTAX利用法人を抽出対象外とする機能が未対応
うち2社は、事務所等なしの法人を単位とした機能が未対応。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【③2025年までの実装】

△【製品名：E】
事業所等無しの法人の管理方法から作成する必要があるため

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（限定機能版（仮称））
【②現在の対応状況の集計結果】
5社中3社が未対応の要件
うち1社は、事務所等なしの法人を単位とした機能が未対応。
その他、「要件に一通り対応しているが、一部の機能に未対応。」と回答あり。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【③2025年までの実装】
△【製品名：H】
個別に申告書・納付書の要不要を設定できれば（2.1.5の要件.）、特定の法人に対して一括で作成対象外とする機能は不要と考えます。

報告 （通常版）
例えば、令和4年4月発送分以降はeLTAX利用法人には申告書を送付しないとなった場合、申告書作成画面に
て、「eLTAX法人以外」などを選択してバッチ作成が可能であれば現在の仕様と同等の運用が可能のため、記
載を検討したいと考えております。

但し、未対応の全4社について、2025年までの実装に向けて前向きなご回答を頂けており、一定の実現性が担
保されると考えられることから、本要件は実装すべき要件としたく思います。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（限定機能版（仮称））
2025年までの実装について、機能の必要性に対する意見は確認できておりますが、実現性を評価する観点から
は未対応の事業者からも対応可能とのご回答を頂戴できており、十分に担保できていると承りました。
したがって、本要件は実装すべき要件としたく思います。

承諾 承諾 1 0 0 9 1 0 0 9

# 2.1.10. 2

申告書・納付書の一括作成時に、以下の法人は作成対象外とするかを一括設定できること。

・電子申告義務のある特定法人（申告書は作成対象外。納付書は一括作成の対象としない／指定なしを選択可
能）

実装してもしなくても
良い

電子申告義務のある特定法人については、そのほとんどが既に電子申告を利用しているという場合が多く、申告書作成時に当該法人の特定を行
う必要は必ずしもないが、資本金異動により新たに特定法人となった法人等は、納付書発送時点で電子申告の利用を開始していない場合も考え
られることから、eLTAX利用法人とは区分して作成する機能を実装してもしなくても良い機能として定義している。

（通常版）
△【製品名：E】
事業所等無しの法人の管理方法から作成する必要があるため

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（限定機能版（仮称））
△【製品名：H】
個別に申告書・納付書の要不要を設定できれば（2.1.5の要件.）、特定の法人に対して一括で作成対象外とする機能は不要と考えます。

報告 （通常版）（限定機能版（仮称））
12/3、APPLIC宛てに回答した1.0版への疑義事項及びその他意見No.13にて確認中。

『地方団体における行政サービスの変更として、例えば令和4年4月発送分以降はeLTAX利用法人には申告書を
送付しないとなった場合、貴社システムだと個々に法人基本情報を修正する必要があるでしょうか。あるいは
申告書作成画面にて、「eLTAX法人以外」などを選択してバッチ作成が可能でしょうか。

データ移行というよりも上記の後者の運用を想定した機能です。もし後者であれば現在の仕様と同等の運用が
可能ですので、記載を検討したいと考えます。』

しかしながら、現行案でも既に実装してもしなくても良い機能としておりますので記載内容については変更な
しといたします。

承諾 承諾 1 0 0 9 1 0 0 9

# 2.1.11. 1
申告書同封資料作成
（一括処理）

決算期を指定して、法人基本情報に登録されている送付先宛名（窓空き封筒対応）を出力した申告書送付案内
（法人送付）を一括出力できること。
法人基本情報で、申告書・納付書ともに送付不要の法人については、申告書送付案内が作成されないこと。
個別での出力もできること。

＜対象申告書＞
・予定申告書
・確定申告書
・均等割申告書

申告書送付案内に自由記述欄を設け、職員が任意に記述内容を保守できる機能を有すること。

税理士宛の申告書送付案内（税理士送付）を一括出力できること。

中間申告書を対象とできること。
清算予納申告書を対象とできること。

納付書一体型申告書を送付する団体において、申告書送付案内を作成し
ない運用が可能なこと。

実装すべき 決算年月を指定して申告書・納付書を作成する際、窓空き封筒に対応した送付状を作成して送付する運用への対応機能を定義している。
また、再送や引抜後の個別発送への対応として、法人や事業年度に対応する案内文書を個別出力できる機能も定義している。
なお、納付書一体型申告書では、送付先が用紙に出力されることから、申告案内文書を使用しない運用を行う場合があるため、申告書送付案内
を作成しない運用が可能なように機能を定義している。納付書一体型申告書の作成機能は実装してもしなくても良い機能であることから、本機
能においても同様に実装してもしなくても良い機能として定義している。

報告 （通常版）（限定機能版（仮称））
（Github No.182）
ベンダーより以下意見を受領しております。

『対象の抽出判定は決算期で行うが、出力条件としては作成年月日を指定できた方が市町村担当者が決算月を
逆算する手間が省けるため、
決算月のほか作成年月日での作成も許容していただけないでしょうか。』

上記を踏まえて、以下の記載を追加させていただきます。
「決算期と関連付けされた作成年月日を保持する場合は、決算月の替わりに当該項目により指定す
ることを許容する。」

承諾 承諾 1 0 0 9 1 0 0 9

# 2.1.11. 2

税理士宛の申告書送付案内（税理士送付）を一括出力できること。

中間申告書を対象とできること。
清算予納申告書を対象とできること。

納付書一体型申告書を送付する団体において、申告書送付案内を作成しない運用が可能なこと。

実装してもしなくても
良い

納付書一体型申告書では、送付先が用紙に出力されることから、申告案内文書を使用しない運用を行う場合があるため、申告書送付案内を作成
しない運用が可能なように機能を定義している。納付書一体型申告書の作成機能は実装してもしなくても良い機能であることから、本機能にお
いても同様に実装してもしなくても良い機能として定義している。

0 0 0 10 0 0 0 10

# 2.1.12. 1 申告書・納付書送付対
象法人抽出

指定した決算期で申告義務のある法人を抽出し、申告書作成法人一覧を作成できること。
申告書作成法人一覧は、予定申告、確定申告、均等割申告を対象とし、申告区分別に一覧化できること。

申告書作成法人一覧で、以下の申告義務のある対象法人を確認できるこ
と。

・中間申告書（予定申告の義務があるとシステム上判断されており、法
人基本情報で「予定・中間区分」が中間の法人）
・清算予納申告書

実装すべき 申告書・納付書の送付要否に関わらず、申告義務のある法人を抽出する。
なお、予定申告書と中間申告書は排他の関係にあることから、どちらを送付するか確認できることが望ましいが、標準仕様書では中間申告書の
作成機能を実装してもしなくても良いとしていることから、本機能においてもその考え方を踏襲する。

0 0 0 10 0 0 0 10

# 2.1.12. 2

申告書作成法人一覧で、以下の申告義務のある対象法人を確認できること。

・中間申告書（予定申告の義務があるとシステム上判断されており、法人基本情報で「予定・中間区分」が中
間の法人）
・清算予納申告書

実装してもしなくても
良い

予定申告書と中間申告書は排他の関係にあることから、どちらを送付するか確認できることが望ましいが、標準仕様書では中間申告書の作成機
能を実装してもしなくても良いとしていることから、本機能においてもその考え方を踏襲する。

0 0 0 10 0 0 0 10

# 2.1.13. 1
申告書・納付書発送情
報管理

申告書、納付書及び申告書送付案内の発送履歴（発送年月日及び発送有無）が法人ごとかつ事業年度ごとに管
理できること。

発送状況は帳票出力年月日（又は任意の日付）で自動設定され、発送年
月日及び発送有無の修正登録もできること。

実装すべき 法人からの問合せに迅速に対応するため、全国意見照会でも要望が多かった申告書等の発送履歴管理を必須機能として定義している。
また、運用の効率性などに鑑み、発送情報の自動設定機能を実装してもしなくても良い機能として定義した。なお、各地方団体の運用上で一括
作成後に引抜処理を行うなどしていることや、出力から発送までのタイムラグかあり、出力履歴と発送状況とが厳密には異なるため、発送日の
任意設定機能及び発送履歴の修正機能も実装してもしなくても良い機能としている。

（通常版）
【②現在の対応状況の集計結果】
5社中3社が未対応の要件
申告書及び申告送付案内の発送履歴を管理する機能
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（限定機能版（仮称））
【②現在の対応状況の集計結果】
5社中3社が未対応の要件
申告書及び申告送付案内の発送履歴を管理する機能

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【③2025年までの実装】
✕【製品名：H】
発送履歴を管理したいという要望を受けたことなく、現状問題なく運用いただいていること、また改修規模が大きいため。

報告 （通常版）
未対応の全3社について、2025年までの実装は対応可能との回答を頂けているため、本要件は実装すべき要件
といたします。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（限定機能版（仮称））
申告書の発送時には申告書発送法人一覧を出力でき、それで履歴が確認できること、大規模団体ほど件数が多
くないことから運用上の代替は可能と想定。一方で、実装のコスト（改修規模）への懸念も出ていることか
ら、費用対効果を鑑みて「実装してもしなくても良い機能」に緩和します。

【修正案】
通常版：実装すべき機能（変更なし）
限定機能版（仮称）：実装してもしなくても良い機能（変更あり）

報告 （通常版）（限定機能版（仮称））
（Github No.184）
ベンダーより以下意見を受領しております。

『発送年月日は帳票出力年月日と同じ日付と考えてよろしいでしょうか。
もしくは、発送年月日は市町村担当者様が実際に発送した日を指すものでしょうか。』

上記を踏まえて、以下の記載を追加させていただきます。

「発送状況は帳票出力年月日（又は任意の日付）で設定する。」

承諾 承諾 1 0 0 9 1 0 0 9

# 2.1.13. 2

発送状況は帳票出力年月日（又は任意の日付）で自動設定され、発送年月日及び発送有無の修正登録もできる
こと。

実装してもしなくても
良い

運用の効率性などに鑑み、発送情報の自動設定機能を実装してもしなくても良い機能として定義した。なお、各地方団体の運用上で一括作成後
に引抜処理を行うなどしていることや、出力から発送までのタイムラグかあり、出力履歴と発送状況とが厳密には異なるため、発送日の任意設
定機能及び発送履歴の修正機能も実装してもしなくても良い機能としている。

（限定機能版（仮称））
✕【製品名：H】
発送履歴を管理したいという要望を受けたことなく、現状問題なく運用いただいていること、また改修規模が大きいため。

報告 （限定機能版（仮称））
12/3、APPLIC宛てに回答した1.0版への疑義事項及びその他意見No.14にて、同様のご質問を頂戴し、下記のと
おり回答しております。

『法人からの問合せに迅速に対応する目的から、全国意見照会では要望が多かった経緯があり、申告書等の発
送履歴管理を実装すべき機能要件として定義しております。
ご意見を踏まえて検討します。』

しかしながら、現行案でも既に実装してもしなくても良い機能としておりますので記載内容については変更な
しといたします。

承諾 承諾 1 0 0 9 1 0 0 9

# 2.1.14.

発送履歴は、CSV等の加工可能なデータ形式で抽出できること。（EUC機能でも可） 発送履歴は、CSV等の加工可能なデータ形式で抽出できること。（EUC機
能でも可）

実装してもしなくても
良い

- 0 0 0 10 0 0 0 10

# 2.1.15. 申告書・納付書発行
（個別処理）

法人の申告区分、事業年度を指定して申告書・納付書を個別発行できること。送付済の法人、過年度分につい
ても再発行できること。

実装すべき - 報告 事業者から意見はありませんが、文言を修正します。（対象法人の選択が前提になるため、意図を明確化）

「対象となる法人の申告区分、事業年度を指定して申告書・納付書を個別発行できること。送付済の法人、過
年度分についても再発行できること。」

承諾 承諾 1 0 0 9 1 0 0 9

# 2.1.16.

納付書を個別に発行する際、出力する税額を任意に修正できること。 納付書を個別に発行する際、出力する税額を任意に修正できること。 実装してもしなくても
良い

納付書の出力内容の編集機能。個別発行する際に金額等を入
力して、納付書に出力できる機能。

問合せを受けて個別に納付書を発行する際に、金額情報を入力することで、納税者の税額記載の負担軽減や正確性の向上に寄与する。ただし、
手書きの納付書で運用することでも足りるため、実装してもしなくても良い機能とした。

0 0 0 10 0 0 0 10

# 2.1.17. 1 予定申告書出力項目

一括作成時の出力項目は任意に設定が可能なこと。
個別作成において、ブランク発行（フォームのみ）、法人名・所在地・法人管理番号・法人番号・申告区分の
みの発行もできること。

申告書の整理番号欄に、整理番号（発行番号）を出力できること。
整理番号を利用して、申告書作成法人一覧などの発行管理帳票又は画面
で対象申告書が特定できること。

実装すべき ＜実装すべき機能＞
予定申告書において、システムから出力・計算可能な項目は、出力できることを必須機能とする。均等割額を出力していない地方団体もある
が、予定申告書に均等割額を出力しない場合、均等割額の申告納付漏れが多発するという意見が多く、均等割額を出力可能とした。ただし、こ
うした地方団体ごとの運用差異に対応できるよう、出力項目は地方団体ごとに設定できる機能を必須とした。
また、適格合併した合併法人などで法人住民税システムで予定申告額が計算できないケースなどへの対応として、個別作成時には金額情報を出
力しない申告書を作成できることとした。

＜実装してもしなくても良い機能＞
申告書の「整理番号」欄は、各地方団体の用途に応じて利用している。概ね、以下の２つの用途に大別できるが、いずれも各地方団体の実務運
用上、必須の機能ではないとして、実装してもしなくても良い機能とした上で、いずれの実装でも可能としている。

【整理番号の主たる実装パターン】
・申告書の登録順に番号を付番して、課税状況検索などに活用する
・申告書の発行番号として付番して、発送時の確認や問合せ対応に活用する

（通常版）
【②現在の対応状況の集計結果】
5社中3社が未対応の要件

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（限定機能版（仮称））
【②現在の対応状況の集計結果】
5社中4社が未対応の要件
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【③2025年までの実装】
✕【製品名：H】
全ての項目を一つずつ設定したいという要望はいただいたことがなく、改修規模が大きいため。

検討 （通常版）（限定機能版（仮称））
帳票出力時の項目を編集できる画面を実装しているパッケージも存在するものの、多くの場合は導入あるいは
保守段階でのSEメンテナンス等で対応しているものと考えます。いずれの内容でも問題ないと考えられるた
め、以下の要件とした上で、「機能」「保守」のいずれの対応でも可とする業務要件に変更します。

【修正案】
一括作成時の出力項目は団体ごとに任意に設定が可能なこと。項目設定の画面を機能として提供する他、保守
作業として対応することも許容される。
また、個別作成において、ブランク発行（フォームのみ）、法人名・所在地・法人管理番号・法人番号・申告
区分のみの発行もできること。

承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 修正案で問題ありませ
ん

承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 9 0 0 1 7 0 0 3

# 2.1.17. 2

申告書の整理番号欄に、整理番号（発行番号）を出力できること。
整理番号を利用して、申告書作成法人一覧などの発行管理帳票又は画面で対象申告書が特定できること。

実装してもしなくても
良い

＜実装してもしなくても良い機能＞
申告書の「整理番号」欄は、各地方団体の用途に応じて利用している。概ね、以下の２つの用途に大別できるが、いずれも各地方団体の実務運
用上、必須の機能ではないとして、実装してもしなくても良い機能とした上で、いずれの実装でも可能としている。

【整理番号の主たる実装パターン】
・申告書の登録順に番号を付番して、課税状況検索などに活用する
・申告書の発行番号として付番して、発送時の確認や問合せ対応に活用する

0 0 0 10 0 0 0 10

# 2.1.18. 1 確定申告書出力項目

一括作成時の出力項目は任意に設定が可能なこと。
個別作成において、ブランク発行（フォームのみ）、法人名・所在地・法人管理番号・法人番号・申告区分
（確定・修正）のみの発行もできること。

申告書の整理番号欄に、整理番号（発行番号）を出力できること。
整理番号を利用して、申告書作成法人一覧などの発行管理帳票又は画面
で対象申告書が特定できること。

実装すべき ＜実装してもしなくても良い機能＞
申告書の「整理番号」欄は、各地方団体の用途に応じて利用している。概ね、以下の２つの用途に大別できるが、いずれも各地方団体の実務運
用上、必須の機能ではないとして、実装してもしなくても良い機能とした上で、いずれの実装でも可としている。

【整理番号の主たる実装パターン】
・申告書の登録順に番号を付番して、課税状況検索などに活用する
・申告書の発行番号として付番して、発送時の確認や問合せ対応に活用する

（通常版）
【②現在の対応状況の集計結果】
5社中3社が未対応の要件

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（限定機能版（仮称））
【②現在の対応状況の集計結果】
5社中4社が未対応の要件
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【③2025年までの実装】
✕【製品名：H】
全ての項目を一つずつ設定したいという要望はいただいたことがなく、改修規模が大きいため。

検討 ※2.1.17.に同じです。 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 問題ないです 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 9 0 0 1 7 0 0 3

# 2.1.18. 2

申告書の整理番号欄に、整理番号（発行番号）を出力できること。
整理番号を利用して、申告書作成法人一覧などの発行管理帳票又は画面で対象申告書が特定できること。

実装してもしなくても
良い

＜実装してもしなくても良い機能＞
申告書の「整理番号」欄は、各地方団体の用途に応じて利用している。概ね、以下の２つの用途に大別できるが、いずれも各地方団体の実務運
用上、必須の機能ではないとして、実装してもしなくても良い機能とした上で、いずれの実装でも可としている。

【整理番号の主たる実装パターン】
・申告書の登録順に番号を付番して、課税状況検索などに活用する
・申告書の発行番号として付番して、発送時の確認や問合せ対応に活用する

0 0 0 10 0 0 0 10

# 2.1.19. 1 納付書出力項目

一括作成時の出力項目は任意に設定が可能なこと。
個別作成においてブランク発行（フォームのみ）、法人名・所在地・法人管理番号のみの発行もできること。

納付書の処理事項欄に、整理番号（発行番号）を出力できること。
整理番号を利用して、申告書作成法人一覧などの発行管理帳票又は画面
で対象納付書が特定できること。

実装すべき - （通常版）
【②現在の対応状況の集計結果】
5社中3社が未対応の要件

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（限定機能版（仮称））
【②現在の対応状況の集計結果】
5社中4社が未対応の要件
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【③2025年までの実装】
✕【製品名：H】
全ての項目を一つずつ設定したいという要望はいただいたことがなく、改修規模が大きいため。

検討 ※2.1.17.に同じです。 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 問題ないです 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 9 0 0 1 7 0 0 3

# 2.1.19. 2

納付書の処理事項欄に、整理番号（発行番号）を出力できること。
整理番号を利用して、申告書作成法人一覧などの発行管理帳票又は画面で対象納付書が特定できること。

実装してもしなくても
良い

- 0 0 0 10 0 0 0 10

# 2.1.20.

予定申告の納付書には、以下を出力するかを任意に設定できること。
・法人税割額
・均等割額
・合計額

実装すべき 予定申告書では、納付税額を市町村で計算して送付することが可能なため、同封する申告書には税額出力も可能とすることで、納付税額のミス
防止などの業務効率化に繋げる。
また、2.1.18のとおり均等割額の出力は、地方団体により運用が分かれるため、出力項目は任意に選択できることを必須とした。

検討 ※2.1.17.に同じです。

予定申告の納付書には、以下を出力するかを任意に設定できること。
・法人税割額
・均等割額
・合計額

承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 問題ないです 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 9 0 0 1 7 0 0 3

# 2.1.21. 1
プレ申告データ作成
（eLTAX連携）

eLTAX利用法人について、プレ申告データを抽出及び作成し、eLTAX連携ファイルが作成できること。
プレ申告データ作成対象法人をリストで出力できること。

法人基本情報の予定・中間区分で、「中間」の法人には、中間申告書の
プレ申告データを抽出及び作成し、eLTAX連携ファイルが作成できるこ
と。

実装すべき eLTAXの普及に鑑み、プレ申告データの作成機能を実装すべきとして定義した。 0 0 0 10 0 0 0 10

2

法人基本情報の予定・中間区分で、「中間」の法人には、中間申告書のプレ申告データを抽出及び作成し、
eLTAX連携ファイルが作成できること。

実装してもしなくても
良い

0 0 0 10 0 0 0 10

2.2. 申告書登録・課税作成

# 2.2.1. 1 申告登録基本

該当する法人、事業年度及び申告区分を指定して、法令に定める申告書、みなす申告、見込納付等の課税情報
の登録及び管理ができること。
申告ごとに、申告年月日が管理できること。
同一事業年度内の課税情報は、修正申告、更正・決定、再更正も含めて時系列に管理できること。

以下の課税情報の登録及び管理ができること。

＜対象申告＞
・退職年金積立金に係る中間申告
・退職年金積立金に係る修正中間申告
・退職年金積立金に係る確定申告
・退職年金積立金に係る修正確定申告
・特定信託に係る予定申告
・特定信託に係る確定申告
・特定信託に係る修正確定申告
・清算予納申告
・修正清算予納申告
・残余財産分配等予納申告
・修正残余財産分配等予納申告
・清算確定申告
・修正清算確定申告

実装すべき 期限内・期限後の判断を行うため、申告年月日を登録できる機能を必須としている。なお、申告年月日は延滞金の計算に影響する。
仮決算による中間申告については、申告書の作成機能は実装してもしなくても良い機能としているが、申告区分及び申告登録は実装すべきと整
理している。
同一事業年度内に、予定申告、確定申告、修正申告、更正・決定があった場合には時系列で管理し、課税状況照会などのシステム画面上で事業
年度ごとにどのような課税状況かを一目で視認できる状態が望ましいことから、時系列管理の機能要件を必須としている。
予定申告・中間申告・みなす申告・確定申告・修正申告・均等割申告・見込納付以外の申告情報については、現在課税が停止されている退職年
金積立金に係る申告又は改正前の地方税法の規定による申告である。
これらは、現在その申告の提出がない、或いは対象となる法人が現存する法人から増加することはなく、その申告件数も少ないため、実装して
もしなくても良い機能とした。ただし、これらの専用の申告画面を用意しない場合も、実装すべき機能とした申告区分で対応できることが必要
になる。
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# 2.2.1. 2

以下の課税情報の登録及び管理ができること。

＜対象申告＞
・退職年金積立金に係る中間申告
・退職年金積立金に係る修正中間申告
・退職年金積立金に係る確定申告
・退職年金積立金に係る修正確定申告
・特定信託に係る予定申告
・特定信託に係る確定申告
・特定信託に係る修正確定申告
・清算予納申告
・修正清算予納申告
・残余財産分配等予納申告
・修正残余財産分配等予納申告
・清算確定申告
・修正清算確定申告

実装してもしなくても
良い

予定申告・中間申告・みなす申告・確定申告・修正申告・均等割申告・見込納付以外の申告情報については、現在課税が停止されている退職年
金積立金に係る申告又は改正前の地方税法の規定による申告である。
これらは、現在その申告の提出がない、或いは対象となる法人が現存する法人から増加することはなく、その申告件数も少ないため、実装して
もしなくても良い機能とした。ただし、これらの専用の申告画面を用意しない場合も、実装すべき機能とした申告区分で対応できることが必要
になる。

0 0 0 10 0 0 0 10

# 2.2.2. 重複管理

課税情報の登録時に、同法人・同事業年度・同申告区分が入力されている場合は重複申告のチェックができ、
入力できないこと。（修正申告・更正処理を除く）
みなす申告、予定申告及び中間申告については同一申告区分として重複申告のチェックができ、入力できない
こと。

実装すべき 同一事業年度における同一申告区分は、再修正又は再更正のみであり、それ以外のものについては重複チェックを掛けることで、調定の整合性
を担保する。仮に、確定申告書が複数回提出された場合には、どの申告書を採用するかを判断して登録することが求められる。
なお、みなす申告、予定申告及び中間申告は排他関係にあることから、同様に重複チェックの対象とする。

0 0 0 10 0 0 0 10

# 2.2.3. 訂正・削除

各事業年度の最新の申告情報について、訂正入力（入力内容の修正）及び削除ができること。 実装すべき 修正申告と区別するため、修正ではなく「訂正」としてい
る。

申告入力の誤りなどにより、事後的に申告情報の訂正入力を行う場合がある。標準仕様書では、原則として同一事業年度内の最新課税について
訂正できることとしており、例として確定申告後に修正申告の提出がある場合は、修正申告の情報を変更できることとしている。
前提として、調定という意思決定行為を行ったあとの申告情報をむやみに変更できることは望ましくないものの、主に調定額に影響がない情報
について、何らかの理由で事後的に情報を変更すべき場合もあることから、一定の柔軟性を持たせる趣旨である。
また、申告期限内に、確定申告書が再提出される場合も運用上は発生することから、最新事業年度の申告情報の削除をして再登録を行うなどの
運用を可能としている。
この場合においても、調定年月が過年度にあたる申告情報を変更することは、決算済の情報を変更することになるため、訂正・削除処理は、現
年度内に限定している。

（通常版）
【②現在の対応状況の集計結果】
5社中2社が未対応の要件
「訂正については、直接訂正できるようなメニューがない。調定締め前であれば削除は可能。
調定後の削除については検討を今後検討を行う。」
「調定後の申告について、調定額に影響がない部分の修正は可能だが、削除はできない。」
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【③2025年までの実装】
△【製品名：B】
削除対象となった法人の課税状況を考慮し、検討。

✕【製品名：E】
収納管理システムとの連動に関連する部分のため、削除については大幅に改修が発生する。

検討 （通常版）（限定機能版（仮称））
現在の機能要件では、下記の要件を定義しております。
①　最新の申告書を訂正する機能
②　最新の申告書を削除する機能
③　最新の申告書を訂正、削除した際に、収納管理システムへ連携して調定額を訂正する機能

未対応の事業者２社からは「④　月次調定締め後は申告書の削除を制御する機能」を実装しているため、曖昧
な記載であれば②と④が競合することを懸念するご意見がありました。

上記を整理すると、現時点では「④　月次調定締め後は申告書の削除を制御する機能」という②の上乗せ機能
が考慮されていない状態のため、実装してもしなくても良い機能に以下を追加したく考えております。

【実装してもしなくても良い機能に追加】
（通常版、限定機能版（仮称）共通）
「・調定締め処理を行える機能を有し、調定締め後は対象申告の削除を制御できること。」

要検討 要検討 調定締め処理の定義を
明確にし、調定締め処
理自体が必要な機能で
あるのかを検討すべき
と考えます。
（ここでの調定締めは
年度切り替えによる締
めではなく、月次など
の現年度内での締めと
いう認識です。）

調定締め処理によって
申告情報を削除できな
くなると、誤って登録
した場合や訂正入力で
は対応できない修正の
場合、現年度内の調定
であったとしても、毎
回事業者に問い合わせ
をし、削除を依頼する
作業が発生することが
懸念されます。

承諾 承諾 承諾 承諾 修正案で問題ありませ
ん

承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 8 0 1 1 6 0 1 3 （通常版）（限定機能版）
A市様コメント
「調定締め処理の定義を明確にし、
調定締め処理自体が必要な機能であ
るのかを検討すべきと考えます。
（ここでの調定締めは年度切り替え
による締めではなく、月次などの現
年度内での締めという認識です。）

調定締め処理によって申告情報を削
除できなくなると、誤って登録した
場合や訂正入力では対応できない修
正の場合、現年度内の調定であった
としても、毎回事業者に問い合わせ
をし、削除を依頼する作業が発生す
ることが懸念されます。」

御認識のとおり、本要件で言う「調定締め処理」は、月
次で調定を確定させる運用を行う団体・事業者における
場合の確定後の調定訂正を制御するための機能です。

調定締め処理後に削除を制御する事業者の仕様では、原
則申告調定による訂正（誤登録の場合は、過去の調定を
削除するのではなく、当月の調定で0円にするなど）で運
用されているという認識です。
なお、月次等で締め処理の機能が実装されているシステ
ムを使用する場合においても、実際に締め処理を行うか
否かは地方団体の運用によるものと考えますので、締め
処理を行うことが必須なわけではございません。

# 2.2.4.

申告の訂正入力又は削除を行った場合、調定の訂正又は削除などで調定の整合性が保てること。 実装すべき - （通常版）
【②現在の対応状況の集計結果】
5社中2社が未対応の要件
「訂正については、直接訂正できるようなメニューがない。調定締め前であれば削除は可能。
調定後の削除については検討を今後検討を行う。」
「調定後の申告について、調定額に影響がない部分の修正は可能だが、削除はできない。」
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【③2025年までの実装】
△【製品名：B】
削除対象となった法人の課税状況を考慮し、検討。

✕【製品名：E】
収納管理システムとの連動に関連する部分のため、削除については大幅に改修が発生する。

（通常版）
現在の機能要件では、下記の要件を定義しております。
①　最新の申告書を訂正する機能
②　最新の申告書を削除する機能
③　最新の申告書を訂正、削除した際に、収納管理システムへ連携して調定額を訂正する機能

これに対して、未対応の事業者２社からは「④　月次調定締め後は申告書の削除を制御する機能」を実装して
いるため、曖昧な記載であれば②と④が競合することを懸念するご意見を確認できました。

上記を整理すると、現時点では「④　月次調定締め後は申告書の削除を制御する機能」という②の上乗せ機能
が考慮されていない状態のため、実装してもしなくても良い機能に以下を追加したく考えております。

【実装してもしなくても良い機能】
・年度内の月次調定処理を行える機能を有し、調定後は対象申告の削除を制御できること。
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# 2.2.5.

収納管理システムでの決算処理により、会計年度が切り替わった後には、調定年月が過去の会計年度となる申
告情報は訂正又は削除できないよう制御すること。

但し、調定額に変更を及ぼさない項目の場合は、会計年度が切り替わった後の訂正処理もアラートを表示した
上で実施可能であること。また、申告期限の延長月数、法人税の修正申告年月日などの申告基礎、更正決定通
知年月日及び更正請求年月日など、延滞金の計算に影響がある項目を修正する場合は収納管理システムに連携
できること。

実装すべき 各種申告登録した内容については、登録後にも調定額の変更の有無に関わらず申告情報の訂正が発生するため、訂正の機会には一定の柔軟性が
必要であるため、実装すべき機能としている。
しかし、決算後の情報を訂正できることは望ましくないとの意見もあり、また、収納管理システムにおける会計年度の切替えにより申告情報の
訂正に制御をかける事業者が多いことから、法人住民税システムの機能として訂正可能な申告情報は現会計年度内の調定分に留めることとし
た。一方で決算情報に影響がない項目まで無条件に訂正不可とすると業務の柔軟性を損ねる可能性があることから、（税務システム等標準化検
討会での意見をもとに）調定額及び決算情報に影響がない項目についてはアラートを表示した上で訂正可能とする仕様とした。
なお、訂正した項目が延滞金計算に影響する場合には、延滞金を再計算する必要があることから、収納管理システムとの連携を必須として定義
した。

（通常版）
【②現在の対応状況の集計結果】
5社中4社が未対応の要件
「収納管理システムでの決算処理により、会計年度が切り替わった後には、調定年月が過去の会計年度となる申告情報は訂正又は削除できないよう制御すること。」

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【③2025年までの実装】
△【製品名：B】
削除対象となった法人の課税状況を考慮し、検討。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（限定機能版（仮称））
【②現在の対応状況の集計結果】
5社中4社が未対応の要件
「収納管理システムでの決算処理により、会計年度が切り替わった後には、調定年月が過去の会計年度となる申告情報は訂正又は削除できないよう制御すること。
但し、調定額に変更を及ぼさない項目の場合は、会計年度が切り替わった後の訂正処理もアラートを表示した上で実施可能であること。」

5社中3社が未対応の要件
「申告期限の延長月数、法人税の修正申告年月日などの申告基礎、更正決定通知年月日及び更正請求年月日など、延滞金の計算に影響がある項目を修正する場合は収納
管理システムに連携できること。」についても未対応。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【③2025年までの実装】
✕【製品名：H】

△…更正請求年月日の収納管理システムへの連携

×…アラート表示
調定額に変更を及ぼさない項目かどうかは、収納側に送った調定データとの比較を申告登録・訂正時に毎回行う必要があり、処理に負担がかかること、また改修規模が
大きいことから、実装してもしなくてもいい機能もしくは標準化対象外としてもよい機能と考えます。

報告 【一部変更】
少なくとも、決算に影響する変更は何かしら制御が必須という意見がWT内でも多数派を占めており、要件の必
要性が確認されています。現時点では、5社中4社が未対応であるものの、2025年までの実装に向けて前向きな
ご回答を頂けており、一定の実現性が担保されると考えられることから、本要件は実装すべき要件としたく思
います。

なお、「2025の実現性確認」欄の【③2025年までの実装】で一部事業者が回答している以下について、ここで
の調定額は前回申告額と同義であると考えています。収納側の連携を求める訳ではありませんので、「但し、
申告登録した「当期の納付すべき税額」（又は調定額）に変更を及ぼさない項目の場合は、（後略）」
との記載に改めたいと考えます。問題がある場合はご教示ください。

---------------------------------------------------------------
【事業者の回答】
「調定額に変更を及ぼさない項目かどうかは、収納側に送った調定データとの比較を申告登録・訂正時に毎回
行う必要があり、処理に負担がかかる」

承諾 承諾 1 0 0 9 1 0 0 9

# 2.2.6.

調定の訂正又は削除の処理を行う際、収納管理システムを参照して当該調定に対する納付がある（収納管理シ
ステムで消込されている）場合はエラー又はアラートとする仕組みを有すること。

調定の訂正又は削除の処理を行う際、収納管理システムを参照して当該
調定に対する納付がある（収納管理システムで消込されている）場合は
エラー又はアラートとする仕組みを有すること。

実装してもしなくても
良い

- 0 0 0 10 0 0 0 10

# 2.2.7. メモ機能

課税情報にメモ機能を有すること。
メモは、法人ごとに複数管理ができ、メモごとに300文字以上の任意文字列の入力、メモタイトル、入力年月日
及び入力者の登録ができること。
過去に登録したメモの修正及び削除もできること。

実装すべき - 0 0 0 10 0 0 0 10

2 0 2 5の実現性確認
事業者回答の集約・抜粋

検討分類 事前照会を踏まえたWT検討内容
事務局方針への回答（通常版） 事務局方針への回答（限定機能版）

回答集計E市　ご回答欄 F市　ご回答欄 H市　ご回答欄

内容
事務局方針へ
の回答（通常

版）

事務局方針へ
の回答（限定
機能版）

内容
事務局方針へ
の回答（通常

版）

事務局方針へ
の回答（限定

機能版）

事務局方針へ
の回答（通常

版）

事務局方針
への回答
（通常版）

事務局方針へ
の回答（限定
機能版）

内容
事務局方針へ
の回答（限定

機能版）

内容
事務局方針へ
の回答（通常

版）

K市　ご回答欄B市　ご回答欄 G市　ご回答欄D市　ご回答欄 J市　ご回答欄

内容
事務局方針へ
の回答（通常

版）

事務局方針へ
の回答（限定
機能版）

内容内容
事務局方針へ
の回答（通常

版）

事務局方針へ
の回答（限定

機能版）

内容内容
事務局方針へ
の回答（通常

版）

事務局方針へ
の回答（限定
機能版）

事務局方針へ
の回答（通常

版）

事務局方針へ
の回答（限定

機能版）

事務局方針へ
の回答（限定
機能版）

内容

実装すべき機能及び実装してもしなくても良い機能で、設立・設置届及び異動届の情報を概ね網羅する。主に登記事項など法人の基本的な情報
を登録するが、統計や検索照会の利便性などを踏まえて資本金等の額など、課税に関わる情報を一部管理している。
外部との連携では、番号法に定める法人番号を主たるキー番号として活用する。法人税の整理番号は、今後重要性が下がるものの、現在も税務
署とのやり取りで利用している地方団体があるため、「実装してもしなくても良い機能」とする。
個別に年月日を登録できる異動処理以外は、異動事由と異動年月日の組合せで履歴の確認が可能と想定。また、帳票等で法人の現況を確認する
場合は、異動区分のうち、解散や事務所廃止、事務所等なしなど、現況に関わる最新の異動区分を出力することで足りるため、「現況区分」の
ような現況を表すための特別な項目は設けない。
異動処理について、設立、事務所設置、事務所廃止、解散など課税計算やみなし事業年度に影響するものは異動区分及び各種年月日を定義して
いるが、法人名称の変更や所在地変更、資本金変更などこれに影響がない異動については汎用的な区分として「異動」及び「異動日」を定義し
ている。なお、資本金異動は、電子申告の義務のある特定法人の判断にも活用できるが、この判断は前事業年度末日時点の資本金で代用するこ
とも許容されるため、資本金異動日を専用の項目とすることは不要とした。
分割区分は、課税状況調の区分を用いており、実務上もこれで問題ないことを確認した。
寮等の区分は、均等割のみを課税する場合にも第20号様式確定申告書を送付し、申告登録をすることから、その管理を効率的かつ正確に行うた
めに区分を設けている。また、収益事業の開始年月日を管理項目として定義することで、公益法人等が収益事業を開始した場合にも正確な管理
を行う。
法人の代表者住所については、eLTAXで使用する法人設立・設置届及び異動届には記載欄があることから管理項目としている地方団体があるた
め、実装してもしなくても良い機能とする。
eLTAXと基幹システムとの連携を行う際にキーとなる情報は地方団体の実務及びIDの変更可能性を考慮し、eLTAX納税者IDとすることを標準とし
て定義し、する。利用者IDについては、納税者との連絡や問い合わせ対応に使用するため法人基本情報として管理する運用も想定されることか
ら、実装してもしなくても良い機能とした。
清算法人については、清算結了年月日は登記事項であるが、事業年度などに影響がないため、主に最新異動区分を表すための項目として管理し
ている。また、残余財産確定の日については、申告情報として管理できれば問題ないとして、法人基本情報上では明記しない。
連結法人については、「連結親法人名」、「連結親法人住所」、「連結親子区分（親法人／子法人）」、「連結開始年月日」及び「連結離脱年
月日」を管理が必要な項目として定義している。また、総務省が定める中間標準レイアウト仕様v2.7には、親法人が協同組合かどうか等のコー
ド区分もあるが、実務上の必要性に鑑みて定義なしとした。
合併に関しては、当該法人が「被合併法人」の場合は、合併法人の情報を実装すべき機能として登録可能とした。また、合併年月日は異動情報
として定義していることから、合併法人の関連情報としては不要。
1.1.1.で列挙する項目を宛名管理システムで管理することは妨げない。

法人設立（設置）届、異動届及び申告書等に基づき、以下の法人基本情報を登録できること。

＜法人基本情報＞
・法人番号
・法人管理番号
・宛名番号
・法人名（漢字・カナ・ひらがな・英数字）及び法人名カナ
・代表者名（漢字・カナ・ひらがな）
・本支店区分及び本店所在地（所在地、郵便番号及び電話番号）
・市町村内の主たる事務所（名称、所在地、電話番号及び郵便番号）
・市町村内事務所（名称、所在地、電話番号及び郵便番号）
・異動事由（申請届出（電子）／申請届出（紙）／申告／職権／その他）
・届出年月日
・異動年月日
・設立年月日、設置年月日、廃止年月日、解散年月日、合併解散年月日及び清算結了年月日　等
・異動区分（設立／設置／異動／事務所廃止／解散／破産／合併解散／清算結了／事務所等なし／登記のみ／
除却／復活　等）
・法人区分（普通法人、公益法人　等）
・組織区分（株式会社、有限会社　等）
・前後区分（前／後／その他）
・書類送付先
・施設区分（事業所／寮等）
・決算期（半年決算法人の管理を含む）又は事業年度
・資本金の額、資本金及び資本準備金の合算額並びに資本金等の額
・全従業者数（第20号様式の㉒）、当該団体従業者数（第20号様式の㉓）及び税率適用従業者数（第20号様式
の㉔）
・均等割税率（自動計算する項目）
・分割区分（単独法人／本市本店／他市本店）
・産業分類コード（大分類及び中分類）
・合併法人情報（法人名及び所在地）
・連結親法人名、連結親法人所在地、連結親子区分（親法人／子法人）、連結開始年月日及び連結離脱年月日
・税理士情報（氏名、住所及び電話番号等）
・申告期限延長月数（0月／1月／2月／3月以上）
・翌期中間申告の要否
・収益事業開始年月日及び廃止年月日
・減免区分
・課税区分
・申告書送付区分（要／不要）
・納付書送付区分（要／不要）
・還付口座情報
・eLTAX納税者ID

※ 市町村内事務所は複数登録できること。

標準仕様書
備考 要件の考え方・理由

実装すべき

検討分類
202 5の実現性確認

法人住民税WT　修正方針
その他意見等への対応方針

A市ご回答欄 I市　ご回答欄

事務局方針へ
の回答（通常

版）

事務局方針へ
の回答（限定
機能版）

1/9



内容

項番 枝番 機能名称 機能要件 実装してもしなくても良い機能 実装しない機能 1.0版の機能分類 承諾 否認 要検討 未回答 承諾 否認 要検討 未回答

2 0 2 5の実現性確認
事業者回答の集約・抜粋

検討分類 事前照会を踏まえたWT検討内容
事務局方針への回答（通常版） 事務局方針への回答（限定機能版）

内容
事務局方針へ
の回答（通常

版）

事務局方針へ
の回答（限定
機能版）

内容
事務局方針へ
の回答（通常

版）

事務局方針へ
の回答（限定

機能版）

事務局方針へ
の回答（通常

版）

事務局方針
への回答
（通常版）

事務局方針へ
の回答（限定
機能版）

内容
事務局方針へ
の回答（限定

機能版）

内容
事務局方針へ
の回答（通常

版）

内容
事務局方針へ
の回答（通常

版）

事務局方針へ
の回答（限定
機能版）

内容内容
事務局方針へ
の回答（通常

版）

事務局方針へ
の回答（限定

機能版）

内容内容
事務局方針へ
の回答（通常

版）

事務局方針へ
の回答（限定
機能版）

事務局方針へ
の回答（通常

版）

事務局方針へ
の回答（限定

機能版）

事務局方針へ
の回答（限定
機能版）

内容
標準仕様書

備考 要件の考え方・理由
検討分類

202 5の実現性確認
法人住民税WT　修正方針

その他意見等への対応方針 事務局方針へ
の回答（通常

版）

事務局方針へ
の回答（限定
機能版）

# 2.2.8. 申告書入力様式

申告書の様式ごとに入力画面を用意し、様式別に申告入力ができること。（異なる申告書でも、入力項目を共
通化できる場合はこの限りではない）

実装すべき 各申告区分の入力項目は、申告書様式に対応したものとする。
予定申告と確定申告など入力画面が異なるものもあるが、例として確定申告と修正申告において、確定申告時には申告基礎項目は表示されるも
のの非活性にするなど、各申告区分で適切な入力処理が行える場合は共通的な画面を実装することでも差し支えない。

0 0 0 10 0 0 0 10

# 2.2.9. 1 申告入力（共通）

法人基本情報の法人区分等の登録内容から、非課税や均等割の最低税率適用を判断し、申告書入力時に自動設
定できること。

課税免除の対象となる法人は、申告登録の際にアラートとすることがで
きること。処理の継続もできること。

実装すべき 法人基本情報の登録内容をもとに、適切な申告受付処理ができることが求められることから、非課税や適用税率についても自動で判定すること
としている。

検討 （通常版）（限定機能版（仮称））
（Github No.225,226）
ベンダーより以下意見を受領しております。

『実装すべき機能「法人基本情報の法人区分等の登録内容から、非課税や均等割の最低税率適用を判断し、申
告書入力時に自動設定できること。」について、何を自動設定すべきなのかが明記されておらず不明確な仕様
だと感じます。設定すべき項目についてご教示ください。

もし均等割の適用税率を対象としている場合、2.2.12.と要件が重複しておりますので、統一をお願いいたし
ます。』

上記を踏まえて、重複する2.2.12.の要件を削除し、本要件に統合を図ります。

【修正案】（通常版・限定機能版（仮称）共通）

旧：「法人基本情報の法人区分等の登録内容から、非課税や均等割の最低税率適用を判断し、申告書入力時に
自動設定できること。」

新：「均等割税率については、法人基本情報をもとに自動計算できること。法人税割税率について
は、当該申告法人の事業年度に合わせて自動設定できること。」

なお、機能要件2.2.12.は削除といたします。

承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 修正案で問題ありませ
ん

承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 10 0 0 0 7 0 0 3

# 2.2.9. 2

課税免除の対象となる法人は、申告登録の際にアラートとすることができること。処理の継続もできること。 実装してもしなくても
良い

0 0 0 10 0 0 0 10

# 2.2.10.

法人の現況に応じた事業年度開始日及び終了日を自動表示して入力できること。
均等割月数、資本金等、申告延長月数及びその他申告に必要な項目について、法人基本情報から流用できる情
報が初期設定されること。

実装すべき 法人基本情報をもとに計算できる内容については、正確性の確保の観点から自動設定ができる機能としている。 （限定機能版（仮称））
【②現在の対応状況の集計結果】
5社中2社が未対応の要件
「・法人の現況に応じた事業年度開始日及び終了日を自動表示して入力できること。

5社中1社が未対応の要件
「・均等割月数の初期設定。」

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【③2025年までの実装】
△【製品名：H】
1.1.19.に記載の通り、みなし事業年度の反映について、要望をいただいたことがなく、また、issueのやり取りにおいても対応が難しいと回答したベンダーが多数あっ
たため、過剰と考えます。

報告 （通常版）（限定機能版（仮称））
事業者による実現性評価を踏まえ、以下の機能要件に改案したく考えております。なお、本件は要件の意図を
明確化するのみです。

【修正案】（通常版・限定機能版（仮称）共通）

旧：「法人の現況に応じた事業年度開始日及び終了日を自動表示して入力できること。」

新：「申告登録時に、事業年度開始日及び終了日を自動表示して入力できること。」

承諾 承諾 1 0 0 9 1 0 0 9

# 2.2.11.

法定納期限及び申告期限の延長を加味した申告期限を自動計算できること。 実装すべき 申告期限や法定納期限は、法人基本情報などから自動計算できるものであるから、職員による修正は想定せず、自動計算項目としている。 0 0 0 10 0 0 0 10

# 2.2.12.

均等割税率については、法人基本情報の法人区分等をもとに自動設定できること。
法人税割税率については、当該申告法人の事業年度に合わせて自動設定できること。

実装すべき 法人基本情報をもとに計算できる内容については、正確性の確保の観点から自動設定ができる機能としている。 報告 （通常版）（限定機能版（仮称））
（Github No.225）
機能要件2.2.9.に統合するため、機能要件2.2.12.は削除といたします。

承諾 承諾 1 0 0 9 1 0 0 9

# 2.2.13.

不均一課税を行う地方団体においては、以下の項目等を基にした税率の自動設定ができること。

・資本金の額又は出資金の額
・資本金の額及び資本準備金の額の合算額
・資本金等の額
・課税標準となる法人税額又は個別帰属税額
・法人区分

実装すべき 法人税割の税率については公益上その他の理由から、不均一の税率による課税を実施している地方団体がある。
不均一課税の適用にあたり、各地方団体で要件としている項目のうち主なものを列挙している。

（通常版）
【②現在の対応状況の集計結果】
5社中2社が未対応の項目
・資本金の額及び資本準備金の額の合算額
・法人区分
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（限定機能版（仮称））
【②現在の対応状況の集計結果】
5社中5社が未対応の要件
事業者ごとに若干の対応状況の相違があれど、要件全体に対して未対応との回答に至る。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【③2025年までの実装】
✕【製品名：H】
自治体によって法人税率を算出するために使用する項目が異なるため、システムとしては過剰となる項目が出てくる。そのため、記載を緩和するか一部項目をオプショ
ンとしたほうがよい。
また改修規模が大きい。

✕【製品名：I】
法人区分により税率が変わることがあるのでしょうか？

検討 不均一課税は、団体により様々な条件を設定しており、自社の製品を採用していない団体の事まで考慮して全
パターンに対応することは、過剰な機能になります。

そのため、「不均一課税」への対応自体は必須としつつ、詳細な要件が団体ごとに異なることから、記載内容
を緩和しました。

【修正案】（実装すべき機能）（通常版・限定機能版（仮称）共通）
・不均一課税を採用する地方団体においても、申告登録時の自動計算チェック機能などに対応できること。

不均一課税を行う地方団体においては、以下の項目等を基にした税率の自動設定ができること。

・資本金の額又は出資金の額
・資本金の額及び資本準備金の額の合算額
・資本金等の額
・課税標準となる法人税額又は個別帰属税額
・法人区分

承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 当市は現在不均一課税
は採用していません

承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 8 0 0 2 7 0 0 3

# 2.2.14.

法人基本情報で管理する資本金、従業者数等を参照して申告書入力を行えること。資本金等の額又は資本金及
び資本準備金の合算額若しくは出資金と市町村内の従業者数から、均等割の税率判定を自動で行い、自動計算
及び入力できるとともに申告入力の税額チェックができること。均等割税率は手動でも変更できること。

実装すべき 標準仕様書では、資本金等の項目について、申告書と法人基本情報を相互に反映する仕組みを想定している。法人基本情報で登録されている資
本金等から、均等割の税率を自動で計算することで、業務の効率化と正確性を確保している。

0 0 0 10 0 0 0 10

# 2.2.15. 1

最新事業年度の確定申告書の入力に合わせて、以下の項目を法人基本情報に反映する／しないを選択できるこ
と。

＜法人基本情報への反映項目＞
・全従業者数（第20号様式の㉒）
・当該団体従業者数（第20号様式の㉓）
・税率適用従業者数（第20号様式の㉔）
・均等割税率
・分割区分
・資本金
・資本金等の額
・資本金及び資本準備金の額の合算額

法人基本情報への反映は、全確定申告に対する一律の設定とできるこ
と。
法人基本情報と異なる場合は、登録時に注意喚起を行うことや帳票出力
を行うなど、法人基本情報を更新したことを確認できる仕組みを有する
こと。

実装すべき 実装すべき機能に関して、以下のように様々な方式がある
が、実現方法については問わない。
・全申告で一律設定する方式
・申告ごとに一律で反映有無を選択できる方式
・申告ごと及び項目ごとに反映有無を選択できる方式

確定申告書のうち、法人基本情報と共通する項目について、申告情報の登録を行い法人基本情報へ反映する機能を定義する。法人基本情報への
反映要否は、地方団体ごとの考え方が異なることから、設定により地方団体ごとに変更できることとしている。
また、法人基本情報へ反映する方式は、大きく以下の３パターンが考えられるが、そのいずれでも業務運用が可能なことから実装すべき機能で
は方式は問わない。ただし、申告ごとに変更できると同一団体内でも業務担当者ごとに運用が変わる可能性があることから、一律設定できるこ
とを実装してもしなくても良い機能とした。

＜法人基本情報へ反映させる方式＞
・全申告で一律設定する方式
・申告ごとに一律で反映有無を選択できる方式
・申告ごと及び項目ごとに反映有無を選択できる方式

また、申告書の情報を一律で反映させても問題ないと考える地方団体であっても、資本金等、電子申告の義務に影響する項目が誤って登録され
る可能性があることから、法人基本情報の登録内容を変更した箇所はリスト等で確認できることが望ましいとして、実装してもしなくても良い
機能を定義した。
なお、標準仕様書の基本的な考え方として、事業年度は法人基本情報をもとに作成されるものであり、申告登録に起因して事業年度や決算期、
法人区分などの基本的な情報を法人基本情報へ反映させることはしないこととする（例外的に、残余財産確定事業年度においては申告登録時に
事業年度を変更するが、これも法人基本情報へ反映するものでは無い。）。

【③2025年までの実装】
△【製品名：E】
個別に反映させるか選択できるようにする場合、大幅に改修が必要なため。

報告 【変更なし】
備考欄に記載のとおり、実現方法は問わないため、現在の記載で2025年までの実装に対応可能と承り、実装す
べき要件といたします。

承諾 承諾 1 0 0 9 1 0 0 9

# 2.2.15. 2

法人基本情報への反映は、全確定申告に対する一律の設定とできること。
法人基本情報と異なる場合は、登録時に注意喚起を行うことや帳票出力を行うなど、法人基本情報を更新した
ことを確認できる仕組みを有すること。

実装してもしなくても
良い

法人基本情報へ反映する方式は、大きく以下の３パターンが考えられるが、そのいずれでも業務運用が可能なことから実装すべき機能では方式
は問わない。ただし、申告ごとに変更できると同一団体内でも業務担当者ごとに運用が変わる可能性があることから、一律設定できることを実
装してもしなくても良い機能とした。

＜法人基本情報へ反映させる方式＞
・全申告で一律設定する方式
・申告ごとに一律で反映有無を選択できる方式
・申告ごと及び項目ごとに反映有無を選択できる方式

また、申告書の情報を一律で反映させても問題ないと考える地方団体であっても、資本金等、電子申告の義務に影響する項目が誤って登録され
る可能性があることから、法人基本情報の登録内容を変更した箇所はリスト等で確認できることが望ましいとして、実装してもしなくても良い
機能を定義した。
なお、標準仕様書の基本的な考え方として、事業年度は法人基本情報をもとに作成されるものであり、申告登録に起因して事業年度や決算期、
法人区分などの基本的な情報を法人基本情報へ反映させることはしないこととする（例外的に、残余財産確定事業年度においては申告登録時に
事業年度を変更するが、これも法人基本情報へ反映するものでは無い。）。

0 0 0 10 0 0 0 10

# 2.2.16.

申告情報を個別登録する際に申告登録から法人基本情報を更新する場合、異動登録（更新履歴）を作成できる
こと。
この場合、通常の法人基本情報の異動登録と同様に異動履歴を管理し、異動事由は「申告」とし、異動年月日
も登録できること。
異動年月日は「申告年月日」、「申告登録年月日」又は「事業年度至」のいずれも可とする。

実装すべき 申告登録に基づき、法人基本情報を更新する場合において、履歴が作成できないと必要な履歴を上書きしてしまう可能性があることから、履歴
作成は必須とした。
なお、履歴を作成する際の更新日は、申告日、申告登録日、事業年度末日など、パッケージにより違いがあるが、業務への影響が軽微であるこ
とからいずれの方式も可とする。

（通常版）
【②現在の対応状況の集計結果】
5社中2社が未対応の要件
「申告情報を個別登録する際に申告登録から法人基本情報を更新する場合、異動登録（更新履歴）を作成できること。」

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【③2025年までの実装】
✕【製品名：E】
法人基本情報について、更新時に宛名管理システムの情報に連動させているため、改修規模が大きい。

報告 【変更なし】（通常版）
本要件については、APPLIC税TFとのQA表にて要件の実現性を確認した経緯があり、実装すべき機能として定義
することを確認しております。したがって、実装すべき機能として現行案から変更なしといたします。

承諾 承諾 1 0 0 9 1 0 0 9

# 2.2.17.

最新事業年度の申告登録時に、事業年度を任意に変更できる機能。また、申告登録時に変更した事業年度を、
法人基本情報へ反映できる機能。

最新事業年度の申告登録時に、事業年度を任意に変更できる機能。ま
た、申告登録時に変更した事業年度を、法人基本情報へ反映できる機
能。

実装しない 実装しない機能について、法人基本情報の登録内容を事業年
度算定の正とするため。

本機能は、申告書に記載された事業年度が法人基本情報と齟齬がある場合に、申告書の事業年度を正として法人基本情報を上書きする機能であ
るが、仮に申告書に記載された事業年度が法人基本情報と異なる場合には、申告税額について強制入力による一時的な対処を認めることがあっ
たとしても、当該事業年度が適正か否かについて法人への確認や調査を行うべきであり、当該事業年度を正として法人基本情報を更新すべきで
はないことから、標準仕様書では、法人基本情報の登録内容に基づく事業年度を正とすべきであるとの考え方を採用し、実装しない機能とし
た。

0 0 0 10 0 0 0 10

# 2.2.18.

課税情報登録の際に、翌期中間申告の要否（要／否／指定なし）を登録できること。
翌期中間申告の要否を登録することで、法人基本情報に反映されること。

eLTAXで提出された申告データを取り込む場合に、翌期中間申告の要否が空欄で提出されている申告データは、
「指定なし」として取り扱うこと。

実装すべき 予定申告義務のある法人は、申告登録情報から自動判定できる機能を定義しているが、申告書の「翌期中間申告の要否」を「要」として申告し
た法人について確定申告の申告登録時に入力できる機能を定義した。これにより、翌期に予定申告義務のある法人として登録され、申告書又は
プレ申告データの発送対象となる。
なお、地方団体の運用により、当該申告内容を登録せずに申告書の法人税額等をもとに判定する場合もあることから、指定なしを選択できるこ
ととしている。
なお、法人基本情報だけでなく、確定申告入力の流れで登録できることで画面操作を減らし、業務効率化を可能としている。

（通常版）
【②現在の対応状況の集計結果】
5社中3社が未対応の要件
「翌期中間申告の要否（要／否／指定なし）」

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【③2025年までの実装】
△【製品名：E】
法人基本情報に項目を追加するところも実装できていないため。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（限定機能版（仮称））
【②現在の対応状況の集計結果】
5社中3社が未対応の要件
うち2025年までの実装について可能と回答していない事業者は、機能要件2.1.7と同様に、翌期中間要否の区分内容が「中間申告不要/予定申告必要/中間申告必要（仮
決算による）」となっており、「指定なし」を管理していない。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【③2025年までの実装】
△【製品名：H】
実装してもしなくてもよい機能として「予定・中間区分」があるが、弊社システムでは翌期中間申告の要否および予定・中間区分を一つの項目として管理しているた
め、左記のような区分となっている。項目が2つあると実際の運用上少し負担がかかるように思えるため、「要/否/指定なし」に区分内容を限定する必要はないと思わ
れる。

報告 【変更なし】（通常版）（限定機能版（仮称））
現時点では、5社中3社が未対応であるものの、2025年までの実装が困難とのご意見は受けておらず、本要件は
実装すべき要件としたく考えております。

承諾 承諾 1 0 0 9 1 0 0 9

# 2.2.19.

特例延長法人の申告期限延長の有無とは区別して、災害等による申告期限延長の有無及び期間（延長後の申告
期限）を登録できること。
特例延長法人の申告期限延長の有無及び期間は法人基本情報に反映されること。

災害等による申告期限延長については、法人基本情報には反映されないこと。（翌事業年度の申告時に継続し
ないため）

実装すべき 特例延長法人については、法人基本情報及び申告登録のいずれからも登録でき、申告情報として登録されたものは法人基本情報に反映され、当
該事業年度以降に開始する事業年度においても申告期限を延長する。収納管理で個別に納期限を延長する運用も存在していたが、業務効率化の
観点から課税業務で登録可能とした。
また、災害等による申告期限の延長については、複数の事業年度に渡り継続して期限延長を認めるものではないことから、特例延長法人とは明
確に区別するとともに、次の事業年度に影響させないため法人基本情報へも反映しないこととした。

（通常版）
【②現在の対応状況の集計結果】
5社中2社が未対応の要件
うち1社は、「機能を保持していない。」
うち1社は、「申告書の入力から延長の登録はできない。」

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【③2025年までの実装】
△【製品名：E】
前提となる、申告書入力画面での延長月数の登録自体実装されていないため。

報告 【変更なし】（通常版）
現時点では未対応の事業者が確認できるものの、2025年までの実装に向けて前向きなご回答を頂けており、一
定の実現性が担保されると考えられることから、本要件は実装すべき要件としたく思います。

承諾 承諾 1 0 0 9 1 0 0 9

# 2.2.20.

均等割の月割計算に関して、みなし事業年度が適用される場合や、事業年度途中の事務所開設又は廃止により
12か月に満たない場合は、法人基本情報の登録内容から月割計算が自動ででき、設定されること。
また、手動で月数を変更した場合、再計算され、自動で設定されること。法人基本情報から自動計算した月数
と異なる申告については、注意喚起をした上で、継続処理もできること。

実装すべき 法人基本情報の事務所開廃日や、みなし事業年度をもとに、均等割月数を自動計算することで、業務の正確性と効率性を確保する。 0 0 0 10 0 0 0 10

# 2.2.21.

以下の最新異動区分の法人について、事務所等の所在期間に応じた均等割月数が任意で入力でき、修正した場
合も月数から均等割額が自動計算されること。
なお、均等割月数は自動表示せずに任意に入力し、事業年度の月数と均等割月数が異なる場合は注意喚起をし
た上で処理の継続もできること。

・事務所等なし
・清算中

以下の最新異動区分の法人について、事務所等の所在期間に応じた均等
割月数が任意で入力でき、修正した場合も月数から均等割額が自動計算
されること。
なお、均等割月数は自動表示せずに任意に入力し、事業年度の月数と均
等割月数が異なる場合は注意喚起をした上で処理の継続もできること。

・事務所等なし
・清算中

実装してもしなくても
良い

当該事業年度内に事務所廃止や人的・物的設備、継続性を有する事務所等の要件を欠いた法人について、事業年度と異なる均等割月数で申告さ
れる場合があることから、任意の月数を入力できるとともに、その申告の妥当性の確認を促すため注意喚起を行うこととしている。
なお、任意での入力とは、個別入力する際に初期表示されるのではなく、申告税額の確認を促すため、空白で表示することを意図するととも
に、自動計算される月数と異なる場合には注意喚起をする仕組みを定義する。

0 0 0 10 0 0 0 10

# 2.2.22. 1

課税標準額、法人税割額、各種控除額及び分割基準等を入力し、申告額が自動計算結果と合っているかを
チェックした上で登録処理が行えること。入力した金額に誤りがある場合はアラートとなり、不一致箇所を表
示できること。
自動計算と異なる金額についても、強制入力ができること。

強制入力を行った申告情報は、課税情報照会画面で強制入力の旨が表示
できること。
帳票やEUC等により、強制入力を行い、法人住民税システム上の計算結
果と合わないまま申告登録されている申告情報を抽出できること。

実装すべき 強制入力については、地方団体固有の政策的な減税による他、確定申告書等が提出された際に税額誤りがある申告書を一時的に受理できる状態
を作るために必要との意見が地方団体、事業者ともに見られたことから、実装すべき機能として定義している。

（通常版）
【②現在の対応状況の集計結果】
5社中3社が未対応の要件

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【③2025年までの実装】
✕【製品名：E】
強制入力機能を実装する場合、整合性の確保が難しくなるため。

検討 （通常版）
本要件については、APPLIC税TFとのQA表にて要件の実現性を確認した経緯があり、実装すべき機能として定義
することを確認しております。したがって、実装すべき機能として現行案から変更なしといたします。

なお、事業者より強制入力機能を実装する場合における懸念のご意見を頂戴しておりますが、一時的な入力を
可能な仕様とすることで整合性も確保できると考えております。

【要件の考え方・理由に追記】
・なお、システムによっては、調定前に自動計算した金額と不一致となる申告分のエラーを解消する必要があ
り、申告不一致となる申告書は一時登録はできるが調定処理が不可となる仕様も考えられる。機能を実装する
意図としては、申告額がシステム計算と不一致であっても、一時的に受理・登録できることが求められること
から、こうした仕様も許容される。

承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 当市では左記案件は想
定しておりません

承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 9 0 0 1 6 0 0 4

# 2.2.22. 2

強制入力を行った申告情報は、課税情報照会画面で強制入力の旨が表示できること。
帳票やEUC等により、強制入力を行い、法人住民税システム上の計算結果と合わないまま申告登録されている申
告情報を抽出できること。

実装してもしなくても
良い

0 0 0 10 0 0 0 10

# 2.2.23.

申告入力時に、電子申告である旨の登録ができること。eLTAX連携により登録されたデータは、自動的に電子申
告の旨が登録されること。課税情報を照会した際に、電子申告による申告か否かが画面上で確認できること。

実装すべき 電子申告の旨を管理項目として有することで、問合せへの対応や電子申告の利用状況の把握に活用することを想定する。 0 0 0 10 0 0 0 10

# 2.2.24.

申告登録時に、特定法人であることが画面上で判別できること。株式会社等、公益法人等及び協同組合等につ
いては、「前事業年度の資本金の額」による判定を可能とする。

申告登録時に、特定法人であることが画面上で判別できること。株式会
社等、公益法人等及び協同組合等については、「前事業年度の資本金の
額」による判定を可能とする。

実装してもしなくても
良い

電子申告の義務のある特定法人については、書面の申告書で本来受付しないことから、申告登録時に該当の特定法人かを視認できる機能を定義
する。また、当該事業年度開始時点の資本金を判定する費用対効果を踏まえ、申告情報として登録されている前事業年度末日時点の資本金の金
額を代用することでも問題ないとした。
なお、大法人を中心に既にeLTAXの利用が一定程度進んでいることから、実務上は必須ではないとして実装してもしなくても良い機能とした。

0 0 0 10 0 0 0 10

# 2.2.25.

整理番号（庁内処理用）を管理できること。整理番号は、課税状況検索や帳票出力時のソート項目としても利
用できること。
※自動連番、手動付番等の詳細は問わない。

整理番号（庁内処理用）を管理できること。整理番号は、課税状況検索
や帳票出力時のソート項目としても利用できること。
※自動連番、手動付番等の詳細は問わない。

実装してもしなくても
良い

整理番号を、申告書の登録順に付番して、書面の申告書の編綴後の検索を容易にするなどの運用がある。利用していない地方団体も一定数あ
り、実務上は必須の機能ではないことから、実装してもしなくても良い機能とした。
なお、以下のように様々な実装方法があるが、このいずれでも業務上の支障がないことから、付番方法は問わず、この他の方式も許容する。

【整理番号の実装例】
・自動で連番を振る（年度でリセット、設定で連番・年度切替可、など）
・申告区分ごとに申告書登録順に年間・月間で連番を自動付番
・自動連番に加えて、手動で番号設定もできる（重複チェックあり）
・調定内訳（申告書）一覧や申告チェックリストを整理番号順に出力可
・整理番号を課税状況照会で確認可能

報告 （通常版）（限定機能版（仮称））
（Github　No.331）
ベンダーから以下の意見がございました。

『整理番号について、法人基本情報の税務署の管理番号や、届出処理に付番、申告書の発行番号、申告書の町
内処理用の番号など、異なる管理を行っている番号で同一の名称が使用されています。
現状のままですと、「整理番号」について使用箇所が多くユーザーが混乱してしまうと推測されます。
今後システムベンダーが切り替わる際など、項目名の意味合いについてユーザーが混乱しないよう、標準仕様
で定義される項目名に合わせるよう項目名称を調整する方向でおりますので、用途に合わせた命名を考慮いた
だけないでしょうか。
例）法人整理番号、申告整理番号、税務署整理番号　等』

上記を踏まえて、本仕様書の記載内容に関する齟齬が生じないために、以下の整理番号の分類例に基づき、記
載内容が明確となるよう整理したく考えております。

【用語整理】
①届出整理番号（法人設立届出等の管理番号。庁内処理用）
②発行整理番号（申告書の発行番号）
③申告整理番号（申告書の登録連番）
④税務署整理番号（税務署で使用される整理番号）※旧法源番号

承諾 承諾 1 0 0 9 1 0 0 9

# 2.2.26. 1

調定年度を管理できること。 課税年度を管理できること。 実装すべき 事業者が管理する年度情報の表記がそれぞれ異なることから、標準仕様書で用語の統一を行う。調定を計上した年度は「調定年度」とし、す
る。システム上で現事業年度・過事業年度を判別する項目を「課税年度」とした。
また、後者は、システムで集計等を行う際に活用する項目であり、業務で活用する項目ではないことから、実装してもしなくても良い機能とし
ている。

0 0 0 10 0 0 0 10

# 2.2.26. 2

課税年度を管理できること。 実装してもしなくても
良い

システム上で現事業年度・過事業年度を判別する項目を「課税年度」としたする。
「課税年度」は、システムで集計等を行う際に活用する項目であり、業務で活用する項目ではないことから、実装してもしなくても良い機能と
している。

0 0 0 10 0 0 0 10

# 2.2.27.

残余財産確定事業年度に係る申告書の登録時に、残余財産確定の日を登録して事業年度至を設定できること。
ただし、法人基本情報で残余財産確定の日を基にみなし事業年度を管理する場合はこの限りではない。

実装すべき 事業年度は本来、法人基本情報を正とすべきであるが、残余財産確定事業年度に係る申告書においては、申告書からその情報を取得することか
ら申告登録の流れで処理できる当該機能を定義した。
ただし、法人基本情報に当該年月日を登録した上で、申告書登録を行う事務フローとしても業務上の負担は無いため、システム上はそのどちら
の挙動としても問題ない。

（通常版）
【②現在の対応状況の集計結果】
5社中2社が未対応の要件
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【③2025年までの実装】
△【製品名：D】
現時点での機能定義から想定される改修規模が大きく2025年までの実装には実装方法も含め検討が必要

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（限定機能版（仮称））
【②現在の対応状況の集計結果】
5社中2社が未対応の要件
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【③2025年までの実装】
△【製品名：H】
実装する場合は後者の方法となるが、1.1.19.に記載の通り、みなし事業年度の反映について、要望をいただいたことがなく、また、issueのやり取りにおいても対応が
難しいと回答したベンダーが多数あったため、過剰と考えます。

報告 【変更なし】
（通常版）
未対応の全2社中1社について、2025年までの実装は対応可能との回答を頂いております。うち1社は、改修規
模が大きく実装方法も含め検討が必要と回答しております。

（限定機能版（仮称））
未対応の全2社中1社について、2025年までの実装は対応可能との回答を頂いております。うち1社は、地方団
体からの要望を受けたことが無い点と対応困難と考えるベンダが多数であるという意見でした。

実装すべき機能としたみなし事業年度はWT内でも要望が強く、ヒューマンエラーの防止に繋がると考える一方
で、すべてのパターンへの対応は非現実的という点から、特に重要性が高いとWTで判断された要件に限定した
経緯があります。
後者については、他事業者の回答より2025年までの実装が可能と見込めているため、本要件は実装すべき要件
といたします。

承諾 承諾 1 0 0 9 1 0 0 9

# 2.2.28. 申告入力（確定申告）

第20号様式に規定する摘要欄の各種項目を管理（設定・保持・修正）できること。以下の情報についても管理
（設定・保持・修正）できること。
なお、分割基準を基にした課税標準額や均等割額など、自動計算及び表示が可能な項目は自動計算及び表示を
行うこと。

＜管理項目に含む＞
・使途秘匿金税額等
・法人税法の規定によって計算した法人税額
・試験研究費の額等に係る法人税額の特別控除額
・還付法人税額等の控除額
・退職年金等積立金に係る法人税額
・市町村民税の特定寄附金税額控除額
・外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額の控除額
・外国の法人税等の額の控除額
・仮装経理に基づく法人税割額の控除額
・租税条約の実施に係る法人税割額の控除額

実装すべき - 0 0 0 10 0 0 0 10

# 2.2.29. 1

申告入力時に同一事業年度の「既に納付の確定した当期分の法人税割額・均等割額」など、前回の課税情報か
ら流用できる項目は自動的に初期設定されること。
当該事業年度に申告区分「見込納付」として申告登録が入力されている場合は、確定申告の登録時に見込納付
額も初期表示するが、見込納付額は確定申告入力時に、第20号様式の申告額に合わせて金額を修正して登録も
できること。
このとき修正する見込納付額は、法人住民税システムの課税登録上の金額であり、収納管理システムで管理す
る納付額には影響がないこと。

確定申告の登録時に、収納管理システムで管理する申告区分「見込納
付」の納付データを参照して表示し、申告登録できること。このとき、
見込納付額は修正して登録もできること。
また、見込納付は、確定申告とは別に申告区分「見込納付」として登録
され、申告日は収納管理システムで管理する納付日で設定されること。

実装すべき 前回の課税情報から引用できる項目は、業務効率化及び正確性向上のために引用して登録する。
見込納付については、申告情報としての登録を2.2.30において実装してもしなくても良い機能としているが、仮に登録されている場合には確定
申告の登録時に修正できることが必要とした。

（通常版）
【②現在の対応状況の集計結果】
5社中3社が未対応の要件
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【③2025年までの実装】
△【製品名：E】
見込納付額について、見込納付として入力された値から変更させてしまうと、整合性の確保が難しいため。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（限定機能版（仮称））
【②現在の対応状況の集計結果】
5社中1社が未対応の要件
「確定申告書入力時に見込納付額は金額修正できないように制御しています。」
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【③2025年までの実装】
△【製品名：I】
収納管理システムに影響がでないように修正可能とする仕組みを作成する必要があります。

検討 （通常版）（限定機能版（仮称））
事業者による実現性評価を踏まえて、本要件の緩和を検討いたします。
具体的には、以下の記載を削除することを想定しております。

「このとき修正する見込納付額は、法人住民税システムの課税登録上の金額であり、収納管理システムで管理
する納付額には影響がないこと。」

【修正案】（通常版・限定機能版（仮称）共通）
申告入力時に同一事業年度の「既に納付の確定した当期分の法人税割額・均等割額」など、前回の課税情報か
ら流用できる項目は自動的に初期設定されること。
当該事業年度に申告区分「見込納付」として申告登録が入力されている場合は、確定申告の登録時に見込納付
額も初期表示するが、見込納付額は確定申告入力時に、第20号様式の申告額に合わせて金額を修正して登録も
できること。
このとき修正する見込納付額は、法人住民税システムの課税登録上の金額であり、収納管理システムで管理す
る納付額には影響がないこと。

承諾 承諾 承諾 承諾 削除要件に当たり
ます、「収納管理
システムで管理す
る納付額には影響
が出ないこと」に
つきましては実装
されないという認
識でよろしいで
しょうか。

承諾 承諾 問題ないです 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 9 0 0 1 7 0 0 3

# 2.2.29. 2

確定申告の登録時に、収納管理システムで管理する申告区分「見込納付」の納付データを参照して表示し、申
告登録できること。このとき、見込納付額は修正して登録もできること。
また、見込納付は、確定申告とは別に申告区分「見込納付」として登録され、申告日は収納管理システムで管
理する納付日で設定されること。

実装してもしなくても
良い

0 0 0 10 0 0 0 10

# 2.2.30.

該当事業年度における収納管理システムにて登録及び管理している申告区分「見込納付」の納付額データを取
り込み、法人住民税システムに見込納付の申告情報が一括で登録できること。申告区分は「見込納付」とし
て、確定申告とは別に登録されること。
申告年月日は、収納管理システムで管理する納付日で登録されること。

該当事業年度における収納管理システムにて登録及び管理している申告
区分「見込納付」の納付額データを取り込み、法人住民税システムに見
込納付の申告情報が一括で登録できること。申告区分は「見込納付」と
して、確定申告とは別に登録されること。
申告年月日は、収納管理システムで管理する納付日で登録されること。

実装してもしなくても
良い

見込納付は申告ではないことから、調定処理をしていない地方団体と、収納管理システムにおける納付額データをもとに法人住民税システムで
調定処理を行う運用をしている地方団体とがあるため、これに対応する機能を定義した。
なお、ここで登録する見込納付額は確定申告の入力時に用いるのではなく、あくまで調定処理や調定見込の算定という団体固有の運用を目的と
したものであることから、確定申告入力時の見込納付額の表示とは明確に区別して定義した。
また、見込納付額については、収納管理システムの機能として、「未調定分」あるいは申告区分「見込納付」として納付されたデータを抽出す
ることで確認することが可能であり、本機能が実装されない場合であっても代替運用の検討が可能である。

報告 （通常版）（限定機能版（仮称））
（Github　No.385）
ベンダーから以下の意見がございました。

『機能要件2.2.30.の記載では「見込納付」について収納管理システムから納付額データを取り込み、見込納
付の申告情報を一括で登録できることとあります。
「みなす申告」についても納付だけ行い予定申告を出さない法人について収納管理システムを参照して登録す
るケースがありますが、「見込納付」と同様の取り扱いとならないでしょうか。
上記のケースで「みなす申告」を登録後、遅れて法人から予定申告が来た場合、「みなす申告」は予定申告さ
れているものという取り扱いのため「予定修正申告」で登録されますので、「みなす申告」と「予定申告」が
同一事業年度では重複しない想定です。』

上記を踏まえて、一定規模の地方団体ではニーズがあると考えられるため、「実装してもしなくても良い
機能」として以下の内容を追加で定義いたします。

機能要件：「収納管理システムと連携し、予定申告の納付を行っており調定がされていない（申告がない）法
人を、一括でみなす申告として登録できること。」

要件の考え方・理由：「市町村では予定申告義務の正確な把握が難しいことから、みなす申告の判断に「納付
有無」を活用している地方団体が一定数存在している。当該機能が無い場合は、収納管理システムから納付の
みの予定申告を一覧出力して、これをもとに法人住民税システムで個別入力する運用が想定されていた。
　当該機能を実装することにより、みなす申告の件数が多い地方団体においては業務の効率化を図ることがで
きるが、現在のパッケージシステムにおける対応度等に鑑み、実装してもしなくても良い機能として定義す
る。
　なお、実現方法については、APIによる連携、CSVファイルを取り込む方式などいずれの方式でも要求事項を
満たせれば問題ない。」

承諾 承諾 1 0 0 9 1 0 0 9

# 2.2.31. 1

外国の法人税等の額の控除額について、控除外国税額（市町村民税分）、市町村内従業者数及び全従業者数を
入力することで、控除額が自動計算されること。控除外国税額（市町村民税分）、市町村内従業者数及び全従
業者数を入力せず、控除額のみを入力して税額計算することもできること。
控除額のうち標準税率相当分及び超過税率相当分を自動計算できること。

外国の法人税等の額の控除額について、控除未済外国税額の管理（設
定・保持・修正）ができ、翌事業年度以降の申告においても計算後の控
除未済外国税額が参照ができること。更正等の処理時にも控除未済額が
適切に管理できること。

実装すべき 外国の法人税等の額の控除について、明細を詳細に管理する要望と、全ての項目を入力することへの事務負担を考慮し、入力は必須ではないも
のの管理機能は実装すべきとした。
控除未済額については、明細情報をシステム管理せずに運用する地方団体もいることから、実装してもしなくても良い機能とした。

（通常版）
【②現在の対応状況の集計結果】
5社中5社が未対応の要件
（主な理由）
・外国税額等控除額の自動計算機能に対応していない
・管理項目が不足している
・市内外の従業員数等を加味して算出できるように改修が必要。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（限定機能版（仮称））
5社中2社が未対応の要件
「外国の法人税等の額の控除額について、控除外国税額（市町村民税分）、市町村内従業者数及び全従業者数を入力することで、控除額が自動計算されること。」

5社中1社が未対応の要件
「控除額のうち標準税率相当分及び超過税率相当分を自動計算できること。」

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【③2025年までの実装】
△【製品名：H】
提示されているどちらかの自動計算ができればよく、要望をいただいたこともないため、全てを必須機能とするには過剰と考えます。

検討 （通常版）（限定機能版（仮称））
事業者による実現性評価を踏まえ、実装してもしなくても良い機能に緩和した上で、以下の機能要件に改案し
たく考えております。
なお、第20号様式に係る項目入力は、2.2.28で担保されており、本機能は明細の入力機能に該当しますので、
合わせて記載を明確化しました。

【修正案】
（実装してもしなくても良い機能に変更）
（通常版・限定機能版（仮称）共通）

新：「外国の法人税等の額の控除に関する明細書の内容が管理できること。
外国の法人税等の額の控除額について、控除外国税額（市町村民税分）、市町村内従業者数及び全従業者数を
入力することで、控除額が自動計算されること。控除外国税額（市町村民税分）、市町村内従業者数及び全従
業者数を入力せず、控除額のみを入力して税額計算することもできること。
控除額のうち標準税率相当分及び超過税率相当分を自動計算できること。」

承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 修正案で問題ありませ
ん

承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 要検討 承諾 要件を緩和してもよい
ので、実装すべき機能
とすることが望ましい
と考えます。

承諾 承諾 承諾 8 0 1 1 7 0 0 3 （通常版）
I市様コメント
「要件を緩和してもよいので、実装
すべき機能とすることが望ましいと
考えます。」

実装すべき機能として担保する必要性をWT構成員の皆様
に確認の上、検討させて頂きたく思います。

# 2.2.31. 2

外国の法人税等の額の控除額について、控除未済外国税額の管理（設定・保持・修正）ができ、翌事業年度以
降の申告においても計算後の控除未済外国税額が参照ができること。更正等の処理時にも控除未済額が適切に
管理できること。

実装してもしなくても
良い

控除未済額については、明細情報をシステム管理せずに運用する地方団体もいることから、実装してもしなくても良い機能とした。 0 0 0 10 0 0 0 10

# 2.2.32. 1

特定寄附金税額控除額及び仮装経理に基づく控除額の金額を入力し、税額計算が行えること。租税条約の実施
に係る控除額を入力し、税額計算が行えること。
特定寄附金の額を管理できること。寄附件数を管理できること。

仮装経理に基づく控除額の未済額が管理（設定・保持・修正）でき、翌
事業年度以降の申告においても計算後の控除未済額の参照ができるこ
と。更正等の処理時にも控除未済額が適切に管理できること。

実装すべき 第20号様式に規定する各種控除項目を入力する機能を定義した。これらは、控除明細を入力せずに、第20号様式の金額だけでも申告書登録が出
来ることを前提とする。
なお、特定寄附金の額、寄附件数は課税状況調に必要となる項目であるが、多くの地方団体では特定寄附金控除があった申告書を遡って金額及
び件数を確認していたことから、地方団体の運用によって申告登録時に明細情報を入力することも可能とした。
仮装経理の控除未済額については、明細情報をシステム管理せずに運用する地方団体もいることから、実装してもしなくても良い機能とした。

（限定機能版（仮称））
△【製品名：H】
（理由の記載なし。）

報告 【変更なし】
（限定機能版（仮称））
概ねの事業者が、2025年までの実装を対応可能と回答していることから実装すべき要件といたします。

報告 （通常版）（限定機能版（仮称））
（Github No.235）
ベンダーより以下意見を受領しております。

『「特定寄附金の額を管理できること。」について、管理方法の確認です。
要件の考え方・理由には、「第20号様式に規定する各種控除項目を入力する機能を定義した。」とあります
が、第20号様式には特定寄附金税額控除額の欄しかありません。
これは第20号の５様式「特定寄附金を支出した場合の税額控除の計算に関する明細書」を管理できることとい
う仕様になりますでしょうか。』

上記を踏まえ、以下のとおり要件の考え方・理由を補記いたしました。

新：「課税状況調の集計に活用するために、第20号様式に規定する各種控除項目を入力する機能を定義した。
これらは、控除明細を入力せずに、第20号様式の金額だけでも申告書登録が出来ることを前提とする。
なお、特定寄附金の額、寄附件数は課税状況調に必要となる項目であるが、多くの地方団体では特定寄附金控
除があった申告書を遡って金額及び件数を確認していたことから、地方団体の運用によって申告登録時に第20
号の５様式「特定寄附金を支出した場合の税額控除の計算に関する明細書」における寄付額、寄附件数及び控
除額を法人単体ごとに入力することも可能とした。」

承諾 承諾 1 0 0 9 1 0 0 9

# 2.2.32. 2

仮装経理に基づく控除額の未済額が管理（設定・保持・修正）でき、翌事業年度以降の申告においても計算後
の控除未済額の参照ができること。更正等の処理時にも控除未済額が適切に管理できること。

実装してもしなくても
良い

仮装経理の控除未済額については、明細情報をシステム管理せずに運用する地方団体もいることから、実装してもしなくても良い機能とした。 （限定機能版（仮称））
△【製品名：H】
（理由の記載なし。）

報告 【変更なし】
（限定機能版（仮称））
△【製品名：H】
理由未記載のため、対応しない。

承諾 承諾 1 0 0 9 1 0 0 9

# 2.2.33.

法人基本情報が分割法人となっている法人の申告は分割基準の内訳（全従業者数及び当該市町村分の従業者
数）を入力でき、入力した内容が法人税割の計算に適用されること。分割法人については分割基準が入力され
ていない場合、アラートとなり、処理は継続できること。
申告入力時に法人基本情報の分割区分の登録内容を表示し、申告入力時に修正できること。

実装すべき 分割法人については、支店の開廃等により、事業年度単位で状況が変わることがあるため、法人基本情報を参照しつつも申告登録時に変更でき
る機能を定義した。
特段の届出等がなく単独・分割の変更をしている場合もあるため、法人基本情報との不一致には注意喚起のみ行うことで、申告チェックの正確
性と効率性を担保している。

0 0 0 10 0 0 0 10

# 2.2.34.
申告入力（修正確定申
告）

確定申告入力と同等の入力機能を有し、申告額を入力して既に確定した税額との差額を自動計算できること。 実装すべき - 0 0 0 10 0 0 0 10

# 2.2.35.

修正確定申告の入力時に、以下を管理できること。
・国税の申告基礎（更正決定／修正申告）
・国税処理日（更正年月日／修正申告年月日）

実装すべき 修正申告の登録時には、申告基礎の内容を入力することで、延滞金の計算に必要な情報を収納管理に連携する。
なお、申告基礎については、地方税法第321条の８第23項に規定する修正申告（法人税の修正申告書を提出又は法人税で更正・決定あり。いわゆ
る「義務修正」）かそれ以外（いわゆる「自主修正」）か、あるいは義務修正が法人税の更正決定に基づくか否かを判断することにも活用で
き、修正申告の提出期限及び延滞金計算にも影響する項目となることを想定する。

0 0 0 10 0 0 0 10

# 2.2.36. 1

期間制限を経過した場合日以後に提出のあった修正申告及び期限後申告であっても、アラートを表示した上で
登録が可能なこと。

＜期間制限＞
・法定納期限の翌日から５年以内（法第17条の５第１項）

期間制限を経過した場合であっても、アラートを表示した上で修正申告
及び期限後申告の登録が可能なこと。

＜期間制限＞
・更正請求日から６月以内（法第17条の５第２項）
・法人税の更正・決定や申告から２年以内（法第17条の６第３項）

実装すべき 除斥期間を超えた申告を誤って入力してしまうことを防止するため、チェックを行うこととした上で、法人住民税においては租税条約や後発的
事由等、システムで判定できない期間制限の特例が存在するため、エラーではなくアラートとしている。原則である法定納期限から５年間は実
装すべき機能とし、特例については実装してもしなくても良い機能とした。ている。

（限定機能版（仮称））
【②現在の対応状況の集計結果】
5社中3社が未対応の要件

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【③2025年までの実装】
△【製品名：H】
左記のとおり、法第17条の５第１項には修正申告及び期限後申告の記載はされていない。
また、期間制限を経過した後に修正申告や期限後申告が登録されるケースがそこまで頻繁に発生するようには思えないため、必須とするには過剰と判断した。

報告 【変更なし】
（限定機能版（仮称））
修正申告や期限後申告の期間制限については条文上の明記はありませんが、更正・決定ができない期間の申告
は受理すべきではないものと解されています。
本要件は実装すべき要件といたします。

報告 （通常版）（限定機能版（仮称））
（疑義事項No.21）
ベンダーより以下意見を受領しております。

『法根拠として法第17条の５第１項が記載されていますが、修正申告及び期限後申告の記載がないように思い
ます。（更正・決定のみ）
そのため、修正申告や期限後申告には上記のような期間制限はないと認識しております』

上記の意見に対して、事務局からは逐条解説を踏まえて『修正申告や期限後申告の期間制限については条文上
の明記はありませんが、更正・決定ができない期間の申告は受理すべきではないものと解されています。』と
回答しております。

承諾 承諾 1 0 0 9 1 0 0 9

# 2.2.36. 2

期間制限を経過した場合であっても、アラートを表示した上で修正申告及び期限後申告の登録が可能なこと。

＜期間制限＞
・更正請求日から６月以内（法第17条の５第２項）
・法人税の更正・決定や申告から２年以内（法第17条の６第３項）

実装してもしなくても
良い

特例については実装してもしなくても良い機能とした。 0 0 0 10 0 0 0 10

# 2.2.37.

修正申告の入力時は、「この申告により納付すべき市町村民税額」（第20号様式の⑲欄）が減額となる入力を
エラーとすること。

実装すべき - 【②現在の対応状況の集計結果】
5社中3社が未対応の要件

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【③2025年までの実装】
△【製品名：H】
要望をいただいたこともなく、現状問題なく運用いただいているため。

報告 【変更なし】
本要件は、WTで検討の上、実装すべき機能としております。また、地方税法に基づき当然にエラーとすべき内
容と捉えています。

承諾 承諾 1 0 0 9 1 0 0 9

# 2.2.38.

「更正（減額）」の課税情報がある事業年度で、税額を増額させる修正又は再更正を入力する際には、法人税
の前回減額理由（1. 職権更正、2. 更正請求）を登録でき、平成28年度税制改正における延滞金の除算期間の
計算に使用できること。

「更正（減額）」の課税情報がある事業年度で、税額を増額させる修正
又は再更正を入力する際には、法人税の前回減額理由（1. 職権更正、
2. 更正請求）を登録でき、平成28年度税制改正における延滞金の除算
期間の計算に使用できること。

実装してもしなくても
良い

平成28年度の税制改正において、法人税で減額更正があった後の更正、修正申告では延滞金の除算期間が変わることとなった。このとき、法人
税の減額更正が「職権更正」なのか「更正の請求」なのかにより、延滞金の計算が変わることを踏まえて本機能を定義している。ただし、本事
例事態が頻繁に発生するものではなく、また市町村の法人課税業務では実務上、職権更正か更正請求に基づく更正かを判断する情報が十分でな
い場合があることも踏まえて、実装してもしなくても良い機能としている。

0 0 0 10 0 0 0 10

# 2.2.39.
申告入力（中間・修正
中間申告）

確定申告入力と同等の入力機能を有し、仮決算による中間申告書を入力及び修正できること。 実装すべき - 0 0 0 10 0 0 0 10

# 2.2.40.
申告入力（予定・修正
予定申告）

予定申告入力時に、前事業年度の申告内容及び予定申告額を自動表示できること。 実装すべき - 検討 （通常版）（限定機能版（仮称））
（Github　No.237）
ベンダーから以下の意見がございました。

『予定申告を登録する画面について、前事業年度の申告内容である⑨～⑱の額も画面に入力・管理する前提の
仕様になりますでしょうか。
予定申告について、前事業年度の申告内容である⑱の額を元に①を自動表示し、②～⑦までを自動計算又は手
入力することで十分としております。

上記仕様の理由として、⑨～⑱の額は前事業年度の申告で既に管理済みの項目であり、自治体から送付する予
定申告書についても⑨～⑱の額は印字済みで送付するため、改めて予定申告登録時に⑨～⑱の額を入力・管理
することは二重管理であり、ユーザー様の入力・管理負担になるため、予定申告の額としては①～⑦までの管
理としております。

「予定申告入力時に、予定申告額を自動表示できること。」は実装すべき項目として必須だと考えますが、
「前事業年度の申告内容」については実装してもしなくてもいい項目と考えております。
「前事業年度の申告内容」を実装すべき項目とする場合は、管理負担が増えることについて現行ユーザーへの
説明が難しいため、予定申告にて前事業年度の申告情報を管理する必要性についてご教示ください。』

上記について、前事業年度の金額は、仕様のとおり、自動表示することで足り、ユーザーから入力させる必要
は想定しておりません。2.2.41.にあるように、修正できるのは今回の予定申告額だけであり、管理負担が増
えることは無いものの、画面表示項目が多くなるなどのデメリットはあるかと思います。

【確認事項】
以下の修正案でも差し支えないでしょうか。

「予定申告入力時に、前事業年度の申告内容及び予定申告額を自動表示できること。」

承諾 承諾 承諾 承諾 「全事業年度の申
告内容」につきま
しては実装しなく
てもよい機能とい
て差し支えありま
せん。

承諾 承諾 修正案で問題ありませ
ん

承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 10 0 0 0 7 0 0 3 B市様コメント
「「全事業年度の申告内容」につき
ましては実装しなくてもよい機能と
いて差し支えありません。」

# 2.2.41.

予定申告額は、手入力及び自動表示後の金額の修正もできること。 実装すべき - 0 0 0 10 0 0 0 10

# 2.2.42.

修正予定申告書を入力する場合は、前回予定申告額を「既に納付の確定した当期分の法人税割額」に自動表示
した上で、差額の計算及び入力処理ができること。

実装すべき - 0 0 0 10 0 0 0 10

# 2.2.43.
申告入力（みなす申
告）

予定申告対象法人について、未申告の法人は、みなす申告処理ができること。
申告入力時は申告期限（申告年月日）及び予定申告額を自動表示し、予定申告入力と同等の処理で入力できる
こと。

実装すべき 予定申告の義務があるとしてシステム上で対象になる法人について、未申告法人を確認してみなす処理を行うことを想定している。 0 0 0 10 0 0 0 10

# 2.2.44.

みなす申告入力後に、みなす予定通知書、みなす予定決議書及びみなす納付書が出力できること。 みなす申告入力後に、みなす予定通知書、みなす予定決議書及びみなす
納付書が出力できること。

実装してもしなくても
良い

みなす予定通知書は法律上求められる事務ではなく、地方団体のサービスの一環、あるいは納付交渉前の連絡手段として利用されるものであ
る。みなす申告処理自体は行政処分に当たらず、納付がない場合には通知書を送付しない地方団体もあることから、実装してもしなくても良い
機能としている。

0 0 0 10 0 0 0 10

# 2.2.45.

予定申告の義務がある法人のうち、未申告のものについて、複数選択するなどして一括でみなす申告の処理が
できること。

予定申告の義務がある法人のうち、未申告のものについて、複数選択す
るなどして一括でみなす申告の処理ができること。

実装してもしなくても
良い

予定申告の義務がある法人のうち、未申告法人でみなす申告を行う必要がある場合、実装すべき機能では通常の予定申告と同様に１件ずつ処理
することを想定している。
当該機能は、未申告であるみなす申告処理対象法人をシステム画面上で一覧化して複数選択することで、大量にみなす申告処理を行う地方団体
において、業務効率性を向上させるための機能であり、その処理件数によって必要性が変わることから実装してもしなくても良い機能としてい
る。

0 0 0 10 0 0 0 10

# 2.2.46. 申告入力（均等割申
告・修正均等割申告）

第22号の３様式に合わせて入力ができること。
申告入力時に申告期限が4月30日（休日を考慮）で設定されること。
修正均等割申告の入力ができること。

実装すべき 均等割申告の申告期限は定款上の事業年度の末日から２月ではなく、４月30日であることから、確定申告とは異なる制御を行う。 （通常版）
【②現在の対応状況の集計結果】
5社中1社が未対応の要件
理由としては、「修正均等割申告の登録機能を追加する必要がある。
※現状、修正均等割申告についても「修正確定申告」のメニューから入力いただいているため。」

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【③2025年までの実装】
△【製品名：D】
現時点での機能定義から想定される改修規模が大きく2025年までの実装には実装方法も含め検討が必要

検討 （通常版）（限定機能版（仮称））
本要件内では、下記①～③の機能について定義しております。

①第22号の３様式に合わせて入力ができる機能。
②申告入力時に申告期限が4月30日で設定される機能。
③修正均等割申告の入力ができる機能。

このうち、事業者回答による実現性評価の結果、③の機能についての実装が課題視されていることを確認でき
ました。
したがって、③機能を意図する下記の要件については、実装してもしなくても良い機能へ緩和したく考えてお
ります。

【実装してもしなくても良い機能へ緩和】（通常版・限定機能版（仮称））
「修正均等割申告の入力ができること。」

報告 （通常版）（限定機能版（仮称））
（Github No.456）
ベンダーより以下意見を受領しております。

『「第22号の３様式に合わせて入力ができること。」とあるが、ベンダーによっては第20号様式と
入力画面を共有しているケースがあるため「第22号の3様式で申告した内容がシステムに入力できること。」
に変更いただけないでしょうか。』

上記を踏まえて、機能要件の一文目を以下のとおり修正いたします。

旧：「第22号の３様式に合わせて入力ができること。」
新：「第22号の３様式で申告された内容のに合わせて入力ができること。」

承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 修正案で問題ありませ
ん

承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 9 0 0 1 7 0 0 3

# 2.2.47.
申告一括処理（パンチ
データ等入力処理）

申告書パンチデータファイル（OCRデータを含む）を一括で取り込み、課税情報の更新及び調定を行い、申告一
括処理結果を作成できること。
このとき、申告された事業年度、法人税額などをもとに、法人基本情報の登録有無や事業年度等の形式チェッ
ク、申告税額が適正かをチェックできること。誤りがある申告書についてはエラーとなり、申告一括処理結果
に出力されること。

申告書パンチデータファイル（OCRデータを含む）を一括で取り込み、
課税情報の更新及び調定を行い、申告一括処理結果を作成できること。
このとき、申告された事業年度、法人税額などをもとに、法人基本情報
の登録有無や事業年度等の形式チェック、申告税額が適正かをチェック
できること。誤りがある申告書についてはエラーとなり、申告一括処理
結果に出力されること。

実装してもしなくても
良い

eLTAXでの申告が普及していることから、eLTAXデータの取込を必須化する一方で、紙申告書についてはオンライン画面での個別登録処理を想定
している。
ただし、紙申告書の件数が多い一部地方団体では、申告書のシステム入力業務を外部に委託していたり、複写式等の申告書を活用してOCR読み取
りをしているケースがあり、任意のレイアウトに基づくCSVファイルでの一括取込を必要とする。これについて、限られた地方団体でのみ実施す
る業務であることから、実装してもしなくても良い機能としている。

0 0 0 10 0 0 0 10

# 2.2.48.

申告書パンチデータ及びOCRデータの一括取込でエラーとなった申告情報については、個別にシステム上で修正
して登録できること。修正登録された情報により課税情報の更新及び調定ができること。
（最新事業年度の申告入力をしようとするとエラー分の申告内容が初期表示される、整理番号を自動付番して
それを基に申告エラー修正画面に展開できるなど方式は問わない）
法人基本情報がない申告情報については、法人基本情報を登録した後の法人管理番号で紐づけることで課税情
報に登録及び調定できること。

申告書パンチデータ及びOCRデータの一括取込でエラーとなった申告情
報については、個別にシステム上で修正して登録できること。修正登録
された情報により課税情報の更新及び調定ができること。
（最新事業年度の申告入力をしようとするとエラー分の申告内容が初期
表示される、整理番号を自動付番してそれを基に申告エラー修正画面に
展開できるなど方式は問わない）
法人基本情報がない申告情報については、法人基本情報を登録した後の
法人管理番号で紐づけることで課税情報に登録及び調定できること。

実装してもしなくても
良い

- 0 0 0 10 0 0 0 10

# 2.2.49.

申告書パンチデータ及びOCRデータファイルを一括で取り込んだ際、個別申告入力と同様に法人基本情報の異動
登録（更新履歴）ができること。
通常の法人基本情報の異動登録と同様に異動履歴を管理し、異動事由は「申告」とし、異動年月日も登録でき
ること。
異動年月日は「申告年月日」、「申告登録年月日」又は「事業年度至」のいずれも可とする。

申告書パンチデータ及びOCRデータファイルを一括で取り込んだ際、個
別申告入力と同様に法人基本情報の異動登録（更新履歴）ができるこ
と。
通常の法人基本情報の異動登録と同様に異動履歴を管理し、異動事由は
「申告」とし、異動年月日も登録できること。
異動年月日は「申告年月日」、「申告登録年月日」又は「事業年度至」
のいずれも可とする。

実装してもしなくても
良い

申告登録に基づき、法人基本情報を更新する場合において、履歴が作成できないと必要な履歴を上書きしてしまう可能性があることから、履歴
作成は必要である。ただし、パンチデータ及びOCRデータの取込自体が実装してもしなくても良い機能としているため、同様に実装してもしなく
ても良い機能としている。
また、履歴を作成する際の更新日は、申告日、申告登録日、事業年度末日など、パッケージにより違いがあるが、業務への影響が軽微であるこ
とからいずれの方式も可とする。

0 0 0 10 0 0 0 10

# 2.2.50.
申告一括処理（eLTAX
連携）

eLTAXと連携し、電子申告データを一括で取り込み、課税情報の更新及び調定ができること。取り込んだデータ
について、エラーチェックを行い、登録結果をリスト出力できること。

＜eLTAX連携エラー＞
・税額計算エラー（申告データとシステム上計算された税額の不一致）
・ID紐づけエラー（法人基本情報に登録がない納税者ID）
・重複データエラー（同一年度かつ同一申告区分のデータがあるもの）
・事業年度エラー

実装すべき - 0 0 0 10 0 0 0 10

# 2.2.51.

eLTAXの一括取込でエラーとなった申告情報については、法人住民税システム上に仮登録され、エラーとなった
申告書情報を選択して個別に法人住民税システム上で修正して登録できること。修正登録された情報により課
税情報の更新及び調定ができること。（最新事業年度の申告入力をしようとするとエラー分の申告内容が初期
表示される、整理番号を自動付番してそれを基に申告エラー修正画面に展開できるなど方式は問わない）
法人基本情報がない、納税者IDの紐づけができない申告情報についても法人住民税システム上は仮登録を行
い、法人基本情報に納税者IDを登録して再度取込処理を行うことで、課税情報の更新及び調定ができること。

実装すべき eLTAXデータの取込後、エラーとなった申告書か否かで業務内容が変わるが、ここではエラーとなった申告書を順々に個別処理で確認していく運
用を想定している。
エラーが解消されたのちには、通常の申告書取込と同様に課税登録、調定処理がされることを定義している。
全国意見照会及び指定都市へのヒアリングにて、eLTAXの申告データを取り込んだ際にエラーとなったデータについても、課税情報として本登録
及び調定をせずにデータベース上に当該エラーとなった申告データを保持し、その申告データを呼び出して、修正が必要な項目のみを変更する
ような形式が業務運用上は望ましいとの意見が多く、エラーとなった申告データを再度通常の紙申告と同様にオンライン画面で手入力していく
仕様は避けるべきとの意見が見られた。
これについて、ほとんどの事業者にて、課税情報として本登録されない申告データを「仮登録」状態のような形式で保持して確認・登録できる
ことを確認できたため、当該仕様を実装すべき機能として定義している。

（限定機能版（仮称））
【②現在の対応状況の集計結果】
5社中1社が未対応の要件

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【③2025年までの実装】
✕【製品名：H】
現状システムでは、エラー対象となったデータは帳票一覧で確認できるようになっており、取り込んだデータそのものを修正して、再取込することで問題なく運用いた
だいている。
また、弊社システムではファイル取込時に形式的なエラーチェックを行ってから、別のバッチ処理で申告データの整合性等のチェックを行っており、そもそもデータ
ベースで定義している桁数や必須項目のnullチェックを行う必要がある項目をいったん取り込むということができない。そのため全て仮保存してメンテナンス可能とす
ることは不可能である。
さらに、要件のような要望をいただいたことがないこと、また改修規模が大きいこと、以上の理由から過剰機能と考えます。

検討 （限定機能版（仮称））
仮登録ができない＝エラーとなった申告書データは、一度eLTAXに立ち戻って修正・訂正ないし、該当申告の
み法人住民税システムへ手入力、というフローになると思います。

ただ、小規模な団体では、日々の申告件数自体が多くなく、エラー処理の対応が変わったとしても大幅な業務
負担の軽減とは言えないと考えます。一方で、小規模向けパッケージの一部が、システムの根幹に関わる改修
で対応不可とあります。

上記を踏まえて、以下に修正したく思います。

【修正案】
・通常版：実装すべき機能（変更なし）
・限定機能版（仮称）：実装してもしなくても良い機能（変更あり）

承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 当市では左記エラーは
少なく、申告書を手入
力しても問題ありませ
ん

承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 要検討 当市では令和４年１月
に基幹系システムの移
行を行いました。前シ
ステムでは取込自体が
エラーになったものは
うまく再取込ができな
いためすべて手入力し
ていましたが、新シス
テム移行に伴い仮登録
が可能となりました。
業務効率向上につな
がっています。要件の
ような要望がないとベ
ンダーの回答にありま
すが、要件のような機
能の定義自体を知らな
い自治体もあるように
思います。

承諾 9 0 0 1 6 0 1 3 （限定機能版）
J市様コメント
「当市では令和４年１月に基幹系シ
ステムの移行を行いました。前シス
テムでは取込自体がエラーになった
ものはうまく再取込ができないため
すべて手入力していましたが、新シ
ステム移行に伴い仮登録が可能とな
りました。業務効率向上につながっ
ています。要件のような要望がない
とベンダーの回答にありますが、要
件のような機能の定義自体を知らな
い自治体もあるように思います。」

（限定機能版）
貴重なご意見、ありがとうございます。
修正方針に記載のとおり、小規模な団体では、日々の申
告件数自体が多くなく、エラー処理の対応が変わったと
しても大幅な業務負担の軽減につながらない一方で大規
模な改修となることが見込まれ、費用対効果の観点から
実装すべき機能とまで定義する必要性があるかが論点と
なります。

WT構成員の皆様に上記の観点からご意見を頂戴したく思
います。

# 2.2.52.

eLTAX取込した申告登録から法人基本情報を更新する場合、個別申告入力と同様に法人基本情報の異動登録（更
新履歴）ができること。
通常の法人基本情報の異動登録と同様に異動履歴を管理し、異動事由は「申告」とし、異動年月日も登録でき
ること。
なお、異動年月日は「申告年月日」、「申告登録年月日」又は「事業年度至」のいずれも可とする。

実装すべき 申告登録に基づき、法人基本情報を更新する場合において、履歴が作成できないと必要な履歴を上書きしてしまう可能性があることから、履歴
作成は必須とした。
なお、履歴を作成する際の更新日は、申告日、申告登録日又は事業年度末日など、パッケージにより違いがあるが、業務への影響が軽微である
ことからいずれの方式も可能とする。

（通常版）
【②現在の対応状況の集計結果】
5社中2社が未対応の要件
「申告書一括登録時に、法人基本情報の該当項目を更新する機能がない。」
「法人基本情報の登録はできない、資本金などの更新も履歴はできない。」

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【③2025年までの実装】
✕【製品名：E】
法人基本情報について、更新時に宛名管理システムの情報に連動させているため、改修規模が大きい。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（限定機能版（仮称））
【②現在の対応状況の集計結果】
5社中3社が未対応の要件

報告 【変更なし】
（通常版）（限定機能版（仮称））
未対応の事業者におかれても概ね2025年までの実装は対応可能との回答を頂いております。うち1社から、改
修規模を懸念する意見を受けておりますが、実現性評価の観点からは、一定の実現性が確認できたため、本要
件は実装すべき要件として定義いたします。

承諾 承諾 1 0 0 9 1 0 0 9

# 2.2.53.

eLTAXから以下の申告書データを取り込めること。

＜対象申告書＞
・確定申告書
・修正確定申告
・中間申告書
・修正中間申告
・予定申告書
・修正予定申告
・均等割申告書
・修正均等割申告

実装すべき eLTAXからは、申告書データ取込を必須として、入力自体が必須とならない各種明細は実装してもしなくても良い機能とした。 （通常版）
【②現在の対応状況の集計結果】
5社中2社が未対応の申告書データ
・修正均等割申告
5社中1社が未対応の申告書データ
・修正中間申告
・修正予定申告
・均等割申告書

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【③2025年までの実装】
△【製品名：D】
現時点での機能定義から想定される改修規模が大きく2025年までの実装には実装方法も含め検討が必要

検討 （通常版）
事業者による実現性評価を踏まえて、「修正均等割申告書」のeLTAX取込は、実装してもしなくても良い機能
へ緩和したく考えております。

【実装すべき機能】（通常版・限定機能版（仮称）共通、変更なし）
eLTAXから以下の申告書データを取り込めること。

＜対象申告書＞
・確定申告書
・修正確定申告
・中間申告書
・修正中間申告
・予定申告書
・修正予定申告
・均等割申告書
・修正均等割申告

【実装してもしなくても良い機能】
（通常版・限定機能版（仮称）共通、緩和）
eLTAXから以下の申告書データを取り込めること。
・修正均等割申告

承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 修正案で問題ありませ
ん

承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 9 0 0 1 7 0 0 3

# 2.2.54.

eLTAXから、各種申告書別表データを取り込めること。 eLTAXから、各種申告書別表データを取り込めること。 実装してもしなくても
良い

- 0 0 0 10 0 0 0 10

# 2.2.55.

税額計算は、「実装すべき機能」として定義する申告区分について適用する。「実装してもしなくても良い機
能」のうち、eLTAXで対応している申告区分のエラーチェックは、同様に「実装してもしなくても良い機能」と
する。

実装すべき 実装すべき機能として管理する申告区分でのエラーチェックは必須であり、eLTAXにおいても同様の考えである。 0 0 0 10 0 0 0 10

# 2.2.56.

eLTAX等の外部データを取り込み、還付口座情報を更新できること。 eLTAX等の外部データを取り込み、還付口座情報を更新できること。 実装してもしなくても
良い

- 0 0 0 10 0 0 0 10

2.3. 都道府県連携・申告是認

# 2.3.1.
課税標準額通知データ
による申告是認（一括
処理）

都道府県からeLTAX経由で入手する課税標準額通知データを取り込み、通知データと法人住民税システムの各課
税情報を突合して、申告課税内容のチェックができること。
課税標準額通知データが過去の取込データと重複する場合は、重複エラーとする。

都道府県からeLTAX経由で入手する課税標準額通知データを取り込み、
通知データと法人住民税システムの各課税情報を突合して、申告課税内
容のチェックができること。
課税標準額通知データが過去の取込データと重複する場合は、重複エ
ラーとする。

実装してもしなくても
良い

都道府県からeLTAX経由で届く課税標準額通知データを取り込み、課税情報と突合することで、適正課税の推進に寄与する。本機能は、以下の２
点を達成するための機能である。

１．通知との不一致箇所の抽出
２．確認（処理）済情報の状態管理

これまで都道府県からeLTAX経由で課税標準額通知データを受領しても、法人住民税システムと連携できないことから紙資料以上に業務上の負担
が大きいという意見もあり、全国意見照会でも需要が大きい機能であることを確認した。
なお、eLTAXからの取込ファイルは統一されているものの、各項目に入力されているデータについて都道府県ごとに解釈が異なる場合があること
も考慮した設計としている。

※当該機能の詳細な考え方は、補足資料１、補足資料２を参照のこと。

0 0 0 10 0 0 0 10

# 2.3.2.

法人番号や納税者IDをキーにして、法人基本情報に登録されている法人か否かをチェックできること。未登録
の場合は、未登録エラーとして、未登録法人リストを出力できること。

法人番号や納税者IDをキーにして、法人基本情報に登録されている法人
か否かをチェックできること。未登録の場合は、未登録エラーとして、
未登録法人リストを出力できること。

実装してもしなくても
良い

課税標準額通知が送られてきた法人について、法人住民税システムに登録がされているかを確認することで、未登録法人の捕捉などに繋げる。 0 0 0 10 0 0 0 10

# 2.3.3.

法人基本情報等の各項目と、課税標準額通知の以下の項目を照合してチェックできること。不一致の場合は、
不一致箇所をリスト出力できること。

＜チェック対象項目＞
・法人名
・連結区分
・法人区分
・法人税申告期限延長月数
・災害等延長の申告期限

法人基本情報等の各項目と、課税標準額通知の以下の項目を照合して
チェックできること。不一致の場合は、不一致箇所をリスト出力できる
こと。

＜チェック対象項目＞
・法人名
・連結区分
・法人区分
・法人税申告期限延長月数
・災害等延長の申告期限

実装してもしなくても
良い

課税標準額通知が送られてきた法人について、法人住民税システムに登録されている法人基本情報と突合することで、法人の異動状況を確認す
る。

0 0 0 10 0 0 0 10

# 2.3.4.

各事業年度の最新の課税情報と突合し、課税計算チェックができること。突合先の課税情報がない場合は、エ
ラーとして該当の通知を確認できること。
課税標準額や資本金など、税額計算に影響がある内容を突合し、不一致の場合は不一致箇所を確認できるこ
と。
重加算税及び重加算金対象所得等、仮装経理に基づく法人税額等及び租税条約対象法人税額等がある場合はエ
ラーとして、リスト等で確認できること。
該当事業年度の申告基礎がある場合は、内容を突合し、不一致箇所はリスト等で確認できること。

各事業年度の最新の課税情報と突合し、課税計算チェックができるこ
と。突合先の課税情報がない場合は、エラーとして該当の通知を確認で
きること。
課税標準額や資本金など、税額計算に影響がある内容を突合し、不一致
の場合は不一致箇所を確認できること。
重加算税及び重加算金対象所得等、仮装経理に基づく法人税額等及び租
税条約対象法人税額等がある場合はエラーとして、リスト等で確認でき
ること。
該当事業年度の申告基礎がある場合は、内容を突合し、不一致箇所はリ
スト等で確認できること。

実装してもしなくても
良い

システムコストや業務効率性を考慮して、突合対象は各事業年度の最新課税とする。したがって、同一事業年度に修正申告がある場合に、都道
府県から確定申告に関するデータが送付されてきた場合は、課税標準額の不一致などでエラーとして個別確認の対象とする。
仮装経理や租税条約の対象となる法人税額がある場合には法人住民税においても更正対象となることから、適正な処理を促すため確認対象とし
ている。
重加算税がある場合には延滞金の除算期間に影響があることから、収納担当へ連携する必要があるため、同様に確認対象としている。なお、通
知元の都道府県によっては、課税標準額通知の重加算税対象税額を必ず通知対象としているとは限らないことを想定して、事業税の重加算金対
象所得等がある場合にも念のため確認対象としている。

報告 （通常版）（限定機能版（仮称））
（Github No.243）
ベンダーから以下のとおり実装における確認事項がございました。

『現在の想定だと課税標準額通知データを取り込み、一括で突合した後のリストを画面表示し、処理済・未処
理の区分を一括、もしくは個別で指定して、どちらでも更新できる作りを考えております。
上記の作りで、一括と個別を満たしていると考えてもよろしいでしょうか。
（データを１件だけ個別で取り込む運用は考えにくいため。）』

機能要件のニュアンスを明確化する必要があるため、記載を変更します。

【修正案】（通常版・限定機能版（仮称）共通）
　申告が適正と認められる申告課税情報を選択して、処理済の状態にできること。
　課税標準額通知データの有無、処理済及び未処理などの検索ができ、複数の課税情報を選択して一括及び個
別で処理済に変更できること。
　処理済の状態の取消（未処理に変更）もできること。

承諾 承諾 1 0 0 9 1 0 0 9

# 2.3.5.

申告が適正と認められる申告課税情報を、処理済の状態にできること。
課税標準額通知データの有無、処理済及び未処理などの検索ができ、複数の課税情報を選択して一括で処理済
に変更できること。
処理済の状態の取消（未処理に変更）もできること。

申告が適正と認められる申告課税情報を、処理済の状態にできること。
課税標準額通知データの有無、処理済及び未処理などの検索ができ、複
数の課税情報を選択して一括で処理済に変更できること。
処理済の状態の取消（未処理に変更）もできること。

実装してもしなくても
良い

都道府県から課税標準額通知が送付されたものについては、確実な処理を行う必要がある。そのため、突合・確認済か否かを法人住民税システ
ム上でも管理できることが望ましいとして、当該要件を定義した。
機能の考え方として、都道府県から送付された課税標準額通知はその全てを確認対象として適正に処理することが求められることから、どの課
税標準額通知を処理したか（又は未処理か）を検索できることが必要となる。

報告 （通常版）（限定機能版（仮称））
（Github No.243）
ベンダーから以下のとおり実装における確認事項がございました。

『機能要件2.3.9.に記載の処理結果情報について、処理年月日（処理済にした日）、処理事由（課税標準額通
知／国税更正／実在調査／不申告調査／その他調査）、処理区分（是認／更正／決定／その他）を一括更新時
にも取り扱ってもよろしいでしょうか。
　一括処理の要件に機能要件2.3.9.のような記載が無かったため確認です。』

【実装してもしなくても良い機能で追加】
（通常版・限定機能版（仮称）共通）
・一括で処理済にする場合に、処理結果情報を登録できること。
　個別に登録・修正もできること。
　なお、「処理区分」とは処理済にした課税標準額通知に基づき、どのような処理を行うかを管理する内部用
の項目としてEUC等で出力できること。

＜処理結果情報＞
・処理年月日（処理済にした日）
・処理事由（課税標準額通知／国税更正／実在調査／不申告調査／その他調査）
・処理区分（是認／更正／決定／その他）

承諾 承諾 1 0 0 9 1 0 0 9

# 2.3.6.

法人税における重加算税対象税額が管理でき、収納管理システムへ連携されること。 実装すべき 重加算税の対象税額を管理項目として設定し、収納管理システムに連携することで、収納業務において延滞金の適正な計算を促すこととしてい
る。

（通常版）
【②現在の対応状況の集計結果】
5社中3社が未対応の要件
いずれも法人税における重加算税対象税額を管理していないため。
また、対応可能と回答いただたい2社のうち1社も「重加算税対象税額としては管理していないが、延滞金の計算は可能。」との回答である。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【③2025年までの実装】
△【製品名：A】
法人住民税において、重加算税の管理が必要であるのか不明であるため

✕【製品名：E】
収納連動に関わり、改修規模が大きくなるため。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（限定機能版（仮称））
【②現在の対応状況の集計結果】
5社中5社が未対応の要件
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【③2025年までの実装】
△【製品名：G】
対応方針である。要件が明確に確定してから対応する。

△【製品名：H】
そもそも法人二税の連携機能がなくても問題ない自治体がある。また、この要件について、ユーザーから法人住民税において重加算税の考えがそもそもあるのか、また
実際に運用されている事例があるのかと質問が来たことがある。ユーザー側でも運用意図を把握できていないことから必須機能でなくてもよい。

✕【製品名：I】
現在、課税標準額通知に関しましては県により該当項目の解釈が異なるため、担当者の判断により取込作業を行って頂く運用です。そのため一括取込機能は想定してい
ません。
一括取込機能全体として実装しなくても良い機能であるため、重加算税についても実装しなくても良い機能としていただけないでしょうか？

検討 重加算税の対象か否かは、延滞金の計算に必要となるものの、収納管理システムにおいて重加算税を考慮した
延滞金の自動計算は多くの団体が行っておりません。（手動計算）

また、課税標準額通知データの取込機能全体が「実装してもしなくても良い機能」となっていること、地方団
体での発生件数を踏まえると、本機能のみ「実装すべき」とすることは妥当ではないと考えます。

以上を踏まえて、本機能は、「実装してもしなくても良い機能」と修正したく思います。

【要件変更】（通常版・限定機能版（仮称）共通）
・実装すべき機能→実装してもしなくても良い機能

承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 Ｏ列のとおりで問題あ
りません

承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 要検討 承諾 　法人課税システムの
みのことを考えるので
はなく、税業務全体の
あり方を考えるのも、
税標準化システムの仕
様を決めるこのプロ
ジェクトの意義ではな
いかと考えます。川上
から川下へ整合性のあ
るデータが正しく連携
されていくことが、シ
ステムのあるべき姿と
考えます。
　ケースが少なく課税
と収納にまたがる事項
であるからこそ、手動
では漏れやミスが発生
しやすく公平性が担保
されない場合が想定さ
れるので、システム的
に業務を確立すること
が重要と考えます。

承諾 承諾 承諾 8 0 1 1 7 0 0 3 （通常版）
I市様コメント
「法人課税システムのみのことを考
えるのではなく、税業務全体のあり
方を考えるのも、税標準化システム
の仕様を決めるこのプロジェクトの
意義ではないかと考えます。川上か
ら川下へ整合性のあるデータが正し
く連携されていくことが、システム
のあるべき姿と考えます。
　ケースが少なく課税と収納にまた
がる事項であるからこそ、手動では
漏れやミスが発生しやすく公平性が
担保されない場合が想定されるの
で、システム的に業務を確立するこ
とが重要と考えます。」

（通常版）
ご意見を踏まえて、WT構成員の皆様にもご確認いたしま
す。
なお、事務局としては事業者による実現性評価が厳し
かった結果も受け止めて、標準仕様書の次回改訂までは
実装してもしなくても良い機能としつつ、継続検討とす
ることも一案と考えております。

# 2.3.7.

課税標準額通知データと法人住民税の課税情報のチェックを法人単位で個別に行えること。
個別に処理済に変更できること。

課税標準額通知データと法人住民税の課税情報のチェックを法人単位で
個別に行えること。
個別に処理済に変更できること。

実装してもしなくても
良い

都道府県からの課税標準額通知による申告是認処理を、一括だけでなく個別にも行えるように定義している。これは、eLTAX経由で届いた課税標
準額通知データだけでなく、都道府県から書面等による課税標準額通知を受け取っている地方団体が、その確認結果を管理することにも対応可
能な機能となっている。

報告 （通常版）（限定機能版（仮称））
（Github No.243）
ベンダーから以下のとおり実装における確認事項がございました。

『こちらは一括処理と個別処理で要件が分かれておりますが、（中略）データを１件だけ個別で取り込む運用
は考えにくいため、確認です。』

機能要件のニュアンスを明確化する必要があるため、記載を変更します。

【修正案】（通常版・限定機能版（仮称）共通）
　紙で受領した課税標準額通知書データと法人住民税システム上の課税情報のチェックを法人単位で個別に行
えること。
　個別に処理済に変更できること。

承諾 承諾 1 0 0 9 1 0 0 9

# 2.3.8.

法人税における重加算税対象税額が管理でき、収納管理システムへ連携されること。 実装すべき 重加算税の対象税額を管理項目として設定し、収納管理システムに連携することで、収納業務において延滞金の適正な計算を促すこととしてい
る。

（通常版）
【②現在の対応状況の集計結果】
5社中3社が未対応の要件
いずれも法人税における重加算税対象税額を管理していないため。
また、対応可能と回答いただたい2社のうち1社も「重加算税対象税額としては管理していないが、延滞金の計算は可能。」との回答である。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【③2025年までの実装】
△【製品名：A】
法人住民税において、重加算税の管理が必要であるのか不明であるため

✕【製品名：E】
収納連動に関わり、改修規模が大きくなるため。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（限定機能版（仮称））
【②現在の対応状況の集計結果】
5社中5社が未対応の要件
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【③2025年までの実装】
△【製品名：G】
対応方針である。要件が明確に確定してから対応する。

△【製品名：H】
2.3.6.「そもそも法人二税の連携機能がなくても問題ない自治体がある。また、この要件について、ユーザーから法人住民税において重加算税の考えがそもそもあるの
か、また実際に運用されている事例があるのかと質問が来たことがある。ユーザー側でも運用意図を把握できていないことから必須機能でなくてもよい。」.に記載の
通り

△【製品名：I】
収納管理システムとの連携を加味して実装します。

検討 （2.3.6.に同じ）

重加算税の対象か否かは、延滞金の計算に必要となるものの、収納管理システムにおいて重加算税を考慮した
延滞金の自動計算は多くの団体が行っておりません。（手動計算）

また、課税標準額通知データの取込機能全体が「実装してもしなくても良い機能」となっていること、地方団
体での発生件数を踏まえると、本機能のみ「実装すべき」とすることは妥当ではないと考えます。

以上を踏まえて、本機能は、「実装してもしなくても良い機能」と修正したく思います。

【要件変更】（通常版・限定機能版（仮称）共通）
・実装すべき機能→実装してもしなくても良い機能

承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 2.3.6に同じ 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 要検討 承諾 （2.3.6.に同じ） 承諾 承諾 承諾 8 0 1 1 7 0 0 3 （通常版）
I市様コメント
（2.3.6.に同じ）

（2.3.6.に同じ）

# 2.3.9.

処理済にする際、以下の処理結果情報を登録できること。修正もできること。
なお、「処理区分」とは処理済にした課税標準額通知に基づき、どのような処理を行うかを管理する内部用の
項目としてEUC等で出力できること。

＜処理結果情報＞
・処理年月日（処理済にした日）
・処理事由（課税標準額通知／国税更正／実在調査／不申告調査／その他調査）
・処理区分（是認／更正／決定／その他）

処理済にする際、以下の処理結果情報を登録できること。修正もできる
こと。
なお、「処理区分」とは処理済にした課税標準額通知に基づき、どのよ
うな処理を行うかを管理する内部用の項目としてEUC等で出力できるこ
と。

＜処理結果情報＞
・処理年月日（処理済にした日）
・処理事由（課税標準額通知／国税更正／実在調査／不申告調査／その
他調査）
・処理区分（是認／更正／決定／その他）

実装してもしなくても
良い

一部の地方団体において、更正・決定や申告是認の処理が何を起因として処理されたものなのかを管理し、統計資料等に活用していることか
ら、当該情報を管理する機能を定義している。処理事由と処理区分の組み合わせで、「当該更正は課税標準額通知に基づき処理されたもの」な
どの情報が管理できることを想定している。

0 0 0 10 0 0 0 10

# 2.3.10.
申告是認の未実施法人
抽出

未チェック法人をリスト化できること。 未チェック法人をリスト化できること。 実装してもしなくても
良い

- 0 0 0 10 0 0 0 10

# 2.3.11.
課税標準額通知データ
による未登録法人抽出

課税標準額通知データと法人住民税システムの保有情報の突合により、法人基本情報に未登録の法人を抽出で
きること。

課税標準額通知データと法人住民税システムの保有情報の突合により、
法人基本情報に未登録の法人を抽出できること。

実装してもしなくても
良い

- 0 0 0 10 0 0 0 10

3. 更正・決定

3.1. 更正・決定処理

課税標準額通知による
申告是認（個別処理）

2/9



内容

項番 枝番 機能名称 機能要件 実装してもしなくても良い機能 実装しない機能 1.0版の機能分類 承諾 否認 要検討 未回答 承諾 否認 要検討 未回答

2 0 2 5の実現性確認
事業者回答の集約・抜粋

検討分類 事前照会を踏まえたWT検討内容
事務局方針への回答（通常版） 事務局方針への回答（限定機能版）

内容
事務局方針へ
の回答（通常

版）

事務局方針へ
の回答（限定
機能版）

内容
事務局方針へ
の回答（通常

版）

事務局方針へ
の回答（限定

機能版）

事務局方針へ
の回答（通常

版）

事務局方針
への回答
（通常版）

事務局方針へ
の回答（限定
機能版）

内容
事務局方針へ
の回答（限定

機能版）

内容
事務局方針へ
の回答（通常

版）

内容
事務局方針へ
の回答（通常

版）

事務局方針へ
の回答（限定
機能版）

内容内容
事務局方針へ
の回答（通常

版）

事務局方針へ
の回答（限定

機能版）

内容内容
事務局方針へ
の回答（通常

版）

事務局方針へ
の回答（限定
機能版）

事務局方針へ
の回答（通常

版）

事務局方針へ
の回答（限定

機能版）

事務局方針へ
の回答（限定
機能版）

内容
標準仕様書

備考 要件の考え方・理由
検討分類

202 5の実現性確認
法人住民税WT　修正方針

その他意見等への対応方針 事務局方針へ
の回答（通常

版）

事務局方針へ
の回答（限定
機能版）

# 3.1.1. 更正処理

対象年度について前課税情報を自動表示し、国税の申告基礎（修正申告／更正決定）、国税処理日（法人税更
正年月日／法人税の修正申告書の提出日）及び更正事由を入力して更正処理ができること。

更正請求書に基づく更正の場合は、更正請求日を登録できること。
更正通知書の通知日は、更正処理時に任意に設定できること。納期限は自動設定されること。

実装すべき 更正・決定を行うにあたり、延滞金計算に影響する申告基礎及び申告基礎日を入力する。
更正の場合は前回申告情報が存在するため、その内容を表示して効率的に入力を行う。決定の場合は、前回申告が存在しないため、すべて入力
を行う。
更正請求に基づく更正の場合は、還付加算金の算定に影響するため更正請求日を入力する。
また、更正決定の通知日について、随時で処理する地方団体と、一定の期間でまとめて処理する地方団体があり、そのいずれでも対応できるよ
うに通知書ごとの入力としている。一定の期間でまとめて処理する地方団体は、任意の締め日を手入力することで、同等の運用が可能になる。
また、指定納期限は、更正決定の通知日の翌日から起算して1月を経過する日と定まっていることから、自動計算する項目としている。

0 0 0 10 0 0 0 10

# 3.1.2.

「更正（減額）」の課税情報がある事業年度で、税額を増額させる修正又は再更正を入力する際には、法人税
の前回減額理由（1. 職権更正、2. 更正請求）を登録でき、平成28年度税制改正における延滞金の除算期間の
計算に使用できること。

「更正（減額）」の課税情報がある事業年度で、税額を増額させる修正
又は再更正を入力する際には、法人税の前回減額理由（1. 職権更正、
2. 更正請求）を登録でき、平成28年度税制改正における延滞金の除算
期間の計算に使用できること。

実装してもしなくても
良い

平成28年度の税制改正において、法人税で減額更正があった後の更正又は修正申告では延滞金の除算期間が変わることとなった。このとき、法
人税の減額更正が「職権更正」なのか「更正の請求」なのかにより、延滞金の計算が変わることを踏まえて本機能を定義している。
ただし、本事例事態が頻繁に発生するものではなく、また市町村の法人課税業務では実務上、職権更正か更正請求に基づく更正かを判断する情
報が欠ける場合が多いことも踏まえて、実装してもしなくても良い機能としている。

0 0 0 10 0 0 0 10

# 3.1.3.

更正・決定処理時に、更正・決定事由の選択ができること。更正・決定事由については、「仮装経理に基づく
更正」及び「租税条約の実施に係る更正」についても区分して管理できること。
また、選択した更正事由に加えて、任意の文字列を入力して、更正決定通知書に出力できること。

実装すべき 更正・決定事由の区分が不足した場合の対応や、詳細な理由
の記載が必要になった場合の対応

独自調査に基づく更正や決定など、法人にその経緯を的確に伝える必要がある処理を想定し、更正決定通知書に、その根拠や経緯を記載できる
ことで、法人への説明能力を向上させている。
ただし、誤記によるトラブルも想定されることから、自由入力欄への記載は必須とせず、必要に応じて記載できるようにしている。
更正・決定事由の区分は通知書に出力するために使用し、「法人税の更正、決定」、「更正の請求」、「分割基準の修正」、「計算誤り」及び
「その他」が想定される。
また、申告義務のない法人が誤って申告した場合には、申告取消で対応することも想定される（実装してもしなくても良い機能としている「課
税免除」について、機能がない場合も同様に調定取消とする運用を想定。課税自体がないため納付日の翌日から起算して1月を経過した日から起
算。）。

（限定機能版（仮称））
【②現在の対応状況の集計結果】
5社中3社が未対応の要件

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【③2025年までの実装】
△【製品名：H】
事由を選択できる必要はなく、任意の文字列として入力できれば運用可能。
要望をいただいたこともない。

報告 【変更なし】
（限定機能版（仮称））
未対応の全3社中2社について、2025年までの実装は対応可能との回答を頂いております。うち1社からは、
「事由を選択できる必要はなく、任意の文字列として入力できれば運用可能。要望をいただいたこともな
い。」と回答を受領しておりますが、要件の考え方・理由にも記載のとおり、更正決定事由を法人に的確に伝
える必要がある処理を想定し、更正決定通知書にその根拠や経緯を記載できることで、法人への説明能力を向
上させる目的のために定義しております。WT構成員による帳票レイアウトの検討も進めており、こちらは実装
すべき項目としての仕様となります。

したがって、本要件は実装すべき要件といたします。

承諾 承諾 1 0 0 9 1 0 0 9

# 3.1.4.

更正・決定の根拠となる条文を選択して、更正決定通知書に出力できること。 実装すべき 法人の市町村民税について、更正・決定は第321条の11第1項から第3項に定めがある。これについて、更正決定通知書の発行時に、第1項（更
正）、第2項（決定）、第3項（再更正）を選択又は自動判定して更正決定通知書に出力することで、法人へ根拠条文を効率的に通知することを
可能とした。
「第321条の11に基づき」と固定の文字列で出力している地方団体もあるが、正確な根拠条文を出力したいという要請に応える機能とした。

0 0 0 10 0 0 0 10

# 3.1.5.

更正・決定処理は、随時だけでなく、地方団体ごとの設定によりカレンダー機能（または締め処理後に設定さ
れる次回日付）で指定した日付で一括処理ができること。更正・決定を登録しても即時で調定はせず、指定日
に一括して調定すること。また、更正・決定の登録時に指定した通知年月日が初期表示され、調定予定の更
正・決定に関する更正決定通知書も一括で作成できること。

更正・決定処理は、随時だけでなく、地方団体ごとの設定によりカレン
ダー機能（または締め処理後に設定される次回日付）で指定した日付で
一括処理ができること。更正・決定を登録しても即時で調定はせず、指
定日に一括して調定すること。また、更正・決定の登録時に指定した通
知年月日が初期表示され、調定予定の更正・決定に関する更正決定通知
書も一括で作成できること。

実装してもしなくても
良い

※3.1.1.のとおり。 0 0 0 10 0 0 0 10

# 3.1.6. 1

課税標準額、各種控除額及び分割基準を入力し、増額及び減額更正の額が自動計算できること。各種控除額に
ついては、確定申告と同等の管理機能を有すること。
自動計算した金額について、手動で変更もでき、その変更をもとにして再計算し設定されること。

更正入力時に以下の項目を入力できること。これらの金額を、更正年月
日の属する事業年度から控除未済額として管理できること。

・仮装経理に基づく過大申告の更正に伴う繰越控除額
・租税条約の実施に係る更正に伴う繰越控除額

実装すべき - 0 0 0 10 0 0 0 10

# 3.1.6. 2

更正入力時に以下の項目を入力できること。これらの金額を、更正年月日の属する事業年度から控除未済額と
して管理できること。

・仮装経理に基づく過大申告の更正に伴う繰越控除額
・租税条約の実施に係る更正に伴う繰越控除額

実装してもしなくても
良い

- 0 0 0 10 0 0 0 10

# 3.1.7. 1

更正・決定の取消処理ができること。調定について、調定取消又は減額調定などにより整合性を取れること。 更正・決定の取消履歴を管理し、課税情報照会画面で取消履歴が照会で
きること。

実装すべき 更正・決定について、登録処理を行うと通知日を待たずに即時調定されるシステムが多いことから、取消しを行う場合には、既に調定されてい
る場合にも調定取消などを行い調定の整合性を保つことを必須とする。
また、地方団体によっては通知後に返戻などがあると更正・決定を取り消す運用を行っている。このとき、一度通知した更正・決定を取り消し
たことを課税情報照会で確認することで、その処理の経緯を把握できる機能を定義した。本来は既に通知したもののみ取消履歴を残すことが望
ましいものの、実務上は必須ではないこと、システム上対応が難しいとする事業者の一部意見もあることから、実装してもしなくても良い機能
とした。

（通常版）
【②現在の対応状況の集計結果】
5社中2社が未対応の要件
2社ともに取消処理機能の追加が必要と回答。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【③2025年までの実装】
△【製品名：B】
削除対象となった法人の課税状況を考慮し、検討。

報告 【変更なし】
（通常版）
現時点では、5社中2社が未対応であるものの、2025年までの実装に向けて前向きなご回答を頂けており、一定
の実現性が担保されると考えられることから、本要件は実装すべき要件としたく思います。

承諾 承諾 1 0 0 9 1 0 0 9

# 3.1.7. 2

更正・決定の取消履歴を管理し、課税情報照会画面で取消履歴が照会できること。 実装してもしなくても
良い

地方団体によっては通知後に返戻などがあると更正・決定を取り消す運用を行っている。このとき、一度通知した更正・決定を取り消したこと
を課税情報照会で確認することで、その処理の経緯を把握できる機能を定義した。本来は既に通知したもののみ取消履歴を残すことが望ましい
ものの、実務上は必須ではないこと、システム上対応が難しいとする事業者の一部意見もあることから、実装してもしなくても良い機能とし
た。

0 0 0 10 0 0 0 10

# 3.1.8.

更正決定通知書の通知年月日以降に、当該更正・決定情報の通知年月日、指定納期限を変更して再度、更正・
決定通知書を発行できること。このとき、前回の調定年月日を変更でき、変更した情報を収納管理システムに
連携できること。

減免登録についても同様にできること。

更正決定通知書の通知年月日以降に、当該更正・決定情報の通知年月
日、指定納期限を変更して再度、更正・決定通知書を発行できること。
このとき、前回の調定年月日を変更でき、変更した情報を収納管理シス
テムに連携できること。

減免登録についても同様にできること。

実装してもしなくても
良い

標準仕様書の実装すべき機能では、更正・決定処理を行い更正決定通知書を法人宛に発送した後に、返戻があった場合の処理について、課税情
報の取消や公示送達を想定した機能要件としており、取消の場合は、課税（調定）情報を取り消し、更正決議を再起案して更正決定通知書を再
発行する流れを想定した機能要件としている。
一方で、課税情報の取消は行わずに通知日及び納期限変更での対応が可能なシステムも存在することから、実装してもしなくても良い機能とし
て定義した。

0 0 0 10 0 0 0 10

# 3.1.9. 1

期間制限を経過した日以後の更正・決定であっても、アラートを表示した上で登録が可能なこと。

＜期間制限＞
・法定納期限の翌日から５年以内（法第17条の５第１項）

期間制限を経過した場合であっても、アラートを表示した上で更正・決
定の登録が可能なこと。

＜期間制限＞
・更正請求日から６月以内（法第17条の５第２項）
・法人税の更正・決定や申告から２年以内（法第17条の６第３項）

実装すべき 除斥期間を超えた更正・決定を誤って入力してしまうことを防止するため、チェックを行うこととした上で、法人住民税においては租税条約や
後発的事由等、システムで判定できない期間制限の特例が存在するため、エラーではなくアラートとしている。原則である法定納期限から５年
間は実装すべき機能とし、特例については実装してもしなくても良い機能とした。ている。

（限定機能版（仮称））
【②現在の対応状況の集計結果】
5社中3社が未対応の要件
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【③2025年までの実装】
△【製品名：H】
要望や問い合わせ等をいただいたこともなく、現状問題なく運用いただいているため。

報告 【変更なし】
（限定機能版（仮称））
未対応の全3社中2社について、2025年までの実装は対応可能との回答を頂いております。うち1社、2025年ま
での対応不可と回答いただいている事業者のご意見を確認したところ、地方団体からの要望を受けたことが無
いという意見でした。
しかしながら、WT等の検討も踏まえ、地方団体としてのニーズを確認しておりますので、本要件は実装すべき
機能要件として定義いたします。

承諾 承諾 1 0 0 9 1 0 0 9

# 3.1.9. 2

期間制限を経過した場合であっても、アラートを表示した上で更正・決定の登録が可能なこと。

＜期間制限＞
・更正請求日から６月以内（法第17条の５第２項）
・法人税の更正・決定や申告から２年以内（法第17条の６第３項）

実装してもしなくても
良い

特例については実装してもしなくても良い機能とした。 0 0 0 10 0 0 0 10

# 3.1.10. 決定処理

更正処理と同様の入力機能で、確定申告が未申告の法人に、地方税法第321条の11第2項に基づく決定処理が行
えること。

実装すべき 更正と未申告法人への決定について、以下のような差はあるものの、求められる機能は概ね同等であることから、更正・決定処理と同等の入力
機能と定義した。

＜更正との主な差＞
・申告基礎、法人税区分、更正請求日等入力項目が異なる
・前申告情報が存在しないため、納付額との差額計算が必要ない　など

0 0 0 10 0 0 0 10

# 3.1.11.
更正決定決議書・通知
書作成

更正・決定処理後に、更正決定決議書を出力できること。更正・決定対象法人一覧を出力できること。
また、再発行もできること。

実装すべき - 0 0 0 10 0 0 0 10

# 3.1.12. 1

更正・決定処理後に、更正決定通知書を発行できること。再発行もできること。 通知書は、個別発行だけでなく、調定年月を指定して一括での発行もで
きること。

実装すべき 更正・決定を一定期間でまとめて処理する団体のために、調定年月を指定して更正決定通知書を一括発行する機能を実装してもしなくても良い
機能で定義した。

0 0 0 10 0 0 0 10

# 3.1.12. 2

通知書は、個別発行だけでなく、調定年月を指定して一括での発行もできること。 実装してもしなくても
良い

更正・決定を一定期間でまとめて処理する団体のために、調定年月を指定して更正決定通知書を一括発行する機能を実装してもしなくても良い
機能で定義した。

報告 （通常版）（限定機能版（仮称））
（Github No.243）
ベンダーから以下の意見がございました。
『更正決定通知の一括印刷について、以下の２通りの運用があります。
①更正・決定時に入力した通知日（発送日）単位でまとめて出力し、印刷した分だけ郵便局へ持っていく。
②通知日を指定し、入力日単位で抽出・印刷し、郵便局へ持っていく。

通常の自治体の運用を考えると、通知日または入力日の個別or範囲指定での出力が一般的となるため、調定年
月を指定して一括発行をする特別な意図がなければ、通知日指定の出力も可としていただけないでしょうか。

調定年月の指定の場合、意図的に通知日を翌月としている更正・決定分についても範囲に含まれることにな
り、まだ発送しない分を長期間保存するなど不要な事務が発生することを懸念しております。』

上記のとおり、各社の仕様及び団体の運用が様々であるため、これら現行の運用を可能とするために、要件を
緩和して包括的な記載に改めることといたします。

【修正案】（限定機能版（仮称）、通常版共通）
新：「通知書は、個別発行だけでなく、調定年月を指定して一括での発行もできること。」

承諾 承諾 1 0 0 9 1 0 0 9

# 3.1.13.

増額更正・決定の場合は、納付額が印字された納付書を発行できること。
再発行もできること。

実装すべき 更正・決定処理では、更正決定通知書の発行に合わせて納付書を送付する運用を想定している。このとき、更正決定により納付すべき税額を納
付書に出力することで、法人の正確な納税を促進する。

0 0 0 10 0 0 0 10

4. 未申告調査

4.1. 未申告法人調査

# 4.1.1. 未申告法人抽出

課税情報（予定申告・中間申告、確定申告、均等割申告）を基に申告期限が到来し未申告となっている法人を
抽出し、未申告法人一覧が作成できること。
申告区分ごとに抽出して確認できること。
非課税法人や更正・決定処理をした法人は、申告書が未提出でも出力されないこと。

実装すべき みなす申告処理のための予定申告の未申告法人の抽出や、確定申告の慫慂のためなど、それぞれの目的に応じて活用するため、申告区分ごとに
未申告法人の抽出する機能と定義した。
ただし、確定申告が未提出であっても既に決定処理を行っている場合や、非課税であり申告納付の義務自体がない法人を出力する必要はないた
め、出力不要な条件を定義している。

報告 （通常版）（限定機能版（仮称））
（疑義事項No.35）（Github No.246～247）
ベンダーより以下意見を受領しております。

『帳票概要には、「未申告の法人に対して、調査した結果を管理し、」とありますが、それに該当する機能要
件がないように思われます。
機能要件への追加は必要ないでしょうか。』

上記を踏まえ、帳票要件No.39未申告法人調査票の帳票概要に記載している「未申告の法人に対して、調査し
た結果を管理し、内部用に決議する帳票。法人基本情報など、システム登録されている情報から流用できる項
目は流用する。」旨を実装すべき要件として追加いたします。
また、記載意図を明確化するために文言の微修正を実施いたします。

【修正案】（通常版、限定機能版（仮称）共通）
新：「課税情報（予定申告・中間申告、確定申告、均等割申告）を基に申告期限が到来し未申告となっている
法人を抽出し、未申告法人一覧が作成できること。
申告区分ごとに抽出して確認できること。
非課税法人や更正・決定処理、みなす申告の登録をした法人は、申告書が未提出でも出力されないこと。
未申告の法人に対して、調査した結果を管理できること。法人基本情報を基に、システム登録されている情報
を流用することも許容する。」

承諾 承諾 1 0 0 9 1 0 0 9

# 4.1.2. 申告勧奨通知

一定の期間を指定して、当該期間内に申告義務はあるが申告はない法人に対して、申告勧奨通知（未申告通知
書）を一括で作成できること。該当の法人を選択して個別での申告勧奨通知の発行もできること。

実装すべき 未申告法人への申告勧奨通知については、法令上の義務がある運用ではないものの、全国意見照会でも高い需要が認められたことから、実装す
べき機能とした。
法人の自主的な申告納付を促し、適正な税務行政の推進に寄与する。

承諾 承諾 1 0 0 9 1 0 0 9

# 4.1.3. 1

申告勧奨通知の発送履歴（発送年月及び発送有無）を法人及び事業年度ごとに管理できること。 発送状況は帳票出力年月日（又は任意の日付）で自動設定され、発送年
月日及び発送有無の修正登録もできること。

実装すべき - （限定機能版（仮称））
【②現在の対応状況の集計結果】
5社中3社が未対応の要件
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【③2025年までの実装】
✕【製品名：H】
2.1.13.に記載の通り、発送履歴を管理したいという要望を受けたことなく、現状問題なく運用いただいていること、また改修規模が大きいため。

検討 （限定機能版（仮称））
2025年までの対応不可と回答いただいている事業者のご意見として、地方団体からの要望を受けたことが無い
とあります。

未申告通知を送付していない団体もあること、申告書と異なりバッチの一括出力ありきではないことを鑑み
て、限定機能版（仮称）では本要件を緩和する点に合理性があると思われます。

なお、2.1.13.で申告書の一括出力の発送履歴も緩和をご提案していることから、同様に緩和提案を行いま
す。

【修正案】
通常版：実装すべき機能（変更なし）
限定機能版（仮称）：実装してもしなくても良い機能（変更あり）

承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 当市では未申告通知を
送付していないため問
題ありません

承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 8 0 0 2 6 0 0 4

# 4.1.3. 2

発送状況は帳票出力年月日（又は任意の日付）で自動設定され、発送年月日及び発送有無の修正登録もできる
こと。

実装してもしなくても
良い

- 0 0 0 10 0 0 0 10

5.証明書発行

5.1.証明書発行

# 5.1.1. 1 証明書発行

法人向けに証明書の発行ができること。
本店・支店の切替ができ、支店ごと、全支店の出力もできること。

証明書の発行時に、備考に任意の文字列を入力して帳票に出力できるこ
と。

実装すべき 法定帳票ではないが、営業証明書等の名称で利用している団
体がある。

一部の地方団体では、営業車両の車庫証明取得時に法人住民税に関する証明書を求められる場合があり、法人住民税システムから法人基本情報
を証明書形式で出力する機能を定義した。
本証明書は法定帳票ではなく、独自の行政サービスの一環として実施されているものであり、証明書の名称を統一する必要性も高くないことか
ら、証明書の文書タイトルを各団体で変更、設定できる機能を定義している。
なお、システム登録されている情報を出力することが基本的な考え方であるが、地方団体によっては任意の文字列を出力する場合があることを
想定して、「実装してもしなくても良い機能」として証明書出力時に備考欄へ任意の文字列を出力する機能を定義した。

（限定機能版（仮称））
【②現在の対応状況の集計結果】
5社中3社が未対応の要件
全支店の出力機能

（備考）未対応事業者からのご意見
支店を切り替えながら個別に出力することは可能です。
全支店を一度に出力するような要望はないため、実装しなくても良い機能としてはどうでしょうか？
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【③2025年までの実装】
△【製品名：H】
全支店の出力をする場合の運用が不明であり、現状要望もいただいたことがない。
その他の機能が実装できていれば標準仕様としては十分と考えます。

報告 （通常版）（限定機能版（仮称））
事業者による実現性評価、及び実際の運用を想定した場合に市内の全支店分を一度に出力するケースは多くな
いと想定されることを踏まえて、左記の機能は一部削除したく考えております。

【修正案】（通常版、限定機能版（仮称）共通）
新：「法人向けに証明書の発行ができること。
本店・支店の切替ができ、支店ごと、全支店の出力もできること。」

承諾 承諾 1 0 0 9 1 0 0 9

# 5.1.1. 2

証明書の発行時に、備考に任意の文字列を入力して帳票に出力できること。 実装してもしなくても
良い

システム登録されている情報を出力することが基本的な考え方であるが、地方団体によっては任意の文字列を出力する場合があることを想定し
て、「実装してもしなくても良い機能」として証明書出力時に備考欄へ任意の文字列を出力する機能を定義した。

0 0 0 10 0 0 0 10

# 5.1.2. 発行チェック

証明書発行時に、最新異動区分が事務所等なし、解散、清算結了や除却など営業が確認できない場合は警告
メッセージが表示されること。

実装すべき - （通常版）
【②現在の対応状況の集計結果】
5社中1社が未対応の要件

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【③2025年までの実装】
✕【製品名：B】
営業が確認できない場合は、発行できない方がいいと考える。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（限定機能版（仮称））
【②現在の対応状況の集計結果】
5社中2社が未対応の要件

検討 （通常版）（限定機能版（仮称））
事業者による実現性評価を踏まえ、以下の機能要件に改案したくWTにてご確認させていただきます。

【修正案】（通常版・限定機能版（仮称）共通）
新：「証明書発行時に、最新異動区分が事務所等なし、解散、清算結了や除却など営業が確認できない場合は
発行不可の制御又は警告メッセージが表示される機能を有すること。」

承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 修正案で問題ありませ
ん

承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 9 0 0 1 7 0 0 3

# 5.1.3. 証明書記載変更

証明書の再発行ができること。 実装すべき - 0 0 0 10 0 0 0 10

# 5.1.4.

証明書の文書タイトル及び証明文を任意に設定できること。 実装すべき - 0 0 0 10 0 0 0 10

6. 減免

6.1. 減免基本情報管理

# 6.1.1. 減免対象抽出

減免対象法人（前年度減免した法人及び法人基本情報にて「減免」と登録した法人）を特定し、抽出できるこ
と。

実装すべき 法人基本情報で減免区分を登録されている法人について、減免処理を行うために対象を抽出する機能を定義している。 0 0 0 10 0 0 0 10

# 6.1.2.

減免対象法人に対して、均等割申告書及び納付書を一括で作成できること。
減免対象法人とそれ以外の均等割申告法人を分けて作成すること又は出力順により振分けることが可能なこ
と。
個別での作成もできること。

実装すべき 減免対象法人には減免申請書を同封する運用をしている地方団体も多いため、減免対象法人の印刷処理を別で定義している。
なお、減免申請書は法人住民税システムから出力する項目がほとんどなく、法人住民税システム外で作成、印刷すれば足りるとの意見が多数で
あったため、システム帳票として定義していない。

0 0 0 10 0 0 0 10

# 6.1.3. 減免情報管理

法人基本情報で減免の対象となる法人の減免内容を登録できること。
減免申請年月日が登録でき、減免登録時に減免額を確認できること。
減免登録時に、減免決定ごとに減免理由を選択して通知書に出力できること。
減免登録の修正、削除もできること。
減免決議書が出力できること。

実装すべき 法人基本情報で減免対象として登録されている法人にのみ減免処理が行うことができる仕様とすることで、減免対象外の法人から減免申請が
あった場合にチェックできる仕組みとしている。
また、減免申請年月日は減免決定通知書への出力項目でもあり、項目管理を必須とする。
減免登録の方式として、申告時に合わせて処理をする場合や、減免処理を申告処理と明確に分けて行う場合などがあるが、業務運用上はいずれ
も支障がないため、減免額が明確になれば、その方式は問わないこととした。

0 0 0 10 0 0 0 10

# 6.1.4. 減免決定通知書発行

減免決定者に対し、減免決定通知書を出力できること。 実装すべき - 0 0 0 10 0 0 0 10

7. 調定処理・統計資料作成

7.1. 調定処理

# 7.1.1. 調定処理

課税情報をもとに調定額を確定し、調定処理を行えること。
申告処理、更正決定処理及び減免処理に係る調定は収納システムに連携されること。

実装すべき - 0 0 0 10 0 0 0 10

# 7.1.2.

申告処理に基づく調定は、即時調定／一括調定を団体ごとに選択して設定できること。更正・決定に基づく調
定は、即時調定が行えること。

申告処理に基づく調定は、即時調定／一括調定を団体ごとに選択して設
定できること。更正・決定に基づく調定は、即時調定が行えること。

実装してもしなくても
良い

即時調定とするか期日を指定しての一括調定とするかは、全国意見照会でも、地方団体ごとに運用が異なることから即時調定又は一括調定のど
ちらにも対応できることが望ましいとする意見があったが、即時調定とする場合でも申告取消に連動して調定が取り消されることを必須として
いること、調定決議自体は財務会計システム（税システム外）で行うことが一般的であることなどから、法人住民税システムとしての即時調定
又は一括調定の選択機能は実装してもしなくても良い機能とした。
なお、現状のパッケージシステムでは、即時調定又は一括調定のどちらにも対応可能なシステム、即時調定のみとしているシステム及び一括調
定のみとしているシステムのいずれも確認できている。

0 0 0 10 0 0 0 10

# 7.1.3.

申告書の一括調定を行うシステムであっても、個別に特定の申告情報を選択して、随時調定により収納管理シ
ステムに連携できること。（納税証明書の即時発行のため）

申告書の一括調定を行うシステムであっても、個別に特定の申告情報を
選択して、随時調定により収納管理システムに連携できること。（納税
証明書の即時発行のため）

実装してもしなくても
良い

収納管理システムで納税証明書を発行する際に調定データを要するシステム構成を想定するに、申告情報を一括でまとめて調定処理を行うシス
テムの場合は、証明に必要な申告情報が収納管理システムにデータ連携されていない場合がある。こうした場合に、納税証明書の即日発行を依
頼されるケースに対応するための機能である。
申告書の一括調定機能は、実装してもしなくても良い機能として定義することから、このとき一部の申告情報を選択して収納連携する機能も同
様に実装してもしなくても良い機能とした。

0 0 0 10 0 0 0 10

# 7.1.4.

課税情報（更正・決定及び減免を含む）登録時に、調定年月が自動で初期設定されること。手動での変更もで
きること。

実装すべき 申告登録の際に、当該申告情報がどの調定年月に属するかを都度入力することは業務負担が大きいことから、調定年月の自動表示を行う。ただ
し、申告期限の属する月よりも早く申告書が提出された場合など、運用上調定月を調整したいケースも想定されることから、申告情報の登録単
位で手動変更を行える機能も定義した。

0 0 0 10 0 0 0 10

7.2. 調定表作成

# 7.2.1. 調定表作成

調定表(現年度分及び過年度分）を作成できること。調定表は、月計又は年計を指定して集計できること。 実装すべき - （限定機能版（仮称））
【②現在の対応状況の集計結果】
5社中2社が未対応の要件
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【③2025年までの実装】
✕【製品名：H】
一つ一つの帳票を実装することはほぼ可能ですが、全ての帳票を実装するには非常に改修規模が大きいです。

報告 【変更なし】
（限定機能版（仮称））
未対応の2社中1社について、2025年までの実装は対応可能との回答を頂いております。うち1社は、改修規模
を懸念する意見でした。実現性評価の観点からは、一定の実現性が確認できたため、本要件は実装すべき要件
として定義いたします。

承諾 承諾 1 0 0 9 1 0 0 9

7.3. 統計表作成

# 7.3.1. 課税状況調・交付税資
料作成

課税状況調及び交付税に係る資料が作成できること。 実装すべき 詳細は帳票要件に定義。 - （限定機能版（仮称））
【②現在の対応状況の集計結果】
5社中2社が未対応の要件
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【③2025年までの実装】
✕【製品名：H】
一つ一つの帳票を実装することはほぼ可能ですが、全ての帳票を実装するには非常に改修規模が大きいです。

報告 課税状況調及び交付税資料と言った「都道府県に報告する帳票」については、標準化の方針を現在検討中で
す。

承諾 承諾 1 0 0 9 1 0 0 9

# 7.3.2.

超過税率を採用する地方団体において、eLTAX申告データを取り込む際に、超過税率の対象となる法人が誤った
税率（例. 標準税率）で申告した場合には税率エラーとして申告登録されないこと。この場合も申告データは
法人住民税システム上に仮登録され、修正画面にて正しい申告情報に訂正することで課税情報を更新できるこ
と。
　ただし、eLTAX申告データが保有する税率が法人住民税システム上で計算される税率と異なっていても、当該
データ上の法人税割額が法人住民税システムで計算された法人税割額と一致すれば調定を可能とするという場
合には、適正な超過課税相当額を算出するため、課税状況調及び交付税に係る資料を作成する際のバッチ処理
でエラーチェックを行い、税率計算が不一致となる申告の情報（法人名、法人管理番号、事業年度、申告税額
及び適用税率等）を画面又は帳票で一覧化する機能を有すること。

実装すべき - （限定機能版（仮称））
【②現在の対応状況の集計結果】
5社中3社が未対応の要件
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【③2025年までの実装】
✕【製品名：H】
要望をいただいたことがなく、改修規模が大きいため。

報告 課税状況調及び交付税資料と言った「都道府県に報告する帳票」については、標準化の方針を現在検討中で
す。

承諾 承諾 1 0 0 9 1 0 0 9

8. システム共通

8.1. 検索

# 8.1.1. 検索照会

法人基本情報及び課税情報を検索及び照会できること。
法人基本情報は、異動履歴を含めて照会できること。該当する法人が複数ある場合は、検索結果一覧に法人管
理番号、法人名及び所在地等が表示されること。
課税情報は、照会した法人について一覧表示が可能であり、一覧から個別の課税情報へ展開できること。

実装すべき - 0 0 0 10 0 0 0 10

# 8.1.2.

法人基本情報及び課税情報の照会画面から、該当法人の収納状況を照会できること。 実装すべき - 0 0 0 10 0 0 0 10

# 8.1.3. 検索条件

以下の条件で法人を検索できること。

＜検索条件＞
・法人名
・法人名カナ
・法人番号
・法人管理番号
・宛名番号
・所在地（本店(所在地が管轄外も含む)・支店）
・市町村内事務所の名称
・eLTAX納税者ID

以下の条件で法人を検索できること。

＜検索条件＞
・決算月
・申告月
・eLTAX利用者ID
・代表者名

実装すべき - （限定機能版（仮称））
【②現在の対応状況の集計結果】
5社中2社が未対応の要件
・市町村内事務所の名称
・eLTAX納税者ID

5社中1社が未対応の要件
・法人名カナ
・法人番号
・法人管理番号
・宛名番号
・所在地（本店(所在地が管轄外も含む)・支店）

その他意見
・現在実装されている項目が含まれていないため、実装から削除する必要がある。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【③2025年までの実装】
△【製品名：H】
要望をいただいたこともなく、検索条件としては「・市町村内事務所の名称」以外の項目があれば十分と考えます。

検討 （通常版）（限定機能版（仮称））
事業者からは、一部の検索条件が不足している、という意見があります。また、検索項目は、操作性に関わる
事項でありデータ構造などには大きな影響がありません。

現在の検索条件（WT内で必要性が認められたもの）が満たせれば、一定のカスタマイズ抑制に繋がることか
ら、これ以外の検索条件の実装も妨げない形での機能を検討します。

なお、「市町村内事務所の名称」は事業者から必要性に疑義が出されています。これについてもご意見をお願
いします。

【確認事項①】（通常版・限定機能版（仮称）共通）
機能要件を、「以下の条件で法人を検索できること。」→「検索条件を指定して、法人を検索できること。検
索条件には以下を含むこととする」と変更して、主たる検索条件の位置づけにする。

【確認事項②】（通常版・限定機能版（仮称）共通）
「市町村内事務所の名称」は、ニーズが強くなければ実装してもしなくても良い機能に緩和する。

承諾 承諾 【確認事項①】
　記載の案で問題ない
と考えます。
【確認事項②】
　実装してもしなくて
も良い機能に緩和して
問題ないと考えます。

承諾 承諾 ②「市町村内事務
所の名称」を検索
項目に実装されな
くても差し支えあ
りません。

承諾 承諾 問題ありません 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 「市町村内事務所の名
称」は、現在も検索で
きていないが、特に
困ったことはないた
め、緩和してもよいと
思います。

承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 9 0 0 1 7 0 0 3

# 8.1.3. 検索条件

以下の条件で法人を検索できること。

＜検索条件＞
・決算月
・申告月
・eLTAX利用者ID
・代表者名

実装してもしなくても
良い

- 0 0 0 10 0 0 0 10

# 8.1.4.

複合検索ができること。
（例：法人名「○○建設」かつ所在地が「A県B市」など）

複合検索ができること。
（例：法人名「○○建設」かつ所在地が「A県B市」など）

実装してもしなくても
良い

- 0 0 0 10 0 0 0 10

# 8.1.5.

法人基本情報検索及び課税情報検索において、一度照会した法人の検索履歴を保持し、検索履歴から選択して
照会画面を開くことができること。

実装すべき - 0 0 0 10 0 0 0 10

# 8.1.6.

最新の法人基本情報における法人名だけでなく、旧法人名及び旧法人名カナでの検索ができること。 実装すべき 過年度の修正申告や更正が発生する場合に、変更前の法人名称で検索ができなければ法人の特定が難しい場合があるなどの意見を受け、法人名
称は、履歴（旧法人名称）を含めて検索できることを必須とする。
なお、ここでの旧法人名称とはあくまで法人の商号変更に際してのものであり、被合併法人を検索する際に合併法人の名称で検索できることを
指しているものではない。

0 0 0 10 0 0 0 10

8.2. 保守機能

# 8.2.1. 1 マスタ保守

各種設定コードや産業分類等のメンテナンスができること。 管理情報やコードの一覧表が発行できること。 実装すべき - （通常版）
【②現在の対応状況の集計結果】
5社中2社が未対応の要件
うち1社は、宛名管理システムでも同様の産業分類を使用しているためメンテナンスが不可と回答。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【③2025年までの実装】
✕【製品名：E】
宛名管理システムでも同様の産業分類を使用しているため

検討 （通常版）（限定機能版（仮称））
本要件は、コードメンテナンス機能（画面）を有すること、という機能を定義する目的であり、その例示とし
て「産業分類」を記載していた次第です。
どのようなコードをいじれるか、は正に実装の根幹（みなし事業年度に係る異動区分や、申告区分のコード
は、プログラム改修になるのでユーザで変更できない等）のため、例示の記載を削除して「コードメンテナン
ス機能を有する」という機能要件に限ることとするため、以下の機能要件に改案いたします。

【修正案】（通常版、限定機能版（仮称）共通）
「各種設定コードや産業分類等のメンテナンスができること。」

承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 問題ありません 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 9 0 0 1 7 0 0 3

# 8.2.1. 2
管理情報やコードの一覧表が発行できること。 実装してもしなくても

良い
- 0 0 0 10 0 0 0 10

# 8.2.2.

法人税割及び均等割の税率の設定ができること。
法人税割及び均等割の不均一課税の税率の適用条件設定ができること。
法人税割及び均等割の適用税率に対する適用期間を登録及び修正等が管理できること。

実装すべき - （限定機能版（仮称））
【②現在の対応状況の集計結果】
5社中3社が未対応の要件
「法人税割及び均等割の不均一課税の税率の適用条件設定ができること。」

5社中1社が未対応の要件
「法人税割及び均等割の税率の設定ができること。
法人税割及び均等割の適用税率に対する適用期間を登録及び修正等が管理できること。」
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【③2025年までの実装】
✕【製品名：H】
2.2.13.「自治体によって法人税率を算出するために使用する項目が異なるため、システムとしては過剰となる項目が出てくる。そのため、記載を緩和するか一部項目
をオプションとしたほうがよい。また改修規模が大きい。」と理由は同じ。

検討 2.2.13.でご提案した通り、本要件は「不均一課税の適用条件」に係る項目を緩和します。
具体的には、以下のように「不均一課税に対応」さえできれば、その手段を問わない形としています。

【修正案】（通常版、限定機能版（仮称）共通）
＜要件の考え方・理由＞
なお、不均一課税については、団体ごとに適用条件が異なることから、団体ごとの適用条件をセットアップ作
業等で対応することでも差し支えない。

承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 修正案で問題ありませ
ん

承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 9 0 0 1 7 0 0 3

# 8.2.3.

法人税割の税率改正に係る経過措置対応ができること。
具体的には、経過措置の対象となる予定申告書の出力及び申告登録では、事業年度の開始日をもとに税率を自
動判定できること。

実装すべき 税率引下げにおける予定申告の経過措置対応を定義した。
なお、過去の税率引下げにおいて、一部地方団体では予定申告書の様式内に「令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度については3.7」
という印字をシステム対応した地方団体もあったが、業務上必須ではなく同封物や各種広報手段で対応していることから、要件には含めていな
い。

0 0 0 10 0 0 0 10

# 8.2.4.

過去の事業年度について、計算式及び適用税率を管理できること。 実装すべき 過去の事業年度の更正・決定などを行う場合にも、処理の都度税率を入力するのではなく、事業年度開始の日などの条件をもとに判定すること
で業務の正確性を担保する。

0 0 0 10 0 0 0 10

# 8.2.5.

法人基本情報に登録する税理士情報のマスタ管理ができること。
税理士情報は、税理士番号、氏名、住所及び電話番号を登録、修正及び削除できること。

実装すべき 税理士情報をマスタ外での登録とするとデータ移行費用の高騰に繋がるというシステム事業者の意見を受けて、税理士情報のマスタ管理を必須
化した。

（限定機能版（仮称））
【②現在の対応状況の集計結果】
5社中2社が未対応の要件
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【③2025年までの実装】
✕【製品名：H】
1.1.9.に記載の通り、現状、左記の機能がなくても問題なく運用いただいており、必須機能とするには過剰かと思われる。
また、改修規模が大きい。

検討 （通常版）（限定機能版（仮称））
上述、機能要件1.1.9.につきましては、事業者による実現性評価を踏まえて、以下の機能要件に改案したく考
えております。

【修正案】（通常版、限定機能版（仮称）共通）
実装すべき⇒実装してもしなくても良いに変更

＜要件の考え方・理由を修正＞
税理士情報をマスタ外での登録とするとデータ移行費用の高騰に繋がるというシステム事業者の意見を受け
て、税理士情報のマスタ管理を必須化した。

税務システム等標準化検討会では、税理士情報のマスタ外による登録（法人基本情報への直接入力）はデータ
移行費の高騰の懸念があるとして、避けるべきとの意見が多くみられた。

一方で、実装方法として、法人住民税システムの税理士マスタによる管理だけでなく、宛名管理システムで登
録した税理士情報を法人基本情報に関連付けする実装も考えられるが、いずれの方法でもデータ移行の円滑化
の観点からは問題ないという意見があるため、税理士マスタを定義した本機能は実装してもしなくても良い機
能とすることが妥当である。

承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 当市では左記機能がな
くても問題なく運用し
ているため

承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 承諾 9 0 0 1 7 0 0 3

8.3. 他システム連携

# 8.3.1. 1 宛名連携

宛名管理システムと連携して、法人基本情報を登録及び修正できること。連携項目は、地域情報プラット
フォームに準拠すること。
宛名管理システムでのみ管理する場合は、この限りではない。

法人住民税システムで更新した法人基本情報を、宛名管理システムに連
携して更新できること。
宛名管理システムでのみ管理する場合は、この限りではない。

実装すべき データ管理の効率性の観点から、宛名管理システムに既に登録されている法人基本情報を参照（読み込み）して、法人住民税の法人基本情報を
登録できることは必須とする。ただし、法人の名称や所在地など共通的な項目を宛名管理システムで一元管理している場合はこの限りでなく、
どちらのシステム構成でも可能とする。
一方で、法人住民税システムで異動登録した法人の宛名を、税目共通の宛名管理システムへ上書きする（法人課税優先の考え方）ことについ
て、必須とすべきとの意見も多くみられる一方で、他業務で異なる送付先を登録できるなど、他業務との調整が必要になることから、慎重にす
べきとの意見も見られた。これについて、地域情報プラットフォームでは、書込み型のAPIを定義していないことから、実装してもしなくても良
い機能とした。

0 0 0 10 0 0 0 10

# 8.3.1. 2

法人住民税システムで更新した法人基本情報を、宛名管理システムに連携して更新できること。
宛名管理システムでのみ管理する場合は、この限りではない。

実装してもしなくても
良い

法人住民税システムで異動登録した法人の宛名を、税目共通の宛名管理システムへ上書きする（法人課税優先の考え方）ことについて、必須と
すべきとの意見も多くみられる一方で、他業務で異なる送付先を登録できるなど、他業務との調整が必要になることから、慎重にすべきとの意
見も見られた。これについて、地域情報プラットフォームでは、書込み型のAPIを定義していないことから、実装してもしなくても良い機能とし
た。

0 0 0 10 0 0 0 10

機能要件への追加提案  
機能要件  
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別紙　通算制度移行に伴う仕様書の修正点における事務局確認事項について

通算法人の中間申告に係る対応 A市 B市 D市 E市　 F市 G市　 H市 I市 J市 K市 回答集計
事前照会を踏まえた

事務局方針

【事務局方針】

全団体の回答を踏まえて、中間申告への対応は「②実装し

てもしなくても良い機能」とします。

K市様から頂いた「記載の手引き」の文言への調整は、別

途事務局にて検討いたします。

【集計結果】

①実装不要・・・２団体（D市、K市）

②実装してもしなくても良い機能・・・５団体

（A市、B市、E市、I市、J市）

意見なし・・・３団体（F市、G市、H市）

未回答・・・１団体（C市）

【理由】（要旨抜粋）

①実装不要

D市「実際の件数が少ないと見込んでおり、別方法で処理

可能ならば①」

②実装してもしなくても良い機能

A市、E市「発送処理やプレ印字の対応のため」

B市「通算法人に係る申告入力機能は必須のため」

I市「システムで一元管理を希望」

【改修対応の見込み・想定する運用方法】

6団体回答「法改正に伴う改修対応及び運用方法について

未定。」

但し、運用方法についてはA市より以下の意見あり。

「想定する運用方法は、通算法人への予定申告の案内時

に、別途税額算出について注意喚起する文面を差し込むこ

となどが考えられます。」

【その他ご意見】

K市『グループ通算制度（P.4の中間申告）への対応につい

ての文面の中で、

「６」の月数の考え方の表現で、第20号の３様式記載の手

引きで使用されている

「通算子法人で、当該事業年度開始の日から」の部分の表

現があった方がよいように思うのですが、ご検討くださ

い。』

意見なし。

都としての意見はありません

ので他自体の御意向を基に検

討いただければと思います。

なお、本税制改正に伴う中

間・予定申告に係るシステム

改修を予定していますが、仕

様調整が未了のため、具体的

な改修内容は未定です。

意見なし。

②実装してもしなくても良い

機能

費用対効果は不明ですが、情

報はなるべくシステムで一元

管理することを希望します。

本件のI市のシステムにおけ

る法改正対応及び運用方法に

ついては未定です。

②で問題ないと考える。

現時点で法改正対応としての

改修は予定していない。

【事務局よりWT構成員への確認事項】

通算法人に係る中間申告への対応は、システムで実装することでどの程度の

費用対効果があるか不明です。以下のいずれの案とするか、その理由も含め

てご回答ください。（貴団体の法改正対応として改修見込か、想定する運用

方法も合わせてご教示ください）

①実装不要

②実装してもしなくても良い機能

なお、本件についてはWT構成員の皆様のご意見を踏まえた上で、APPLIC税

TFへ実装可能性を確認する予定です。

②実装してもしなくても良い

機能

左記のとおり、発送処理やプ

レ印字までは対応がなくても

致命的な問題はないと考えま

すが、受け付けた予定申告書

をシステムに登録する際に

チェックできることは望まし

いため。

想定する運用方法は、通算法

人への予定申告の案内時に、

別途税額算出について注意喚

起する文面を差し込むことな

どが考えられます。なお、法

改正対応としての改修見込は

未定です。

グループ通算制度（P.4の中

間申告）への対応について、

通算グループへの加入直後の

事業年度に当たる法人の中間

申告への対応に苦慮するとこ

ろですが、件数を考えるとK

市ではエルタックス連携や確

定・予定申告書等様式の変更

による帳票出力変更などにつ

いては、システムでの対応と

なりますが、中間申告への対

応は、現行システムでの変更

は、考えていません。

現行、連結法人の親法人の事

業年度については、メモ入力

のみ。

子法人の事業年度を台帳上に

て変更し、申告書対応。（本

来の子法人の事業年度はメモ

にて管理。）

中間申告の時期が6月でない

場合の対応については、別途

個別管理とプレ申告の手作成

にて対応を考えています。よ

ろしくお願いいたします。

グループ通算制度（P.4の中

間申告）への対応についての

文面の中で、

「６」の月数の考え方の表現

で、第20号の３様式記載の

手引きで使用されている

「通算子法人で、当該事業年

度開始の日から」の部分の表

現があった方がよいように思

うのですが、ご検討くださ

い。

②実装してもしなくても良い

機能

理由は、通算法人に係る申告

入力機能は必須とされている

ためです。

法改正対応として改修見込で

すが、システム会社より詳細

が提示されておらず未定と

なっています。

当市では実際の件数は少ない

と思われるため、別方法で処

理可能なら①でよい

②実装してもしなくても良い

機能

・対応可能な範囲内で発送処

理やプレ印字の対応は必要と

考えます。

・現システムのグループ通算

制度対応のリリースが遅れて

いる状況のため、通算法人の

中間申告に係る対応に関する

改修の有無ははってきりとわ

かっていません。



2.3. 都道府県連携・申告是認　要件の考え方・理由補足資料１　処理フロー例

本資料は、2.3.「法人税連携・申告是認」機能の考え方の補足資料（参考）として示すものである。

自動処理 オンライン処理 処理概要・説明

＜本機能の基本的な考え方＞

＜該当事業年度の申告基礎等のチェック＞
該当事業年度の以下項目と、最新事業年度の申告基礎を突合して確認する。不一致箇所はリス
ト上に出力する。

◇該当事業年度の修正申告があり、税務官署で修正申告が提出されている場合（税務官署の
通知年月日・処理区分がある場合）
アラートチェック条件
①法人税の修正申告日が、法人住民税システム上の法人税の修正申告日と異なる場合
②法人住民税の修正申告日が、法人税の税務官署の修正申告日より後の日付の場合

◇重加算税対象がある場合（＜０の場合）
・「重加あり」としてリスト上で分かるよう出力
※延滞金計算の除算期間の対象外となる場合があるため、個別チェック対象とする。
※都道府県により運用差があることを考慮して、「重加算税額」に加えて、「重加算金対象所
得」、「重加算金対象付加価値額」、「重加算金対象資本金等の額」及び「重加算金対象収入
金額」もチェック対象とする。

【課税内容の確認～是認処理（処理済に変更）】
内容を確認して、更正決定が必要なものは、更正決定処理の入力時に、課税標準額通知データ
の発行番号を入力して課税標準額通知データを「処理済」とする。
また、問題が無いと認められる申告は、法人管理番号順、法人番号順又は通知発行番号順に一
覧表示又は個別確認画面で「処理済」とし、未処理の申告も検索できるようにする。
※未処理の法人名称・法人管理番号・事業年度・申告区分・通知発行番号などが一覧表示され
た画面で複数の対象法人を選択して処理済に一括変更できる。

現在、紙媒体で確認作業を行っている地方団体が多い都道府県からの課税標準額通知につい
て、eLTAX連携されたデータをもとに法人住民税システム上で突合処理を行い、不一致箇所を画
面・帳票上で確認できるようにすることで業務効率化を図る。

【課税標準額通知データ取込】
eLTAX審査システムから課税標準額通知データをダウンロードして法人住民税システムに取り込
む。課税標準額通知データ取込用テーブルに取込したデータを格納する。
課税標準額通知データが過去取込データと重複する場合は取込エラーとする。

【法人基本情報との照合】
課税標準額通知データと法人基本情報マスタを照合して、該当法人が法人基本情報に登録され
ているかを確認する。

【不一致情報出力（未登録法人）】
法人番号・納税者IDをキーにして法人基本情報マスタに登録されている情報かどうかを照合。
法人番号が未登録のデータは未登録エラーとする。
照合エラー分は課税標準額通知処理画面で抽出し、エラーリストにより出力可能。その後、職
員が調査やオンラインでの法人番号登録などの後続処理に移行する。

【不一致情報出力（登録情報不一致）】
以下の項目を照合し、不一致の場合は不一致箇所をリストで出力する。
・法人名
・連結区分
・法人区分
・法人税申告期限延長月数
・災害等延長の申告期限
※主たる事務所等の所在地は、突合対象とはしないが、情報は取込を行い、画面・帳票に出力
して確認できる状態が望ましい。

【課税情報との照合】
法人基本情報に登録が確認できた法人については、課税情報との照合を行う。

＜該当事業年度の課税有無チェック＞
事業年度をキーに、最新の課税情報（確定・修正など）がある場合には次の課税内容の確認処
理に進む。未申告の場合や事業年度が異なる場合は、突合結果リストにエラー出力する。

＜該当事業年度の申告・課税額チェック＞
該当事業年度における以下項目を突合して確認する。不一致箇所はリスト上に出力する。
　
【重点チェック項目】
・資本金の額又は出資金の額　： 均等割税率（号数）が変わる場合はアラートで注意喚起
・資本金の額及び資本準備金の額の合計額　：　同上
・資本金等の額　：　同上
・使途秘匿金税額等　：＝かを確認
・法人税割額の課税標準額（法人税額）（第20号様式⑤）：＝かを確認
・仮装経理・対象法人税額等　： > 0かを確認
・租税条約・対象法人税額　： > 0かを確認
・分割基準の総数　：　分割法人か否か、分割基準の総数が＝かを確認（都道府県により通知
内容が異なるため、地方団体の運用に合わせてチェック要否を設定できることが望ましい）

【任意チェック項目】
・法人税割から控除すべき外国税額の総額・市町村分、（個別）控除対象所得税額等相当額の
控除額の総額・市町村分、補正後の従業者の総数・市町村分： ＝かを確認（明細管理は実装し
てもしなくても良い機能）
・関係市町村の事務所等の所在地ごとの分割基準数：　＝かを確認。（都道府県により通知内
容が異なるため、地方団体の運用に合わせてチェック要否を設定できることが望ましい）
・特定寄附金の合計額：　＝かを確認（明細管理は実装してもしなくても良い機能）

法人基本情報との

照合

課税標準額通知

データ取込 法人住民税システム

法人住民税システム

（法人基本情報）

法人基本情報

に登録がある

No

Yes

不一致情報出力

（未登録法人）

課税標準額通知データ

突合リスト（未登録）

法人基本情報修正
法人住民税システム

不一致情報出力

（登録情報不一致）

課税標準額通知データ

突合リスト（取込結果・

不一致）
法人基本情報

が合致している

課税情報との照合 法人住民税システム

（課税情報）

課税標準額通知データ

突合リスト（取込結果・

不一致）

課税内容の確認
法人住民税システム

Yes

No

課税内容が適正

と認められる

Yes

No

是認処理

（処理済に変更）

調査の上で更正決定

処理等を行う

法人住民税システム
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2.3. 都道府県連携・申告是認　要件の考え方・理由補足資料２
市町村民税法人税割に係る課税標準額等の通知　CSVファイルレイアウト（地方団体のみ使用）及び連携・突合項目一覧

・eLTAX経由で受信する課税標準額通知データの連携ファイルレイアウト

必須 型 文字属性 文字数 連携要否 連携項目の考え方・用途

1 団体間回送発行番号 システム管理部出力項目

○ 英数 19 重点
取込データの重複が無いかを確認するため。（別の項目で確認で
きる場合はこの限りではない）

2 課税標準額通知に対応する手続ＩＤ 市町村民税法人税割に係る課税標準額等の通知に対応す
る手続ＩＤ

○ 英数 8 CC1016

F0504010とする。

-

3 回送先団体コード 回送先の地方公共団体コード

○ 数字 5

５桁とする。
地方公共団体マスタ上において有効であ
る団体コードとする。 -

4 回送元団体コード 回送元の地方公共団体コード

○ 数字 5

５桁とする。

-

5 税務事務所コード 回送元の税務事務所コード

数字 3

３桁とする。
回送元団体の税事務所コード

-

6 所属コード 回送元の所属コード

数字 6 -

7 法人番号１ 法人番号

○ 数字 13

法人番号が不明な場合、
ALL9(9999999999999)を設定する
１３桁とする。 重点 突合用のキー情報

8 法人番号２ 変更前の法人番号など
具体的にどの時点の法人番号を設定するかは、回送元都
道府県の事務処理に任される。 数字 13

１３桁とする。

任意 都道府県ごとに入力要否が分かれるため、必須項目とはしない。

9 納税者ID 納税者ID

半角 11 重点 突合用のキー情報

10 事業年度（自） 事業年度（自）

○ 数字 8

例）20181231
８桁の暦日(西暦）とする。

重点 対象の課税情報の特定に活用

11 事業年度（至） 事業年度（至）

○ 数字 8

例）20181231
８桁の暦日(西暦）とする。

重点 対象の課税情報の特定に活用

12 通知年月日 通知年月日

○ 数字 8

例）20181231
８桁の暦日(西暦）とする。

重点
チェック項目ではないが、通知書の特定や検索などで使用するた
め取込が必要。

13 文書記号番号 回送元地方公共団体で管理する文書記号番号

混在 20

例）通知第10025号
任意の値を設定し、全半角混在可とす
る。

重点
取込データの重複が無いかを確認するため。（別の項目で確認で
きる場合はこの限りではない）

14 長名 回送元の都道府県税事務所長
例）○○税事務所長
未入力の場合、税事務所コードからマスタに設定されて
いる長名を表示する。そのため、税事務所コードまたは
長名のどちらかが設定されていること

全角 40 -

15 連絡先組織名 回送元地方公共団体の問い合わせ先係名など

全角 40 -

16 連絡先電話番号 連絡先組織名の電話番号

半角 20

半角数字、半角ハイフン、半角丸括弧を
設定可とする。 -

17 課税番号 回送元地方公共団体で管理する管理番号など
問い合わせ対応のため 半角 11 -

18 組織名付法人名 組織名のついた法人名
１．漢字法人名不明の場合はカナ法人名でよい。
２．組織名称は略称ではなく正式名称とする。
３．組織名称と法人名との間には全角スペースを入れ
る。
４．外国法人等で組織名称が分離できていない場合は、
スペースなしでかまわない。
５．法人同定のためのキーとなる「番号」の入力間違い
に備える補完的な意味合いなので、その前提での精度で
よい。
６．外字についてのルールは特に定めない。上記５の程
度の前提のため、文字化け等した場合は、個別問い合わ
せ対応とする

○ 全角 80 重点
法人番号や納税者IDが一致した法人の名称変更などの不一致確認
に活用。

19 カナ法人名 組織名抜きのカナ法人名
１．漢字法人名が外字となって、うまく表示されない場
合に備える意味合いがある。
２．カナの読み違い、入力間違いがある危険はあるが、
漢字法人名を補完する意味合いとして精度でよい

全角 80 -
カナは登録の揺れがあるため、登記事項である法人名称をもとに
突合を行う。

20 主たる事務所等の所在地 主たる事務所等の所在地
１．法人同定のためのキーとなる「番号」の入力間違い
に備える補完的な意味合いである。
２．京都の一部地名など、住所がコード化されていない
情報も有用なため、目視確認用として漢字でのやりとり
とする。

全角 80 重点
突合対象を目視確認できるよう、情報は取り込みして画面又は帳
票に表示できることが望ましいが、法人基本情報との一致の確認
までは不要。

21 本都道府県における主たる事務所等の所在地 複数市町村に事務所がある場合の主たる事務所等の所在
地

全角 80

都道府県内の複数市町村に事務所等があ
る場合、筆頭をどの市町村とするかは回
送元都道府県の事務処理に任せられる。 -

22 連結区分 連結区分は以下を設定可能とする。
1：非連結
2：連結親法人
3：連結子法人
4：連結法人（親・子が不明の場合など）

数字 1 CC6600 重点 法人基本情報との突合

23 事業年度区分 事業年度の区分
1：６号（普通）
６号様式で申告すべき年度、解散前、又は継続後
2：６号（解散後）
平成22年10月1日以後解散法人の解散後（継続前）の年
度、ただし残余財産確定で終了する年度を除く
3：６号（残余財産確定）
平成22年10月1日以後解散法人の残余財産確定で終了す
る年度
4：その他
上記以外の場合（例）６号のみの語句となり、普通、解
散後等の区分けができない場合

数字 1 CC6610 -

24 法人税申告期限延長月数 法人税の特例延長の月数

数字 2 重点
不一致の確認。当該事業年度の課税登録並びに法人基本情報の反
映までできるとなお良し。

25 災害等延長の申告期限

数字 8

例）20181231
８桁の暦日(西暦）とする。

重点 当該事業年度の課税登録ができるとなお良し。

26 法人区分 法人の区分
1：地方税法第296条第1項第1号に掲げる公共法人
2：それ以外の公共法人
3：収益事業を行う地方税法第296条第1項第2号に掲げる
公益法人等
4：収益事業を行わない地方税法第296条第1項第2号に掲
げる公益法人等
5：収益事業を行うそれ以外の公益法人等
6：収益事業を行わないそれ以外の公益法人等
7：協同組合等
8：収益事業を行う人格のない社団等
9：収益事業を行わない人格のない社団等
10：普通法人

数字 2 CC6621 重点 法人基本情報との突合

27 資本金の額又は出資金の額 事業年度末日の資本金の額又は出資金の額

数値 14 重点 該当事業年度の課税情報と突合し、税率影響がないかを確認

想定連携項目
備考No. CSV項目名称 データの意味

入力文字
コードID
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備考No. CSV項目名称 データの意味

入力文字
コードID

28 資本金の額又は出資金の額（解散時点） 解散後に終了する事業年度については、解散日現在の資
本金の額又は出資金の額
解散していない法人の場合は未入力とする。 数値 14 重点 該当事業年度の課税情報と突合し、税率影響がないかを確認

29 資本金の額及び資本準備金の額の合計額

数値 14 重点 該当事業年度の課税情報と突合し、税率影響がないかを確認

30 資本金等の額

数値 14 重点 該当事業年度の課税情報と突合し、税率影響がないかを確認

31 税務官署の処理区分 法人税申告区分及び処理区分のコード
1：是認
2：修正等是認(加算税なし)
3：修正等是認(加算税決定)
4：更正・再更正
5：職権更正
6：更正請求
7：決定
8：無所得決定
9：調査省略
10：調査延期

数字 2 CC6630 重点 申告基礎との合致を確認

32 税務官署の通知年月日 上記処理の年月日

数字 8

例）20181231
８桁の暦日(西暦）とする。 重点 申告基礎との合致を確認

33 減額更正の理由 税務官署の処理区分の補足として、減額更正の理由等を
設定する 全角 40 -

34 税務官署の申告区分 法人税申告区分のコード
数字 3 CC6635 任意 No.31で突合対象が判別できるため

35 法人税申告年月日 上記申告の年月日

数字 8

例）20181231
８桁の暦日(西暦）とする。 重点 修正申告等における申告基礎との突合

36 申告処理区分 法人二税本店県の最終事績
1：確定
　確定申告是認
2：修正
　修正申告是認
3：決定
　決定
4：更正
　更正又は再更正

数字 1 CC6640

いずれにおいても、同時に加算金決定を
行ったか否かについては問わない。（加
算金については別項目での通知対応とす
るため）

-

37 申告処理年月日 法人二税本店県の最終事績に係る日付

数字 8

例）20181231
８桁の暦日(西暦）とする。 -

38 税務署コード 「署番号」５桁
※銀行収納用の「税務署番号」ではない。 数字 5 -

39 使途秘匿金税額等 土地譲渡利益法人税額＋リース特別控除取戻税額＋使途
秘匿法人税額 数値 14 重点 課税情報との突合

40 法人税割額の課税標準額（法人税額） 控除対象個別帰属調整額、控除対象個別帰属税額、控除
対象還付法人税額、控除対象個別帰属還付法人税額を控
除した後、分割基準による分割直前の課税標準の総額と
しての法人税額とする。
また、試験研究費の額等に係る法人税額の特別控除額の
加算、還付法人税額等の控除額の減算後の数値である必
要がある。
なお、外国法人については、「外国法人の法人税割額に
関する計算書上の法人税法第141条第1号イに掲げる国内
源泉所得に対する法人税額の計算（イ）における課税標
準となる法人税額」を記載する。（参考として、具体的
な帳票の転記部分は、第6号様式別表一の二中の④左側
欄となる。）

数値 14 重点 課税情報との突合

41 法人税割の課税標準額（法人税額（非PE分）） 「外国法人の法人税割額に関する計算書上の法人税法第
141条第1号ロに掲げる国内源
泉所得に対する法人税額の計算（ロ）における課税標準
となる法人税額」を記載する。
参考として、具体的な帳票の転記部分は、第6号様式別
表一の二中の④右側欄となる。

数値 14 重点

42 差引所得に対する法人税額 差引所得に対する法人税額

数値 14 -
予定申告の義務の判断に使用できるものの、通知されない場合も
あり、システムに取り込む必要はない。

43 重加算金対象所得

数値 14 重点

重加算税が課された修正申告、更正決定の場合は、延滞金計算の
除算期間に影響することから、まずは法人課税担当職員が気づく
仕組みが必要であるため、本項目に数字が入っている場合は要
チェック対象とする。
※本来、No.47で良いが、都道府県によって入力個所が異なる可
能性があることからNo.43～48までが空白以外の場合を要チェッ
ク対象としている。

44 重加算金対象付加価値額

数値 14 重点

重加算税が課された修正申告、更正決定の場合は、延滞金計算の
除算期間に影響することから、まずは法人課税担当職員が気づく
仕組みが必要であるため、本項目に数字が入っている場合は要
チェック対象とする。
※本来、No.47で良いが、都道府県によって入力個所が異なる可
能性があることからNo.43～48までが空白以外の場合を要チェッ
ク対象としている。

45 重加算金対象資本金等の額

数値 14 重点

重加算税が課された修正申告、更正決定の場合は、延滞金計算の
除算期間に影響することから、まずは法人課税担当職員が気づく
仕組みが必要であるため、本項目に数字が入っている場合は要
チェック対象とする。
※本来、No.47で良いが、都道府県によって入力個所が異なる可
能性があることからNo.43～48までが空白以外の場合を要チェッ
ク対象としている。

46 重加算金対象収入金額

数値 14 重点

重加算税が課された修正申告、更正決定の場合は、延滞金計算の
除算期間に影響することから、まずは法人課税担当職員が気づく
仕組みが必要であるため、本項目に数字が入っている場合は要
チェック対象とする。
※本来、No.47で良いが、都道府県によって入力個所が異なる可
能性があることからNo.43～48までが空白以外の場合を要チェッ
ク対象としている。

47 重加算税額

数値 14 重点

重加算税が課された修正申告、更正決定の場合は、延滞金計算の
除算期間に影響することから、まずは法人課税担当職員が気づく
仕組みが必要であるため、本項目に数字が入っている場合は要
チェック対象とする。
※本来、No.47で良いが、都道府県によって入力個所が異なる可
能性があることからNo.43～48までが空白以外の場合を要チェッ
ク対象としている。

48 重加算税対象所得金額 法人税における重加算税対象所得金額

数値 14 重点

重加算税が課された修正申告、更正決定の場合は、延滞金計算の
除算期間に影響することから、まずは法人課税担当職員が気づく
仕組みが必要であるため、本項目に数字が入っている場合は要
チェック対象とする。
※本来、No.47で良いが、都道府県によって入力個所が異なる可
能性があることからNo.43～48までが空白以外の場合を要チェッ
ク対象としている。

49 法人税割額から控除すべき外国税額の総額・市町村
分

数値 14 任意
明細の入力は、標準仕様書_機能要件でも実装してもしなくても
良い機能としていることから、当該項目は必須のチェック項目と
していない。

50 （個別）控除対象所得税額等相当額の控除額の総
額・市町村分

数値 14 任意
明細の入力は、標準仕様書_機能要件でも実装してもしなくても
良い機能としていることから、当該項目は必須のチェック項目と
していない。

重加算金対象の課税標準額 重加算金対象の課税標準額を算定・認定
したが、本店県が少額又は分割基準変動
のため減額、又は内規等により、加算金
を徴収しない場合も、通知する。
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入力文字
コードID

51 補正後の従業者の総数・市町村分

数字 14 任意
明細の入力は、標準仕様書_機能要件でも実装してもしなくても
良い機能としていることから、当該項目は必須のチェック項目と
していない。

52 仮装経理・対象法人税額等

数値 14 重点 該当がある場合は要チェックとする

53 租税条約・対象法人税額

数値 14 重点 該当がある場合は要チェックとする

54 特定寄附金の合計額

数値 14 任意
明細の入力は、標準仕様書_機能要件でも入力必須の項目とはし
ていないため、当該項目は必須のチェック項目としていない。

55 分割基準の総数

数字 14 重点

チェックがない場合は分割法人の通知書を全て見返すこととなる
ため、従業員総数のチェックは必要。ただし、通知されない都道
府県もあるため、地方団体毎の設定でチェック要否を切り替えら
れることが望ましい。

56 関係市町村の事務所等所在地１ 都道府県下の複数市町村に通知を行う場合に、他の市町
村の分割基準を２から３８に設定する。

全角 40

他市町村の分割基準の通知については、
回送元都道府県の事務処理に任せられ
る。 任意

確認できることが望ましいが、所在地が文字列であるため必ず確
認できるとは限らない。必須のチェック項目とはしない。

57 関係市町村の事務所等所在地１の分割基準 数字 14 任意 同上

58 関係市町村の事務所等所在地２ 全角 40 任意 同上

59 関係市町村の事務所等所在地２の分割基準 数字 14 任意 同上

60 関係市町村の事務所等所在地３ 全角 40 任意 同上

61 関係市町村の事務所等所在地３の分割基準 数字 14 任意 同上

62 関係市町村の事務所等所在地４ 全角 40 任意 同上

63 関係市町村の事務所等所在地４の分割基準 数字 14 任意 同上

64 関係市町村の事務所等所在地５ 全角 40 任意 同上

65 関係市町村の事務所等所在地５の分割基準 数字 14 任意 同上

66 関係市町村の事務所等所在地６ 全角 40 任意 同上

67 関係市町村の事務所等所在地６の分割基準 数字 14 任意 同上

68 関係市町村の事務所等所在地７ 全角 40 任意 同上

69 関係市町村の事務所等所在地７の分割基準 数字 14 任意 同上

70 関係市町村の事務所等所在地８ 全角 40 任意 同上

71 関係市町村の事務所等所在地８の分割基準 数字 14 任意 同上

72 関係市町村の事務所等所在地９ 全角 40 任意 同上

73 関係市町村の事務所等所在地９の分割基準 数字 14 任意 同上

74 関係市町村の事務所等所在地１０ 全角 40 任意 同上

75 関係市町村の事務所等所在地１０の分割基準 数字 14 任意 同上

76 関係市町村の事務所等所在地１１ 全角 40 任意 同上

77 関係市町村の事務所等所在地１１の分割基準 数字 14 任意 同上

78 関係市町村の事務所等所在地１２ 全角 40 任意 同上

79 関係市町村の事務所等所在地１２の分割基準 数字 14 任意 同上

80 関係市町村の事務所等所在地１３ 全角 40 任意 同上

81 関係市町村の事務所等所在地１３の分割基準 数字 14 任意 同上

82 関係市町村の事務所等所在地１４ 全角 40 任意 同上

83 関係市町村の事務所等所在地１４の分割基準 数字 14 任意 同上

84 関係市町村の事務所等所在地１５ 全角 40 任意 同上

85 関係市町村の事務所等所在地１５の分割基準 数字 14 任意 同上

86 関係市町村の事務所等所在地１６ 全角 40 任意 同上

87 関係市町村の事務所等所在地１６の分割基準 数字 14 任意 同上

88 関係市町村の事務所等所在地１７ 全角 40 任意 同上

89 関係市町村の事務所等所在地１７の分割基準 数字 14 任意 同上

90 関係市町村の事務所等所在地１８ 全角 40 任意 同上

91 関係市町村の事務所等所在地１８の分割基準 数字 14 任意 同上

92 関係市町村の事務所等所在地１９ 全角 40 任意 同上

93 関係市町村の事務所等所在地１９の分割基準 数字 14 任意 同上

94 関係市町村の事務所等所在地２０ 全角 40 任意 同上

95 関係市町村の事務所等所在地２０の分割基準 数字 14 任意 同上

96 関係市町村の事務所等所在地２１ 全角 40 任意 同上

97 関係市町村の事務所等所在地２１の分割基準 数字 14 任意 同上

98 関係市町村の事務所等所在地２２ 全角 40 任意 同上

99 関係市町村の事務所等所在地２２の分割基準 数字 14 任意 同上

100 関係市町村の事務所等所在地２３ 全角 40 任意 同上

101 関係市町村の事務所等所在地２３の分割基準 数字 14 任意 同上

102 関係市町村の事務所等所在地２４ 全角 40 任意 同上

103 関係市町村の事務所等所在地２４の分割基準 数字 14 任意 同上

104 関係市町村の事務所等所在地２５ 全角 40 任意 同上

105 関係市町村の事務所等所在地２５の分割基準 数字 14 任意 同上

106 関係市町村の事務所等所在地２６ 全角 40 任意 同上

107 関係市町村の事務所等所在地２６の分割基準 数字 14 任意 同上

108 関係市町村の事務所等所在地２７ 全角 40 任意 同上

109 関係市町村の事務所等所在地２７の分割基準 数字 14 任意 同上

110 関係市町村の事務所等所在地２８ 全角 40 任意 同上

111 関係市町村の事務所等所在地２８の分割基準 数字 14 任意 同上

112 関係市町村の事務所等所在地２９ 全角 40 任意 同上

113 関係市町村の事務所等所在地２９の分割基準 数字 14 任意 同上

114 関係市町村の事務所等所在地３０ 全角 40 任意 同上

115 関係市町村の事務所等所在地３０の分割基準 数字 14 任意 同上

116 関係市町村の事務所等所在地３１ 全角 40 任意 同上

117 関係市町村の事務所等所在地３１の分割基準 数字 14 任意 同上

118 関係市町村の事務所等所在地３２ 全角 40 任意 同上

119 関係市町村の事務所等所在地３２の分割基準 数字 14 任意 同上

120 関係市町村の事務所等所在地３３ 全角 40 任意 同上

121 関係市町村の事務所等所在地３３の分割基準 数字 14 任意 同上

122 関係市町村の事務所等所在地３４ 全角 40 任意 同上

123 関係市町村の事務所等所在地３４の分割基準 数字 14 任意 同上

124 関係市町村の事務所等所在地３５ 全角 40 任意 同上

125 関係市町村の事務所等所在地３５の分割基準 数字 14 任意 同上

126 関係市町村の事務所等所在地３６ 全角 40 任意 同上

127 関係市町村の事務所等所在地３６の分割基準 数字 14 任意 同上

128 関係市町村の事務所等所在地３７ 全角 40 任意 同上

129 関係市町村の事務所等所在地３７の分割基準 数字 14 任意 同上

130 関係市町村の事務所等所在地３８ 全角 40 任意 同上

131 関係市町村の事務所等所在地３８の分割基準 数字 14 任意 同上

132 備考 備考 全角 300 -
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市町村民税法人税割に係る課税標準額等の通知　CSVファイルレイアウト（地方団体のみ使用）及び連携・突合項目一覧

・eLTAX経由で受信する課税標準額通知データの連携ファイルレイアウト

必須 型 文字属性 文字数 連携要否 連携項目の考え方・用途

想定連携項目
備考No. CSV項目名称 データの意味

入力文字
コードID

133 メモ 回送先団体への説明や補足などの参考情報

全角 300

回送先団体の様式画面及び帳票には表示
されない。審査クライアントのメモ画面
にて表示する。 -

型・文字属性の凡例

　混在：【全角】、【半角】の混在入力を可とする。

　※“,”（カンマ）はCSVファイル内で区切り文字として扱っているため使用不可

　数値：【半角】数字及び"-"（=符号）、"."（=小数点）の入力を可とする。
　数字：【半角】数字の入力を可とする。

　全角：【全角】ｅＬＴＡＸで使用可能な全角文字の入力を可とする。
　半角：【半角】英数字、記号※の入力を可とする。　　
　英数：【半角】英数の入力を可とする。
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